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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
総括研究報告書（令和元年度） 

 

小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究 

 
研究代表者 今村知明（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座・教授） 

 

研究要旨 
食品テロによる被害から国民を守る視点は、テロの未然防止と円滑な事件処理である。しかし、

食品テロの被害はフードチェーンに沿って広域に拡大、散発的に発生するため、原因の特定が困難

である。このため、フードチェーンを構成する食品工場から流通施設、食事提供施設に至るまで、

上流から下流まで全ての段階における食品防御対策が必要不可欠である。 
このような観点から、今村はこれまで、「食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関

する研究」、「行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する研究」等の研究代表者

として、食品工場等への訪問調査を行い、食品防御対策のためのチェックリストやガイドライン（大

規模食品工場、流通施設向け）の作成を行ってきた。また独自に構築したインターネットアンケー

トシステムを活用して、食品テロの早期察知に資する食品の市販後調査（PMM）の実行可能性を検

証してきた。 
以上の状況の中、近年食品への意図的な毒物混入事件が頻発したことも相まって、特に大規模食

品事業者（食品工場等）では食品防御への対応が進んできた。一方、サプライチェーンの大部分を

占める小規模食品事業者（飲食店を含む）では、参考となる食品防御ガイドラインが存在せず、十

分な対応が行われているとは言えない。折しも政府は、オリンピック・パラリンピック東京大会を

前に、訪日外国人数 4,000 万人（令和２年時点）を目標として掲げている。これを達成するために

は、安全・安心な日本食の提供が重要である。そこで本研究では、大規模食品事業者だけではなく、

飲食店を含む小規模食品事業者においても、食品への意図的な毒物混入を防御するための方策につ

いて研究する。 

 
本研究における研究体制は以下の通り。 

・ 今村知明（公立大学法人奈良県立医科大学

医学部 教授）［代表］ 
・ 岡部信彦（川崎市健康安全研究所 所長）［分

担］ 
・ 赤羽学（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 部長）［分担］ 
・ 鬼武一夫（日本生活協同組合連合会 品質保

証本部 総合品質保証担当）［分担］ 
・ 穐山浩（国立医薬品食品衛生研究所 食品部

部長）［分担］ 
・ 工藤由起子（国立医薬品食品衛生研究所 衛

生微生物部 部長）［分担］ 
・ 髙畑能久（大阪成蹊大学 フードシステム

研究室 教授）［分担］ 
・ 神奈川芳行（奈良県立医科大学 公衆衛生学

講座 非常勤講師）［協力］ 
・ 鶴身和彦（公益社団法人日本食品衛生協会

公益事業部 部長）［協力］ 
高谷幸（公益社団法人日本食品衛生協会 技
術参与）［協力］ 

・ 赤星千絵（川崎市健康安全研究所 食品担

当）［協力］ 
・ 田口貴章（国立医薬品食品衛生研究所 食品

部第三室長）［協力］ 
・ 岸 美紀（川崎市健康安全研究所）［協力］

・ 林谷秀樹 （東京農工大学）［協力］ 
・ 佐野達哉 (川崎市健康安全研究所 残留農

薬・放射能検査担当) ［協力］ 
・ 吉田裕一 (川崎市健康安全研究所) ［協

力］ 

 
A．研究目的 
近年食品への意図的な毒物混入事件が頻発

したことも相まって、特に大規模食品事業者（食

品工場等）では食品防御への対応が進んできた。

一方、サプライチェーンの大部分を占める小規
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模食品事業者（飲食店を含む）では、参考とな

る食品防御ガイドラインが存在せず、十分な対

応が行われているとは言えない。折しも政府は、

オリンピック・パラリンピック東京大会を前に、

訪日外国人数 4,000 万人（令和 2 年時点）を

目標として掲げている。これを達成するために

は、安全・安心な日本食の提供が重要である。

そこで本研究では、大規模食品事業者だけでは

なく、飲食店を含む小規模食品事業者において

も、食品への意図的な毒物混入を防御するため

の方策について研究する。 
本研究では、以下を明らかにするための研究

を実施する。 
・ 食品防御対策の実態調査（赤羽、髙畑、神

奈川） 
・ 中小事業所の食品防御に関する脆弱性の

評価（鬼武、鶴見、神奈川、高谷） 
・ フードチェーン全体の安全性向上に向け

た食品防御対策ガイドラインの改善（赤羽、

髙畑、高谷、神奈川） 
・ 中小事業所向けの食品防御対策教育ツー

ル等の検討（赤羽、髙畑、神奈川） 
・ 国立医薬品食品研究所における人体（血

液・尿等）試料中の毒物の検査手法の開発

と標準化（穐山、工藤） 
・ 地方自治体試験検査施設における人体（血

液・尿等）試料中の毒物の検査手法の開発

と標準化（岡部） 
・ 食品の市販後調査（PMM）手法の確立（赤

羽） 
・ 海外（主に米国、英国）における食品防御

政策の動向調査（今村、穐山、工藤） 

 
 
B．研究方法 
１．全体概要 
研究は、A．に示した８項目について、国内

外の政府機関ウェブサイト・公表情報の収集整

理、実地調査、検討会における専門家・実務家

らとの討議を通じて実施した。 
検討会の参加メンバーと開催状況は以下の

通りである。 

 
（検討会の参加メンバー）（敬称略、順不同） 
・ 今村 知明（奈良県立医科大学 公衆衛生学

講座 教授） 
・ 岡部 信彦（川崎市健康安全研究所 所長） 
・ 赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 部長） 
・ 鬼武 一夫（日本生活協同組合連合会 品質

保証本部 総合品質保証担当（Senior Sci-
entist）） 

・ 穐山 浩（国立医薬品食品衛生研究所 食品

部長） 
・ 工藤 由起子（国立医薬品食品衛生研究所 

衛生微生物部 部長） 
・ 髙畑 能久（大阪成蹊大学 フードシステム

研究室 教授） 
・ 鶴身 和彦（公益社団法人日本食品衛生協会 

公益事業部長） 
・ 稲見 成之（東京都福祉保健局健康安全部 

食品監視課長） 
・ 高谷 幸（公益社団法人日本食品衛生協会 

技術参与） 
・ 田崎 達明（関東学院大学 栄養学部 管理栄

養学科） 
・ 神奈川 芳行（奈良県立医科大学 公衆衛生

学講座 非常勤講師） 
・ 中村 啓一（公益財団法人食の安全・安心財

団 理事・事務局長） 
・ 赤星 千絵（川崎市健康安全研究所 食品担

当） 
・ 矢野 義輝（厚生労働省 医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課 課長補佐） 
・ 金子 敏明（厚生労働省 医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課） 
・ 岡崎 隆之（厚生労働省 医薬・生活衛生局 

食品監視安全課 食中毒被害情報管理室 

室長補佐） 
・ 新川 俊一（農林水産省消費・安全局食品安

全政策課 食品安全危機管理官） 
・ 吉田知太郎（農林水産省消費・安全局食品

安全政策課 課長補佐（危機管理）） 
・ 石田 千草（農林水産省消費・安全局食品安

全政策課 危害要因情報班化学物質対策係

長） 
・ 星野 純輝（農林水産省 消費・安全局 食品

安全政策課 危害要因情報班化学物質対策

係長） 
・ 加藤 礼識（別府大学 食物栄養科学部 発
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酵食品科学 講師） 
・ 寺村 渉（東京都 福祉保健局健康安全部 食

品監視課 統括課長代理） 
・ 佐野 達哉（川崎市健康安全研究所 残留農

薬・放射能検査担当） 
・ 名倉 卓（SGS ジャパン株式会社） 
・ 一蝶 茂人（SGS ジャパン株式会社） 
・ 南谷 怜（SGS ジャパン株式会社） 
・ 平野 展代（一般社団法人日本食品安全支援

機構） 
・ 田口 貴章（国立医薬品食品衛生研究所 食

品部第三室長） 
・ 山口 健太郎（株式会社三菱総合研究所 次

世代インフラ事業本部 インフラビジネス

グループ 主任研究員） 
・ 池田 佳代子（株式会社三菱総合研究所 ヘ

ルスケア・ウェルネス事業本部 ヘルスケ

ア・ウェルネス産業グループ 主任研究員） 
・ 東穂 いづみ（株式会社三菱総合研究所 科

学・安全事業本部 リスクマネジメントグル

ープ） 

 
（検討会の開催状況） 
・ 令和元年８月 26 日（於：TKP 新橋カンフ

ァレンスセンター新館） 
・ 令和２年２月 14 日（於：TKP 新橋カンフ

ァレンスセンター新館） 

 
◆倫理面への配慮 
本研究で得られた成果は全て厚生労働省に

報告しているが、一部人為的な食品汚染行為の

実行の企てに悪用される恐れのある情報・知識

については、本報告書には記載せず、非公開と

している。 

 
２．分担研究について 
２．１ 中小事業所の食品防御に関する脆弱性

の評価 
食品を取り扱う２箇所の物流倉庫を訪問し、

食品防御の観点からみた脆弱性に関する情報を

収集・整理を行った。 

 

２．２ わが国の食品流通業（調理・提供施設）

における食品防御対策の現状調査 
２．２．１ アンケート調査 
一般社団法人日本フードサービス協会の協

力を得て、同協会の会員企業 390 社を対象とし

た。食品防御対策ガイドラインに記載された「１．

優先的に実施すべき対策」の５分野〔組織マネ

ジメント、人的要素（従業員等）、人的要素（部

外者）、施設管理、入出荷等の管理〕、「２．可能

な範囲で実施が望まれる対策」の２分野〔人的

要素（従業員等）、施設管理〕に対応した調査票

を作成し、郵送法により調査した。調査期間は、

令和２年１月下旬から令和２年２月下旬である。 

 
２．２．２ ヒアリング調査 
食品流通業（調理・提供施設）への現地視察

は、協力が得られた大手外食企業 3 社の品質保

証部門責任者を対象として実施された。 
 
２．３ フードチェーン全体の安全性向上に向

けた食品防御対策ガイドラインの改善お

よび中小事業所向け教育ツールの検討 
既存の「食品防御対策ガイドライン（食品製

造工場向け）（平成 25 年度改訂版）」、「食品防

御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）」、

「食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設

向け）」の試作版をもとに、別の分担研究「中小

事業所の食品防御に関する脆弱性の評価」およ

び「わが国の食品流通業（調理・提供施設）に

おける食品防御対策の現状調査」における事業

者への訪問・ヒアリング調査の結果を合わせて

研究を行った。 

 
２．４ 国立医薬品食品衛生研究所における人

体（血液・尿等）試料中の毒物の検査手

法の開発と標準化 
２．４．１ 対象農薬及び重金属 
有機リン系農薬は、「有機りん農薬混合標準

液」FA-1、FA-2、FA-3（いずれも FUJIFILM 
Wako 製）に含まれる計 56 成分を対象とした。

カーバメート系農薬は購入可能な 17 種につい

て検討した。重金属は、ヒ素（As）、鉛（Pb、
塩化鉛として）、亜鉛（Zn、塩化亜鉛として）、

六価クロム（Cr+6、クロム酸カリウムとして）

の４種について検討した。 
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２．４．２ 人体試料 
血液はコスモ・バイオ株式会社が販売するヒ

ト全血 A 型（個体別、品番 12081445、450 mL 
[1 バッグ]）を、国立医薬品食品衛生研究所の研

究倫理審査を受け、条件付き承認を得た後で購

入した。購入後、未開封のバッグを 4 ºC で約１

か月保管した後、約 50 mL ずつ 10 本のバイア

ルに分注し、５本を 4 ºC で、残り５本を-20 ºC

で保管した。使用直前に、冷蔵保管のものから

必要量をとり、40 ºC の水浴で加温してから実

験に用いた。 
一方、尿は、「JIS T 3214:2011 ぼうこう留置

用カテーテル」に記載の組成の人工尿を調製し

使用した。 

 
２．４．３ LC-MS/MS 装置条件 
(１)  LC 条件 
装置： Acquity UPLC H-Class（Waters 社） 
カラム： Acquity UPLC BEH C18 (1.7 μm), 
2.1 x 100 mm（Waters 社） 
温度：40 ºC 
移動相：A) 0.1% ギ酸水溶液、B) 0.1% ギ酸含

有アセトニトリル溶液 
グラジエント：0 min: 5%B, 9 min: 95%B, 12 

min: 95%B, 13 min: 5%B, 15 min: 5%B 
流速：0.3 mL/min 
注入量：1.5 μL 

 
(２)  MS/MS 条件 
装置：Xevo TQ-S micro (Waters) 
イオン化：ESI (+) 
Acquisition：MRM モード 
Capillary voltage：0.75 kV 
Source temperature：150 ºC 
Desolvation temperature：600 ºC 
Cone gas flow：50 L/hr 
Desolvation gas flow：1,000 L/hr 

Cone voltage (CV) and Collision energy 
(CE)：Quanpedia (Waters 社)に登録の条件、

又は IntelliStart (Waters 社)で最適化した条件

を使用。プリカーサーイオン及び定量イオンの

m/z は分担研究報告書（表 2, 3）参照のこと。 

 
２．４．４ LC-MS/MS 分析のための前処理方

法 
血液試料又は人工尿試料は、使用直前に40 ºC

の水浴で 10 分間加温してから用いた。血液又

は人工尿 250 µL をマイクロチューブにとり、2
倍量のメタノール（500 µL）を加えヴォルテッ

クスミキサーで 20 秒間攪拌した後、冷蔵庫（4 
ºC）で 10 分間静置した。12,000 ×g, 4 ºC で

10 分間遠心分離し、上清の一部をコスモスピン

フィルターH（ナカライテスク社製）にて限外

ろ過して得られたろ液を試料溶液として

LC-MS/MS 分析に供した。 

 
２．４．５ 検査キット 
人体試料中の有機リン系農薬検出には、「有機リ

ン系農薬検出キット」（関東化学）を用いた。重

金属検出には、「パックテスト ひ素（低濃度）

セット」（型式：SPK-As(D)）、「パックテスト 鉛
セット」（型式：SPK-Pb）、「パックテスト 亜
鉛」（型式：WAK-Zn）、「パックテスト 6 価ク

ロム」（型式：WAK-Cr6+）（いずれも株式会社

共立理化学研究所）を用いた。 

 
２．５ 国立医薬品食品研究所における人体（血

液・尿等）試料中の病原細菌の検査法の

開発と標準化 
２．５．１ 供試菌株 
供試菌株として、病原性 Y. enterocolitica O3、

O5､27、O8、O9 の４菌株、Y. pseudotuber-
culosis 1a、1b、2a、2b、2c、3、4a、4b、5a、
5b、6の11菌株、Y. intermedia、 Y. kristensenii、
Y. aldopvae 、 Y. rhodei の４菌株および

Salmonella Enteritidos 、 Salmonella 
Weltevreden の２菌株の計 21 菌株を用いた。 

 
２．５．２ 培養 
スキンミルクに-80℃で保存していた菌株を、

trypticase soy agar（TSA）(BD)に接種し、発

育した Y. enterocolitica と Y. pseudotubercu-
losis は自家製抗血清を用いて確認した。 

 
２．５．３ DNA の抽出 
供試菌株を trypticase soy broth (TSB) 

（BD）10 ml に接種し、Yersinia については

25℃で、Salmonella は 37℃で 24 時間振騰培

養した。DNA の抽出はボイル法で行い、まず
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培養液 0.5 ml を 10,000×g で 10 分間遠心し、

その沈渣沈渣に滅菌蒸留水 0.5 ml を添加して

再浮遊させ、10,000×g で 10 分間遠心した．上

清を捨てたのち、その沈渣に、滅菌蒸留水0.5 ml
を添加して再浮遊させ、100℃で 10 分間加熱し

た後、10,000×g で 10 分間遠心し、その上清を

鋳型 DNA 溶液とした。 

 
２．５．４ プライマー 
(１)  改良 Multiplex PCR 
改良した Multiplex PCR に用いる標的遺伝

子とプライマーは、分担研究報告書の表 1 に示

した。VirF は病原性 Y. enterocolitica を、ail
は病原性 Y. enterocokitica を、 inv は Y. 
pseudotuberculosis を、ならびに irp2 は病原性

Y. enterocoliticaのうちAmerican strainsとY. 
pseudotuberculosisの血清型１と 3の一部を検

出できる。 

 
(２)  Real-time Multiplex PCR 

Real-time Multiplex PCR に用いる標的遺伝

子とプライマーは分担研究報告書の表 2 に示し

た。標的遺伝子として、ail、inv および irp2 を
用いた。 

 
２．５．５ PCR 反応 
(１)  改良 Multiplex PCR 

PCR用マイクロチューブに鋳型DNA溶液を

5.0 µℓ、 Taq GoTaq® DNA Polymerase set 
(Promega)を 7.625 µℓ、４種の標的遺伝子に対

する 50 µM プライマー (Forward と Reverse)
をそれぞれ 0.5 µℓ、 および UltraPure™ Dis-
tiller Water(Life Technologies)を8.375 µℓ加え、 
計 25 µℓの反応液を作製し、T100™ Thermal 
Cycler(Bio-rad)を用いて行った。PCR 条件は、

反応温度と反応時間を変えて、すべての標的遺

伝子が検出できる最適な条件を探索した。PCR
の遺伝子産物については、 1.5%アガロースゲ

ルを用いて、Mupid®-α（アドバンス）で 50V、 
40 分間程度の電気泳動を行った。泳動終了後、

ゲルをエチジウムブロマイド溶液で染色し、バ

ンドを確認した。また、最適な条件が設定でき

た後は、抽出した DNA を希釈し、改良 PCR 法

で検出できる検出限界を求めた。 

 

(２)  Real-time Muiltplex PCR 
PCR 用のマイクロチューブに、供試菌株から

抽出し滅菌精製水を用いて 100 ng/ µℓに調整し

た鋳型 DNA 溶液を 2.0 µℓ、TB Green Premix 
Ex TaqⅡ（タカラバイオ(株), 滋賀）を 10 µℓ、
10 µM プライマー（Forward と Reverse）を

それぞれ0.8 µℓずつおよび滅菌水6.4 µℓを加え、

計 20 µℓの反応液とした。陰性コントロールと

しては、鋳型DNAの代わりに滅菌精製水2.0 µℓ
を加えたものを用いた。発色基質としては、サ

イバーグリーンを用いた。Real-time PCR 反応

には，MiniOpticon™ (Bio-rad) を使用した。

Real-time PCR の反応条件としては、反応温度

と反応時間を変えて、すべての標的遺伝子が検

出できる最適な条件を探索した。 

 
２．６ 地方自治体試験施設における人体

（血液・尿等）試料中の有害物質の検

査法の開発と標準化～試料の取扱い

の標準化～ 
過年度研究（「行政機関や食品企業における

食品防御の具体的な対策に関する研究」（研究代

表者：今村知明））において検討した、川崎市健

康安全研究所内における人体試料及び人体試料

含有液（以下、人体試料等）の理化学試験にお

ける取扱方法を参考に、異なる設備や体制環境

下の全国の地衛研においても実施されるべき対

応について基本事項として整理し、ガイドライ

ンとしてまとめた。 

 
２．７ 海外（主に米国）における食品防御政策

の動向調査 
米国については、FDA（Food and Drug 

Administration ）、 USDA （ United States 
De-partment of Agriculture）のウェブサイト

等の公表情報や研究班会議において収集された

関連情報に基づき、令和元年度に講じられた主

な食品テロ対策の最新情報を抽出し、その概要

をとりまとめた。 

 
 
C．研究成果 
本年度研究によって以下の成果を得た。詳細

については、それぞれの分担研究報告書を参照

されたい。 
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１．中小事業所の食品防御に関する脆弱性の

評価 
現地訪問を行った物流倉庫における意図的

な食品汚染に関する脆弱性や、脆弱性への対処

等について、以下のような点を把握した。 

 
・ 冷蔵庫内について、食肉などの輸入食材は、

長距離の流通過程で段ボールが擦り切れ

たり、崩れたりしていた。特に段ボールの

角の部分の穴、隙間、開閉部の破れが顕著

であった。 
・ 薬剤の管理について、「あるべき保管状態」

を写した写真が大きく引き伸ばされた状

態で壁に貼りだされており、保管状態と模

範状態に違いがあった場合、従業員がすぐ

気づくことができる工夫がされていた。 
・ 入退室管理は、個人の交通系 IC カードと

連携しており、階段の通行もその IC カー

ドが必要であった。 
・ 倉庫内の一部をテナントとして外部の業

者の貸し出しているケースがあった。 
・ 物流以外の業者、すなわちお弁当販売の業

者や修理業者などについても、持ち込むも

の（工具等）全てを写真に撮り、帰る時も

チェックが行われていた。 
・ 記録作業が多いため、現場の負荷が高そう

であった。巡回で見るポイントも、とても

多くなっている。 
・ 飲料について、特に夏季等において体調不

良になる可能性を指摘され、糖分を含まな

いものであれば、休憩フロアに置いておく

ことは良いという基準に緩和したとのこ

とであった。 
・ 倉庫内にラボがあり、ポジコンも保有して

いるようであった。 
・ 野菜などを一度開封し、引き込み外注のベ

トナム人実習生が乱切りなど簡単な加工

を行って、詰め直すという工程が存在する

ケースがあった。調査時にご対応頂いた担

当者によれば、言葉が通じないこれら作業

者の方々とは十分なコミュニケーション

がとれていないとのことであり、加えて、

空のペットボトルも放置されており、“開

放系”“私物持ち込み容易”“コミュニケー

ション不十分”という３点が揃い、この工

程は脆弱性が非常に高いと考えられた。 

 
２．わが国の食品流通業（調理・提供施設）に

おける食品防御対策の現状調査 
アンケート調査は対象企業 390 社のうち、38

社より回答を得た（回収率 9.7％）。これらにつ

いて組織マネジメント、人的要素（従業員等）、

人的要素（部外者）、施設管理、入出荷等の管理、

の観点から結果を取りまとめた。 
ヒアリング調査に関しては、令和元年 12 月

から令和２年２月にかけて東京都、神奈川県に

ある大手外食企業３社の品質保証部門責任者を

訪問し、実施した。対象企業の主な業態は、フ

ァストフード２社、ファミリーレストラン１社

であったが、食品製造工場やセントラルキッチ

ンと店舗における相違点として、フロアと厨房

の業務を掛け持ちしている従業員が多く移動範

囲を明確化することや、外部者用に駐車エリア

を設けることは困難であるなどの共通点が明ら

かとなった。 

 
３．フードチェーン全体の安全性向上に向け

た食品防御対策ガイドラインの改善およ

び中小事業所向け教育ツールの検討 
別の分担研究「中小事業所の食品防御に関す

る脆弱性の評価」および「わが国の食品流通業

（調理・提供施設）における食品防御対策の現

状調査」における事業者への訪問・ヒアリング

調査の結果をもとに、「食品防御対策ガイドラ

イン（食品製造工場向け）」、「食品防御対策ガ

イドライン（運搬・保管施設向け）（令和元年

度版）（案）」、「食品防御対策ガイドライン（調

理・提供施設向け）（令和元年度版）（案）」の

改善・作成を行った。 

結果は分担研究報告書の別紙１，２に示す。 

 
４．国立医薬品食品衛生研究所における人体

（血液・尿等）試料中の毒物の検査手法の

開発と標準化 
LC-MS/MS による人体（血液・尿等）試料中

の有機リン系農薬及びカーバメート系農薬の分

析法を検討した。詳細は分担研究報告書を参照

されたい。 
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５．国立医薬品食品衛生研究所における人体

（血液・尿等）試料中の病原細菌の検査法

の開発と標準化 
病原性 Y. enterocolitica の強毒な American 

strains と European strains お よ び Y. 
pseudotuberuculosis を識別できる、より高感

度な Multiplex PCR 法ならびにインターカレ

ーター法によるReal-time Multiplex PCR法の

開発を試みた。詳細は分担研究報告書を参照さ

れたい。 

 
６．地方自治体試験施設における人体（血液・

尿等）試料中の有害物質の検査法の開発と

標準化～試料の取扱いの標準化～ 
各地衛研向けに、「感染性物質を含有する可

能性のある人体試料等の理化学試験に関するガ

イドライン」を作成した。ガイドラインに含ま

れる基本は以下の５項目である。 

 
1. 感染性試料として管理する人体試料及び人

体試料含有液の設定 
2. 人体試料及び人体試料含有液の取扱方法の

設定 
3. 担当者等の選定及び教育・健康管理の実施 
4. 実施状況の管理、記録及び保管 
5. 曝露事故が起きた際の対応の設定 

 
７．海外（主に米国）における食品防御政策の

動向調査 
米国の食品安全強化法（FSMA）に関する「食

品への意図的な混入に対する緩和戦略」ガイダ

ンス（産業界向け）について、修正版が公表さ

れた。 
主な修正の内容として、①「食品への意図的

な混入に対する緩和戦略」ガイダンス（産業界

向け）の修正版が公表されたこと、②教育プロ

グラムの改善（教育プログラムの一部を FDA
のe-learningから外部大学のリカレント教育プ

ログラムに移行）の２点を把握することができ

た。修正内容の詳細は分担研究報告書を参照さ

れたい。 

 
 
D．考察 
中小事業所の食品防御に関する脆弱性の評

価については、食品を取り扱う２箇所の物流倉

庫（一方の倉庫はアクリフーズ事件を契機に親

会社からの指示のもと食品防御に既に取り組ん

でおり、もう一方の倉庫はまだ食品防御に取り

組んでいない）を訪問し、食品防御の観点から

みた脆弱性に関する情報を収集・整理した。 
その結果、今後の各種ガイドライン作成に反

映できる可能性のある内容として、以下のよう

な項目が考えられた。 

 
① 段ボールの角の部分の穴、隙間、開閉部の

破れ等について、異物混入の形跡がないか

どうかの確認。 
② 定位置定数管理が必要な場所において、

「あるべき管理状態」の写真の掲出。（具

体的な対策案として） 
③ 通勤に用いる交通系 IC カードと連携した

入退室管理。 
④ 施設を共有する外部業者（テナント貸し出

し先等）や引き込み外注業者との食品防御

対策の連携。 
⑤ 外部業者（お弁当販売や修理業者等）の持

ち込品検査について、来訪時に荷物を全て

写真に撮り、帰る際に突合のチェックを行

うという対策方法。（具体的な対策案とし

て） 
⑥ 飲料の施設内持ち込みと食品防御の両立。 

 
わが国の食品流通業（調理・提供施設）にお

ける食品防御対策の現状調査については、アン

ケート調査の結果から食品防御対策は、大手企

業が中小企業より先行している傾向が認められ

た。また、フードディフェンスに取り組んでい

ない企業が 22 社であり全体の 57.9％を占めて

いた。特に店舗においては私物の持込みや給水

施設の管理、施錠の管理が不十分な傾向が見ら

れ、今後の改善が期待される。 
本調査と平成 29 年度の食品製造業（食品製

造工場）および、平成 30 年度の食品流通業（運

搬・保管施設）において実施されたアンケート

調査の結果を比較したところ、フードディフェ

ンス全体の達成度は、食品製造業が 6.3 点であ

ったのに対し、食品流通業（運搬・保管施設）

では 4.6 点、食品流通業（調理・提供施設）で

も 4.7 点と低くなっており、人的要素（従業員
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等）を除いて殆どの分野において取り組みが十

分ではないことが示された。 
なお、留意点として回収率が低かったことが

挙げられるため、次年度の調査では回収率を高

める工夫を行う。 

 
フードチェーン全体の安全性向上に向けた

食品防御対策ガイドラインの改善および中小

事業所向け教育ツールの検討については、現場

における操業状況や就業環境を、実際に現場に

行って確認することが極めて重要である。その

ため今年度も、中小規模事業者の現場訪問を想

定していたが、検討会内部で年間を通じて調整

を行ったものの、調査協力先が見つからず、調

整不調に終わった。検討会内部で相談した結果、

今年度は大規模物流倉庫２か所の調査を行うな

どし、「食品製造工場向け」、「運搬・保管施設向

け」、「調理・提供施設向け」（それぞれ大規模施

設）の食品防御対策ガイドライン（案）の改善

検討を行ったが、次年度は、中小規模の事業所

への訪問もしくは調査を通じて分析を行い、本

研究のタイトルでもある中小規模向けの食品防

御対策を検討する必要がある。なお、新型コロ

ナウイルス流行の収束状況次第では、現地訪問

に代わる調査手段を検討しなければならないと

考えている。 

 
国立医薬品食品衛生研究所における人体（血

液・尿等）試料中の毒物の検査手法の開発と標

準化については以下のとおりである。 
・ LC-MS/MS による有機リン系農薬及びカ

ーバメート系農薬の分析： 本法により人

体試料から多くの農薬を検出可能となっ

たが、回収率の低い農薬もあった。回収率

が低下した原因として、アルブミン等血漿

中タンパクへの吸着等相互作用の可能性

が考えられる。血漿中タンパクの量は生活

習慣や既往歴により個人差が大きく、また

食品テロ発生直前に喫食したものによっ

ては、血糖値や中性脂肪量も大きく変動し、

抽出効率、回収率に影響を及ぼす可能性が

高い。本研究で用いた血液試料は市販の全

血試料 1 種類のみであり、添加回収試験は

1 日、1 機関でのデータのみである。今後、

由来の異なる血液試料についても添加回

収試験を実施しデータを収集し、必要に応

じて抽出法の改良を検討する。 
・ 有機リン系農薬の簡易検出キットによる

分析： 本キットで検出感度 1 ppm と保証

されている農薬については、血液試料及び

尿試料から検出可能と考えられる。ただし、

本キットで検出感度が明記されていない

有機リン系農薬の検出感度の確認は必要

である。また、より高感度の検出が可能と

なるよう、抽出法または呈色方法の改良検

討は必要と考えられる。 
・ 水質検査用パックテストによる重金属の

分析： ヒ素、鉛、亜鉛、六価クロムの４

種についてパックテストを用いた測定方

法を検討した。人工尿試料についてはヒ素、

鉛、亜鉛が検出可能であったが、六価クロ

ムは検出不可であった。また、ヒト全血で

は、４種すべて検出不可であった。クロム

については、六価クロムを摂取しても体内

または人体試料中で即座に三価に変換さ

れる可能性が高い。本研究では六価クロム

検出用パックテストを検討したが、総クロ

ム検出用パックテストについても検討す

る必要がある。使用するパックテストによ

って、手順の煩雑さや溶媒耐性等が異なる

ため、操作手順の確認は十分に行う必要が

ある。また、検水中の共存物質の影響を受

けることが注記されており、人体試料には

リン酸イオンやアンモニウムイオン等各

種イオンをはじめ、金属やタンパクが多数

含まれている。血液試料へのパックテスト

の適用は困難であるが、尿試料は前処理方

法を最適化することで、より高感度な検出

の実現可能性がある。加えて、農薬と同様、

パックテストと ICP-MS 等の高精度の分

析法を組み合わせることが重要であると

も考えられる。 

 
国立医薬品食品研究所における人体（血液・

尿等）試料中の病原細菌の検査法の開発と標準

化については、昨年度、日本で問題となってい

る病原性 Yersinia である病原性 Y. entero-
colitica と Y. pseudotuberculosis、特に病原性

Y. enterocolitica に関しては、血清型 O8 を含む

強毒性American strainsと弱毒性のEuropean 
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strains を識別して検出できる Multiplex PCR
の開発を試みた。その結果、これらの３菌種・

グループを識別して分離・同定することが可能

であったが、ail と inv のバンドの大きさが近か

ったため、より明確に識別できるプライマーを

選んで、最適な Multiplex PCR の確立を試み

た。その結果、改良した Multiplex PCR では、

昨年度のものより、より明確に 3 菌種・グルー

プを識別し同定できた。また、検出感度もおお

むね 101～103 CFU/tube で高かった。これら

のことから、今回改良した Multiplex PCR 法は、

病原性 Y. enterocolitica 血清型 O8 が広く侵淫

し、また、Y. pseudotuberculosis も散発してい

る我が国においては、実用的で有用な診断ツー

ルになり得ると思われる。 
本研究では、さらに病原性 Yersinia のより迅

速な検出・同定を目指して、インターカレータ

法によるReal-time Multiplex PCR法を用いた

迅速検出法の開発を試みた。標的遺伝子として、

ail、inv および irp2 を標的とした。その結果、

３つの標的遺伝子の Tm 値は異なっており、今

回開発したReal-time Multiplex PCR法により、

３つの菌種・グループを迅速に識別することが

可能であった。改良 Multiplex PCR に比べ、

Real-time Multiplex PCR 法は、２時間以内で

迅速に診断が可能であるので、病原性 Yersinia
検出の有用なツールになり得ると思われる。現

在、さらに TaqMan 法による Real-time Mul-
tiplex PCR 法も開発中であり、さらに IMS に

よる Y. enterocolitica ならびに Y. pseudotu-
berculosisの主要な血清型に対するIMS法の開

発も進めている。 
分担研究報告書の図４は、血液・糞便や食品

検体から、病原性 Yersinia を迅速に分離するた

めに作成したプロトコールである。検体を

25-32℃で 12 時間増菌後、Multiplex または

Multiplex Real-time PCR で、病原性 Y. en-
terocolitica または Y. pseudotuberculosis の保

有する病原遺伝子を検出し、陽性になった検体

について、さらに増菌培地を、１．直接選択培

地に塗抹、２．代表的な病原性 Y. enterocolitica
または Y. pseudotuberculosis の血清型に対す

る抗体を用いた IMS で処理後、選択培地に塗抹

し、標的とする病原体の分離・同定を行う。本

プロトコールにより、病原性 Yersnia 病原遺伝

子検出ではおおむね１日、菌の分離まで３日程

度で終了できる。昨年度ならびに今年度の研究

で、このプロトコールのうち、Multiplex また

はMultiplex Real-time PCRでの迅速検出法を

確立し、また、IMS についても一部方法を確立

できた。 
最終年度は、次のステップとして、このプロ

トコールに従って、開発した遺伝子ならびに免

疫学的診断法を用いて、血液などの臨床検体へ

の応用を試みる予定である。 

 
地方自治体試験施設における人体（血液・尿

等）試料中の有害物質の検査法の開発と標準化

～試料の取扱いの標準化～については、過年度

研究（「食品防御の具体的な対策の確立と実行検

証に関する研究」（研究代表者：今村知明））に

おいて実施した全国の地衛研へのアンケート調

査結果により、地衛研の理化学検査部門におい

て、人体試料の検査受け入れに対する問題点は、

大きく 2 点が挙げられることが判明した。感染

性試料としての取扱いを要する可能性と、食品

試料や環境試料に対するものとは異なる成分組

成や標準品（代謝物を含む）の入手の必要性に

ついてである。後者は、検査目的物質のヒト体

内挙動や検査方法の調査及び検討を要する点で

早期対応が困難となっており、本研究の分担研

究課題「国立医薬品食品衛生研究所における人

体（血液・尿等）試料中の毒物の検査手法の開

発と標準化」において検討が進められている。

本研究では前者について注目した。 
地衛研では、微生物検査部門においては病原

体等を含む人体試料を取扱うための設備及び教

育体制が整っている一方、理化学検査部門にお

いては病原体を取扱わないため、感染性物質を

含有する可能性のある検体の検査依頼を想定し

ていない。また、微生物検査部門と理化学検査

部門は、一般的に試験エリアも検査担当教育も

全く別で実施されており、理化学検査部門にお

いて感染性試料の取扱いに関する教育はほとん

ど実施されていない。しかし、オリンピック・

パラリンピック東京大会等を控え、食品テロ等

の健康危機管理事象発生時の原因究明検査に備

え、各地衛研において人体試料の理化学試験の

検査依頼を想定する必要がある。その際、感染

性試料による曝露事故等の未然防止を図った対
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応ができるよう、あらかじめ対応について検討

する必要がある。そこで、本研究では人体試料

の理化学部門における取扱手法について検討し

た。 
全国の地衛研における試料の取扱いを標準

化する方法として、具体的な取扱手法を規定す

る方法もあるが、各地衛研において設備や取り

扱う検体内容、使用機器等が異なるため、一律

な対応を検討するのは困難である。そのため、

過年度研究で一地衛研モデルとして川崎市健康

安全研究所における対応を検討し要綱等で規定

した主な内容を基本事項とし、その基本事項に

基づいて各地衛研で対応を検討し規定等とする

ことを推奨するガイドラインを作成することと

した。 
本ガイドラインは、特に人体試料に着目して

作成したが、他にも検体の取扱いに注意すべき

状況が考えられる。例えば、近年検討されてい

る病原体産生物質（エンテロトキシン等）を理

化学検査機器により分析する場合や、健康危機

管理事象発生時の原因究明検査のために正体不

明の物質を分析する場合などである。このよう

な場合においても、本ガイドラインに沿って各

地衛研が検討した対応を軸として、それぞれの

検体の取扱方法に応用できるものと考えられる。

本ガイドラインが、全国の地衛研における健康

危機管理事象への早期対応及び安全な試験検査

の実施の一助となることを期待するとともに、

今後の知見及び各地衛研での状況等を踏まえて、

適宜見直していきたい。 

 
海外（主に米国）における食品防御政策の動

向調査については、米国 FDA が令和元年度に

講じた主な食品テロ対策のうち、特筆すべき事

項として、2011 年１月に成立した食品安全強化

法（FSMA）に関する「食品への意図的な混入

に対する緩和戦略」ガイダンス（全産業向け）

の改訂が挙げられた。 
具体的には、脆弱性評価の具体的な手順が記

載されたことと、従業員への教育・訓練の必要

性／標準化されたカリキュラム受講の推奨など

について記載が追加された点を確認した。 
前者については、これまで FDA より

「CARVER＋Shock Method」として紹介され

ていたもののうち、評価結果全体からみて支配

的である３つの評価項目（ Criticality ，

Accecibility，Vulnerability）のみを切り出した

ものと考えられる。以前から CARVER＋Shock 
Method においては、工程別の Recuperability
（回復可能性）および Effect（生産に与える影

響）の違いが評価しにくい（一つの工程が攻撃

されれば工場のシステム全体が影響を受け、生

産全体が止まってしまうことは明らかなため）

という難しさがあったため、この簡便化は歓迎

すべきことと考えられる。 
後者については、FDA だけで全ての教育プロ

グラムを準備・提供するのではなく、官民連携

のもと、大学においても一部の教育プログラム

が提供され始めている点が特徴的である。 

 
 

E．結論 
中小事業所の食品防御に関する脆弱性の評

価については、食品を取り扱う２箇所の物流倉

庫を訪問し、食品防御の観点からみた脆弱性に

関する情報を収集・整理した。 
その結果、今後の各種ガイドライン作成に反

映できる可能性のあるポイント６点を抽出でき

た。今後研究班の中で議論を重ね、ガイドライ

ンへの反映を検討していく。 

 
わが国の食品流通業（調理・提供施設）にお

ける食品防御対策の現状調査については、食品

防御対策の取り組みが進んでいない食品流通業

（運搬・保管施設）の大手・中小企業に対し、

今後より一層の普及・啓発が求められる。 

 
フードチェーン全体の安全性向上に向けた

食品防御対策ガイドラインの改善および中小

事業所向け教育ツールの検討について、「食品

防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（令

和元年度改訂版）」、「食品防御対策ガイドライン

（運搬・保管施設向け）（令和元年度版）」、「食

品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）

（令和元年度版）」については、検討結果を分担

研究報告書の別紙１，２に示す。 
今後、これらの大規模施設を念頭に置いた検

討結果を用いて、実行性の高い対策を抽出し、

中小規模向けのガイドラインの検討を進める予

定である。 
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国立医薬品食品衛生研究所における人体（血

液・尿等）試料中の毒物の検査手法の開発と標

準化については、LC-MS/MS による人体（血

液・尿等）試料中の有機リン系農薬及びカーバ

メート系農薬の分析法を検討した。農薬各 50 
ng/mL 添加の血液試料からは有機リン系農薬

47 成分、カーバメート系農薬 16 成分を、農薬

各 50 ng/mL 添加の人工尿試料からは有機リン

系農薬 46 成分、カーバメート系農薬 17 成分を

検出できる分析法を確立した。 
「有機リン系農薬検出キット」の人体試料へ

の適用可否を検討した。人工尿試料は添付のマ

ニュアルの通り、血液試料は LC-MS/MS 分析

用の前処理により、検出感度 1 ppm または 10 
ppm とされている有機リン系農薬を検出でき

る可能性が高いことを明らかにした。 
水質検査用パックテスト各種セットのうち、

ヒ素、鉛、亜鉛、六価クロムについて人体試料

への適用可否を検討した。人工尿試料について

は、ヒ素、鉛、亜鉛が検出可能であったが、六

価クロムでは検出不可であった。また、ヒト全

血では、４種すべてでパックテストによる検出

は不可であった。 

 
国立医薬品食品研究所における人体（血液・

尿等）試料中の病原細菌の検査法の開発と標準

化については、病原性 Y. enterocolitica の強毒

なAmerican strains とEuropean strainsおよ

び Y. pseudotuberuculosis を識別できる、より

高感度な Multiplex PCR 法ならびにインター

カレータ―法による Real-time Multiplex PCR
法の開発を試みた。標的遺伝子として、ail、inv、
irp2 および virF の４種を選び、これらの遺伝

子を同時に検出できる PCR 条件を探索し、そ

の条件で病原性 Yersinia の識別が可能かを検

討した。その結果、改良した Multiplex PCR 法

ならびに Real-time Multiplex PCR 法で、Y. 
pseudotuberculosis と病原性 Y. enterocolitica
の American strains ならびに European 
strains を識別することが可能であった。 

 
地方自治体試験施設における人体（血液・尿

等）試料中の有害物質の検査法の開発と標準化

～試料の取扱いの標準化～については、健康危

機管理事例への早期対応及び安全な試験実施の

ため、地衛研の理化学検査担当における人体試

料の取扱いについて参考となるべく、「感染性物

質を含有する可能性のある人体試料等の理化学

試験に関するガイドライン」を作成し、公表し

た。 

 
海外（主に米国）における食品防御政策の動

向調査については、米国において令和元年度に

講じられた主な食品テロ対策の最新情報を把握

した。具体的には、2011 年１月に成立した食品

安全強化法（FSMA）に関して、FDA が「食品

への意図的な混入に対する緩和戦略」ガイダン

ス（全産業向け）の改訂を行った（2019 年３月）

点に着目し、この改訂内容を中心に整理を行っ

た。 

 
F．研究発表 
１．論文発表 
1) 田口貴章、山下涼香、成島純平、岸美紀、

赤星千絵、岡部信彦、穐山浩．食品テロ対策

のための LC-MS/MS による血液・尿等人体

試料中の有機リン系農薬の一斉分析法の検

討．日本食品化学学会誌、印刷中（2020 年 3
月 26 日受理）． 

 
２．学会発表 
1) 田口貴章、成島純平、穐山浩．食品テロ

対策のための人体試料(血液・尿等)中の有機

リン系農薬の定量評価法検討．日本薬学会レ

ギュラトリーサイエンス部会 第 5 回次世代

を担う若手のためのレギュラトリーサイエ

ンスフォーラム（東京）2019 年 9 月 14 日． 

 
2) 田口貴章、山下涼香、岸美紀、赤星千絵、

岡部信彦、穐山浩．食品テロ対策のための人

体試料(血液・尿等)中のカルバメート系農薬

の分析法検討．日本食品衛生学会 第 115 回

食品衛生学会学術講演会（東京）2019 年 10
月 4 日． 

 
3) 田口貴章、山下涼香、岸美紀、赤星千絵、

岡部信彦、穐山浩．食品テロ対策のための人

体試料(血液・尿等)中の有機リン系農薬の分

析法検討．全国衛生化学技術協議会（広島）
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2019 年 12 月 4 日． 

  
4) Bui Thi Hien、池内隼佑、工藤由起子、

林谷秀樹、病原性 Yersinia の  Multiplex 
PCR による迅速検出法の開発。第 40 回 日

本食品微生物学会学術集会、東京、2020 年

11 月. 

 
5) 井手尾百紀奈、加藤礼識、神奈川芳行、

赤羽学、今村知明．過去の意図的な異物混入

事件から見える食品防御対策の必要性につ

いての検討．第 78 回日本公衆衛生学会抄録

集. p566（2019.10）．高知 

 
6) 髙畑能久、神奈川芳行、赤羽学、今村知

明．わが国の食品流通業（運搬・保管施設）

における食品防御対策の現状調査．第 78 回

日本公衆衛生学会抄録集. p566（2019.10）．
高知 

 
7) 神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、髙畑能

久、吉田知太郎、今村知明．大規模イベント

に向けた食品防御対策ガイドラインの試作

と改善について．第 78 回日本公衆衛生学会

抄録集. p566（2019.10）．高知 

 
8) 加藤礼識、神奈川芳行、赤羽学、今村知

明．大規模イベントに向けた食品防御対策学

習ツールの開発と今後の課題．第 78 回日本

公衆衛生学会抄録集. p566（2019.10）．高知 

 
 
G．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 

 
２．実用新案登録 
なし 

 
３．その他 
なし
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」 

分担研究報告書（令和元年度） 

 
中小事業所の食品防御に関する脆弱性の評価 

 
研究分担者  鬼武  一夫（日本生活協同組合連合会  品質保証本部  総合品質保証担当）  

研究分担者 鶴身 和彦（公益社団法人 日本食品衛生協会 公益事業部長） 

研究分担者 神奈川 芳行（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 非常勤講師） 

研究分担者 高谷 幸（公益社団法人 日本食品衛生協会 技術参与） 

 

研究要旨  

近年、食品への意図的な毒物混入事件が頻発したことも相まって、特に大規模食品事

業者（食品工場等）では食品防御への対応が進んできた。一方、サプライチェーンの大

部分を占める小規模食品事業者（飲食店を含む）では、参考となる食品防御ガイドライ

ンが存在せず、十分な対応が行われているとは言えない。そこで本分担研究では、大規

模食品事業者ではなく、飲食店を含む中小規模食品事業者に関する、食品への意図的な

毒物混入を防御するための方策について研究することとしている。 

ただし、今年度においては、年間を通じて調整を行ったものの、調査協力先を見つけ

ることができなかった。検討会内で相談した結果、今年度調整ができた「大規模の物流

倉庫」２か所を訪問することとし、一般的な物流倉庫の脆弱性の把握を行った。 

 
A．研究目的 
食品テロによる被害から国民を守る視点は、

テロの未然防止と円滑な事件処理である。しか

し、食品テロの被害はフードチェーンに沿って

広域に拡大、散発的に発生するため、原因の特

定が困難である。このため、フードチェーンを

構成する食品工場から流通施設、食事提供施設

に至るまで、上流から下流まで全ての段階にお

ける食品防御対策が必要不可欠である。 
このような観点から、今村はこれまで、「食品

防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証

に関する研究」、「行政機関や食品企業における

食品防御の具体的な対策に関する研究」等の研

究代表者として、食品工場等への訪問調査を行

い、食品防御対策のためのチェックリストやガ

イドライン（大規模食品工場、流通施設向け）

の作成を行ってきた。また独自に構築したイン

ターネットアンケートシステムを活用して、食

品テロの早期察知に資する食品の市販後調査

（PMM）の実行可能性を検証してきた。 

以上の状況の中、近年食品への意図的な毒物

混入事件が頻発したことも相まって、特に大規

模食品事業者（食品工場等）では食品防御への

対応が進んできた。一方、サプライチェーンの

大部分を占める小規模食品事業者（飲食店を含

む）では、参考となる食品防御ガイドラインが

存在せず、十分な対応が行われているとは言え

ない。そこで本研究では、大規模食品事業者だ

けではなく、飲食店を含む小規模食品事業者に

おいても、食品への意図的な毒物混入を防御す

るための方策について研究する。 
ただし、今年度においては、年間を通じて調

整を行ったものの、調査協力先を見つけること

ができなかった。検討会内で相談した結果、今

年度調整ができた「大規模の物流倉庫」２か所

を訪問することとし、一般的な物流倉庫のワー

クフローや、それらにおける脆弱性の把握を行

った。 

 
B．研究方法 
食品を取り扱う２箇所の物流倉庫を訪問し、
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食品防御の観点からみた脆弱性に関する情報を

収集・整理した。 

 
◆倫理面への配慮 
本研究で得られた成果は全て厚生労働省に報

告をしているが、一部意図的な食品汚染実行の

企てに悪用される恐れのある情報・知識につい

ては、本報告書には記載せず、非公開としてい

る。 

 
C．研究成果 
１．食品を取り扱う物流倉庫（冷蔵）における

意図的な食品汚染に関する脆弱性 
１．１ 事業所の概要 
訪問した事業所の概要を以下に示す。 
従業員数 40 名（事務所 10 名、現場は 30 名） 
竣工 2014 年 
営業時間 ８時 30 分～17 時（ただし外部業者が

一部テナントとして入っており、これ

は 24 時間 356 日稼働している。） 
能力 17,400 パレット収容、27,000 トンの業

務用冷凍食品を取り扱う。 
温度帯 冷蔵 
食品防御

の取組 
あり（親会社からの指示による） 

 
１．２ 物流倉庫のワークフロー 
物流倉庫の大まかなはワークフローは、①外

部からの入庫、②荷捌き、③荷物の倉庫内移動・

保管、④配送スケジュールに応じたピッキング、

⑤荷捌き、⑥出庫である。 
本調査協力先も同様であり、荷物については

建物の３階～５階に保管（③）されていた。 

 
１．３ 脆弱性に関する情報の収集 
１．３．１ 制服の管理について 
倉庫での作業にはポケットが不可欠とのこと

であり、制服からポケットを廃することは考え

られないとのことであった。水際でのボディチ

ェックが重要であると考えられる。 

 
１．３．２ 冷蔵倉庫内のフードディフェンス

について 
食肉などの輸入食材は、長距離の流通過程で

段ボールが擦り切れたり、崩れたりしていた。

特に段ボールの角の部分の穴、隙間、開閉部の

破れが顕著であった。税関による抜き取り作業

対応があることもあり従業員の目が行き届きや

すいこと、また-28℃という、冷静に犯行を行う

には過酷過ぎる環境であることなどを差し引い

ても、冷凍倉庫内の監視は、可能な範囲で現状

より強化することが望ましいと考えられた。 

 
１．３．３ 薬剤の管理について 
薬剤管理庫のみならず、シャワー室の石鹸、

洗濯室の洗剤、食堂にあるキッチンの洗剤につ

いても定位置定数管理が実践されていた。特に、

それら全てにおいて、「あるべき保管状態」を写

した写真が大きく引き伸ばされた状態で壁に貼

りだされており、保管状態と模範状態に違いが

あった場合、従業員がすぐ気づくことができる

工夫がされていた。非常に分かりやすく、簡単

な対策であるため、他の施設にも共有できる好

事例であった。一方で、サッカーボールなど業

務とは無関係のものも保管されていた。 

 
１．４ 事業者ヒアリングの概要 
食品を取り扱う物流倉庫における食品防御の

実施に関して、調査協力先事業者との意見交換

を実施した。概要は以下のとおりである。特に

断りのない限り、調査協力先事業者からの発言

の要旨である。 

 
・ 完全ペーパーレス化を目指し、タブレット

を使って出庫チェックを行っている。これ

は他社と比べてもかなりの特色である。 
・ 食品防御については、私物を持ち込まない、

外部からの侵入者を防ぐ、健康・薬剤の管

理、倉庫内飲食物禁止等、「性弱説」等の点

を重視している。監視カメラも、当初はネ

ガティブなイメージがあったが、従業員を

守る、声掛けに活用するなど、ポジティブ

な活用を心掛けている。 
・ 倉庫に入る前に、私物管理のロッカーがあ

り、鍵を用いて各自管理してもらう。冷蔵

庫もあり、飲み物等の保冷も可能である。

外国人でも理解できるよう、写真の見本を

掲示している。ロッカーに入れてあるもの

は一ヶ月に１回確認している。 
・ 受付には監視カメラがあり、全ての者はこ

こを通らなければ倉庫内に立ち入れない。

入退室管理は、個人の交通系 IC カードと
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連携しており、階段の通行もその IC カー

ドが必要である。全ての部屋は施錠してあ

り、IC カードを使ってセキュリティを解除

する必要がある。これらのログは全て記録

される。 
・ 倉庫内の一部をテナントとして貸し出し

ている外部業者 A 社は、365 日 24 時間営

業の会社である。調査協力先事業者の業務

が終わると、二重シャッターをおろし、A
社のスペースと行き来できないようにす

るほか、日中もシートシャッターを閉める

ようにしている。調査協力先事業者側から

しか開けられないような仕組みにしてい

る。 
・ 階段室の扉にも、持込可能なものを写真で

掲示している。 
・ 薬剤倉庫の鍵は所長と次長のみが保管し

ている。定位置定数管理を行うため、薬剤

倉庫内に、あるべき保管状態を写真で掲示

している。また、シャワー室の洗剤等も同

様に管理している。シャワー室の状況は１

日２回チェックを行っている。業務作業着

は、持ち帰らずシャワー室横の洗濯機で洗

濯している。定位置定数管理については、

巡回者（管理職）が行い、紛失等があれば

報告を行う。管理職は３名である。 
・ 朝会での目視の他、倉庫内の巡回は午前と

午後に一日二回行い、抜き打ちでランダム

に持ち物チェック等を行っている。業務作

業着にはポケットがついている。ペーパー

レスを目指しているが、完全に紙を無くせ

るわけではなく、ボールペン等はどうして

も必要となる。このため、ポケットは無く

せない。軍手も必須である。 
・ フォークリフトには全てドライブレコー

ダーが設置されている。作業状況の確認や、

何かあったときの検証に活用している。こ

れは何かあった場合に従業員を守るもの

になる。 
・ 従業員の不満の抽出については、年に１回、

快適職場調査を実施している。管理職と従

業員とで両者に差がないかをチェックし、

残業時間が多いのであれば平均化するな

どの対応を行っている。また、バーベキュ

ー等の家族会を行い、そこで出てくる意見

も管理職が聞くようにしている。アンケー

トは管理職が確認するが、結果は全員と共

有する。管理職と従業員のお互いが働きや

すい環境を作ることが必要であり、調査の

結果を分析し、改善し、職場にフィードバ

ックするようにしている。また、年二回の

個人面談も行っている。子会社も、請負と

いう形で現場に存在するため、職場アンケ

ート、家族会はそれらのメンバーも含めて

いる。 
・ 海外から来た荷物で箱が空いてしまって

いるものは、公的機関が抜き取り検査をし

ているのであり、当社は検査しているのを

見ているだけである。抜き取り検査は必ず

１階の特定の場所で行っている。倉庫側は

荷物をお預かりしているのであり、倉庫側

の従業員が箱を開けることはない。あまり

にもむき出しの箱には蓋をすることもあ

る。 
・ 破れや氷濡れ等、輸入貨物の潰れは必ず税

関に報告し、写真を撮って顧客に報告する

必要がある。これらについて、外貨品は受

け取らないという選択肢がない。ちなみに

内貨品は、顧客個別の判断による。 
・ 物流以外の業者、すなわちお弁当販売の業

者や修理業者などについても、持ち込むも

の（工具等）全てを写真に撮り、帰る時も

チェックを行っている。 
・ 食品防御対応は、親会社から強制的に対応

を求められたものである。倉庫協会等から

の要請ではない。倉庫協会の基準より遥か

に高い基準で対応していると認識してい

る。 
・ 鍵は全部で300本あり、全て誰が使ったか、

複製したかどうか等記録し、年に１回棚卸

しの確認もしている。また、教育も全員に

月に１回行っている。１年かけて全て概要

が学べるようにし、自己チェックも行って

いる。年に１回、外部監査がある。 
・ 食品防御導入時は色々な困難もあった。監

視カメラは、元々あった台数に、さらにプ

ラスして設置した。協力会社やドライバー

に理解してもらうことも必要であった。社

員から、なぜそのような厳しい対応をする

のかという疑問も出た。しかし、この４月
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から施行される HACCAP は、これまでの

食品防御対策に、ほんの少し上乗せすれば

全ての基準を満たすことができるため、そ

の点、やっていてよかったと考えている。 
・ 記録作業が多いため、現場は大変そうであ

る。巡回で見るポイントも、とても多くな

っている。 
・ 当初は、飲料についても厳しく持ち込み禁

止としていたが、体調不良になる可能性を

指摘され、糖分を含まないものであれば、

休憩フロアに置いておくことは良いとい

う基準に緩和した。持ち込みの際は記録す

るように促しているが、慣れもあり、実施

している人は少なくなっている。 
・ ダンボールは多少疲弊していても、中身が

大丈夫であればよい、という基準があれば

ありがたい。食品防御面でいえば、段ボー

ルの傷口から異物混入もあり得るだろう

から、難しいところであるが。 

 
２．食品を取り扱う物流倉庫（常温）における

意図的な食品汚染に関する脆弱性 
２．１ 事業所の概要 
訪問した事業所の概要を以下に示す。 
分野 飲食提供事業者（主に関東 500 店舗の

居酒屋）である親会社の物流を担当 
竣工 2,018 年 
能力 全 21 バース 
従業員数 約 100 名 
食品防御

の取組 
なし 

 
２．２ 物流倉庫のワークフロー 
１．２に同じ。 

 
２．３ 脆弱性に関する情報の収集 
２．３．１ ラボの存在 
倉庫内にラボがあり、ポジコンも保有してい

るようであった。 

 
２．３．２ 開放系工程の存在 
倉庫は基本的に顧客からも荷物を預かってい

るという立場であるため、直接食材に触れる工

程がないことが一般的であるが、本倉庫は親会

社の店舗への発送が主であるため、野菜などを

一度開封し、引き込み外注のベトナム人実習生

が乱切りなど簡単な加工を行って、詰め直すと

いう工程が存在するという特徴があった。調査

時にご対応頂いた担当者によれば、言葉が通じ

ないこれら作業者の方々とは十分なコミュニケ

ーションがとれていないとのことであり、加え

て、空のペットボトルも放置されており、“開放

系”“私物持ち込み容易”“コミュニケーション

不十分”という３点が揃い、この工程は脆弱性

が非常に高いと考えられた。 
同じ施設にテナントが入っていたり、外注を

引き込んだりする際は、そこが制度的に自社の

責任の範囲外であったとしても、例えばそこで

異物混入が起こってしまえば、ニュース映像に

は建物の外観が映し出され、自社の看板が映し

出されてしまうことにもなりかねない。最終的

には他社の責任であったとしても、共同して、

施設全体での安全管理を徹底することが望まれ

る。 

 
２．４ 事業者ヒアリングの概要 
食品を取り扱う物流倉庫における食品防御の

実施に関して、調査協力先事業者との意見交換

を実施した。概要は以下のとおりである。特に

断りのない限り、調査協力先事業者からの発言

の要旨である。 

 
・ 引き込み外注の従業員管理は、社員の責任

者が必ずついて検品をさせる対応を取っ

ている。 
・ ラボと倉庫とは、動線が交差しないように

しており、扉にはカードリーダーを設置し

ている。 
・ 全員で 100 名程度の社員がおり、派遣スタ

ッフは 10 名程度と、社員率が高い会社で

ある。比較的信頼度は高いと考えており、

上下間のコミュニケーションもうまくい

っていると感じている。 
・ 上層部から締め付けることも可能だが、現

場視点では効率性を重視した対応を考え

ている。今後、必要性に応じて、厳しくす

るところは厳しくしていきたいと考えて

いる。 
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D．考察 
食品を取り扱う２箇所の物流倉庫（一方の倉

庫はアクリフーズ事件を契機に親会社からの指

示のもと食品防御に既に取り組んでおり、もう

一方の倉庫はまだ食品防御に取り組んでいない）

を訪問し、食品防御の観点からみた脆弱性に関

する情報を収集・整理した。 
その結果、今後の各種ガイドライン作成に反

映できる可能性のある内容として、以下のよう

な項目が考えられた。 

 
① 段ボールの角の部分の穴、隙間、開閉部の破

れ等について、異物混入の形跡がないかどう

かの確認。 
② 定位置定数管理が必要な場所において、「あ

るべき管理状態」の写真の掲出。（具体的な

対策案として） 
③ 通勤に用いる交通系 IC カードと連携した入

退室管理。 
④ 施設を共有する外部業者（テナント貸し出し

先等）や引き込み外注業者との食品防御対策

の連携。 
⑤ 外部業者（お弁当販売や修理業者等）の持ち

込品検査について、来訪時に荷物を全て写真

に撮り、帰る際に突合のチェックを行うとい

う対策方法。（具体的な対策案として） 
⑥ 飲料の施設内持ち込みと食品防御の両立。 

 
一方で、食品防御対応により、巡回や記録作

業が増加することに対して、現場の負荷をどの

ように軽減すればよいかについて、今後の研究

が必要である。 

 
E．結論 
・ 食品を取り扱う２箇所の物流倉庫を訪問し、

食品防御の観点からみた脆弱性に関する情

報を収集・整理した。 
・ その結果、今後の各種ガイドライン作成に反

映できる可能性のあるポイント６点を抽出

できた。今後研究班の中で議論を重ね、ガイ

ドラインへの反映を検討していく。 

 
F．研究発表 
１．論文発表 
なし 

 
２．学会発表 
井手尾百紀奈、加藤礼識、神奈川芳行、赤羽

学、今村知明．過去の意図的な異物混入事件か

ら見える食品防御対策の必要性についての検

討．第 78 回日本公衆衛生学会抄録集. p566
（2019.10）．高知 

 
髙畑能久、神奈川芳行、赤羽学、今村知明．わ

が国の食品流通業（運搬・保管施設）における

食品防御対策の現状調査．第 78 回日本公衆衛

生学会抄録集. p566（2019.10）．高知 

 
神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、髙畑能久、吉

田知太郎、今村知明．大規模イベントに向けた

食品防御対策ガイドラインの試作と改善につい

て．第 78 回日本公衆衛生学会抄録集. p566
（2019.10）．高知 

 
加藤礼識、神奈川芳行、赤羽学、今村知明．大

規模イベントに向けた食品防御対策学習ツール

の開発と今後の課題．第 78 回日本公衆衛生学

会抄録集. p566（2019.10）．高知 

 
G．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 

 
２．実用新案登録 
なし 

 
３．その他 
なし



3-1 

 

厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 

「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和元年度） 

 

わが国の食品流通業（調理・提供施設）における食品防御対策の現状調査 

 

研究分担者  髙畑 能久（大阪成蹊大学 フードシステム研究室 教授） 

研究分担者  赤羽  学（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 

研究協力者  神奈川芳行（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 非常勤講師） 

 

 

Ａ. 研究目的 

わが国の食品流通業（調理・提供施設）にお

ける食品防御対策の実態を把握し、『食品防御

対策ガイドライン（調理・提供施設向け）平成

30 年度試作版（第 2 案）』（以下、食品防御

対策ガイドライン）の改善検討を行う上で基礎

的資料とすることを目的として本分担研究を

実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究は、下記に示した 2 つの方法（アンケ

ート調査、ヒアリング調査）によって実施され

た。 

 

１．アンケート調査 

一般社団法人日本フードサービス協会の協

力を得て、同協会の会員企業 390 社を対象とし

た。食品防御対策ガイドラインに記載された「1.

優先的に実施すべき対策」の 5分野〔組織マネ

ジメント、人的要素（従業員等）、人的要素（部

外者）、施設管理、入出荷等の管理〕、「2.可

能な範囲で実施が望まれる対策」の 2分野〔人

的要素（従業員等）、施設管理〕に対応した調

査票を作成し、郵送法により調査した。調査期

間は、令和 2 年 1 月下旬から令和 2 年 2 月下旬

である。 

 

２．ヒアリング調査 

 食品流通業（調理・提供施設）への現地視察

は、協力が得られた大手外食企業 3 社の品質保

証部門責任者を対象として実施された。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究において、特定の研究対象者は存在せ

ず、直接的な個人情報の取り扱いはない。 

研究要旨 

令和元年度は、わが国の食品流通業（調理・提供施設）における食品防御対策の現状調査を実施

した。一般社団法人日本フードサービス協会の協力を得て、同協会の会員企業を対象とし、食品防

御対策ガイドラインに沿って「1.優先的に実施すべき対策」の 5分野、「2.可能な範囲で実施が望まれ

る対策」の2分野への対応状況に関するアンケート調査を郵送法により実施した。さらに、大手外食企

業 3 社を訪問し、品質保証部門責任者を対象としたヒアリング調査を実施した。これらの結果から、食

品流通業（調理・提供施設）においては、食品流通業（運搬・保管施設）と同じく食品製造業（食品工

場）と比べて食品防御対策の取り組みが進んでいないことが明らかとなった。したがって、食品流通業

（調理・提供施設）の大手・中小企業に対しても、一層の普及・啓発が求められる。 
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Ｃ. 研究結果 

１．アンケート調査結果 

 対象企業 390 社のうち、38 社より回答を得た

（回収率 9.7％）。以下に各分野の結果を示した。 

 

１．１ 回答企業の概要 

 回答企業の資本金を図 1、従業員数を図 2 に示

した。食品流通業（調理・提供施設）は、中小企

業基本法の定義によると「サービス業」に分類さ

れ、中小企業の定義は「資本金の額又は出資の総

額が 5千万円以下の会社又は常時使用する従業員

の数が 100 人以下の会社及び個人」である。した

がって、本調査に回答した中小企業は 23 社

（60.5％）、大手企業は 15 社（39.5％）であっ

た。回答企業の業態は、ファストフード、ファミ

リーレストラン、居酒屋、回転ずし、麺類、焼肉、

定食などが概ね偏りなく含まれていた（表 1）。 

 直近 10 年間で意図的な異物等の混入や汚染に

よる被害を受けた企業は 2 社認められ、大手企業

および中小企業各 1 社であった（図 3）。フード

ディフェンスの取り組み期間は、1 年前から 5 年

以上前より行われていた企業が 16 社と半数程度

であったが、まだ取り組んでいない大手企業が 8

社、中小企業が 13 社であった（図 4）。フードデ

ィフェンス全体の達成度は、全体平均 4.7 点（大

手企業 4.9 点、中小企業 4.5 点）であった（図 5、

表 2）。 

 

１．２ 優先的に実施すべき対策 

１．２．１ 組織マネジメント 

 従業員等が働きやすい職場環境づくり、自社の

製品・サービスの品質と安全確保に高い責任感を

感じながら働くことができる適切な教育や従業

員の勤務状況の把握については、殆どの企業が対

応できていた（図 6、図 7、図 8）。しかし、異常

発生時の報告体制についてあまり定めていない

大手企業が 4 社、中小企業が 3 社認められた（図

9）。組織マネジメントの達成度は、全体平均 6.1

点（大手企業 6.2 点、中小企業 6.1 点）であった

（図 10、表 2）。 

１．２．２ 人的要素（従業員等） 

 採用時の身元の確認等は殆どの企業が対応で

きていたが、あまり確認していない中小企業が 1

社認められた（図 11）。食材保管庫・厨房・配膳

の現場への私物の持込み禁止については、まった

く行っていない大手企業が 1 社、あまり行ってい

ない中小企業が 5 社認められた（図 12）。また、

私物の持込みの定期的な確認をまったく行って

いない大手企業と中小企業が各 1 社、あまり行っ

ていない大手企業が 3 社、中小企業が 6 社であっ

た（図 13）。ミーティング等で自己紹介し、スタ

ッフ同士の認識力を高めることについて行って

いないと回答した大手企業が 1 社認められた（図

14）。人的要素（従業員等）の達成度は、全体平

均 6.6 点（大手企業 7.0 点、中小企業 6.3 点）で

あった（図 15、表 2）。 

 

１．２．３ 人的要素（部外者） 

 訪問者の身元等を確認することや従業員が訪

問先まで同行することは、殆どの企業が実施でき

ていたが、身元等をあまり確認していない大手企

業 3 社、中小企業 1 社、あまり同行していない大

手企業 3 社、中小企業 2 社が認められた（図 16、

図 17）。業者の持ち物確認について行っていない

大手企業2社、中小企業3社が認められた（図18）。

また、悪意を持った来客への対応ができている企

業は 7 社と少数派であった（図 19）。人的要素（部

外者）の達成度は、全体平均 5.2 点（大手企業 5.4

点、中小企業 5.1 点）であった（図 20、表 2）。 

 

１．２．４ 施設管理 

 調理器具等の定数管理については、殆どの企業

が対応できていたが、あまり行っていない中小企

業が 1 社認められた（図 21）。一方、脆弱性の高

い場所の把握と対策を行っていない企業は認め

られなかった（図 22）。また、食品保管庫や厨房

の出入り口・窓などについては、まったく施錠し

ていない大手企業が 2 社、中小企業が 1 社認めら

れた（図 23）。店舗の井戸・貯水・配水施設への
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侵入防止の管理をまったく講じていない大手企

業 2 社、中小企業 3 社であった（図 24）。施設

管理の達成度は、全体平均 6.2 点（大手企業 6.3

点、中小企業 6.1 点）であった（図 25、表 2）。 

 

１．２．５ 入出荷等の管理 

 ラベル・包材・数量の確認については、殆どの

企業が対応できていたが、まったく確認していな

い大手企業が 1 社認められた（図 26）。積み下ろ

し作業の監視では、まったく監視していない大手

企業 2 社および中小企業 3 社、調理や配膳作業の

監視では、まったく監視していない大手企業 2 社

が認められた（図 27、図 28）。また、食材等の

提供量に過不足があった場合は、殆どの企業が報

告を実施していた（図 29）。入出荷等の管理の達

成度は、全体平均 6.5 点（大手企業 7.1 点、中小

企業 6.1 点）であった（図 30、表 2）。 

 

１．３ 可能な範囲で実施が望まれる対策 

１．３．１ 人的要素（従業員等） 

従業員の所在把握については、殆どの企業が一

応把握または把握できていた（図 31）。 

 

１．３．２ 施設管理 

 扉の施錠等の設置については、まったく設けて

いない大手企業 3 社、中小企業 4 社が認められた

（図 32）。さらに、監視カメラの設置をまったく

行っていない中小企業 5 社が認められた（図 33）。

敷地内に保管中または使用中の食材や食器等の

継続的な監視については、まったく行っていない

大手企業 1 社、中小企業 6 社であった（図 34）。 

 

２．ヒアリング調査結果 

 令和元年 12 月から令和 2 年 2 月にかけて東京

都、神奈川県にある大手外食企業 3 社の品質保証

部門責任者を訪問し、ヒアリング調査を実施した。

対象企業の主な業態は、ファストフード 2 社、フ

ァミリーレストラン 1 社であったが、食品製造工

場やセントラルキッチンと店舗における相違点

として、フロアと厨房の業務を掛け持ちしている

従業員が多く移動範囲を明確化することや、外部

者用に駐車エリアを設けることは困難であるな

どの共通点が明らかとなった。これらの情報は、

食品防御対策ガイドラインの改善に役立つもの

と考えられる。 

 

Ｄ. 考察   

 アンケート調査の結果から食品防御対策は、大

手企業が中小企業より先行している傾向が認め

られた。また、フードディフェンスに取り組んで

いない企業が 22 社であり全体の 57.9％を占めて

いた。特に店舗においては私物の持込みや給水施

設の管理、施錠の管理が不十分な傾向が見られ、

今後の改善が期待される 

本調査と平成 29 年度の食品製造業（食品製造

工場）および、平成 30 年度の食品流通業（運搬・

保管施設）において実施されたアンケート調査の

結果を比較したものを表 2 に示した。フードディ

フェンス全体の達成度は、食品製造業が 6.3 点で

あったのに対し、食品流通業（運搬・保管施設）

では 4.6 点、食品流通業（調理・提供施設）でも

4.7 点と低くなっており、人的要素（従業員等）

を除いて殆どの分野において取り組みが十分で

はないことが示された。 

なお、留意点として回収率が低かったことがあ

げられるため、次年度の調査では回収率を高める

工夫を行う。 

 

Ｅ. 結論 

 食品防御対策の取り組みが進んでいない食品

流通業（運搬・保管施設）の大手・中小企業に対

し、今後より一層の普及・啓発が求められる。 

 

Ｆ. 研究発表 

１．学会発表 

井手尾百紀奈、加藤礼識、神奈川芳行、赤羽学、

今村知明．過去の意図的な異物混入事件から見え

る食品防御対策の必要性についての検討．第 78

回日本公衆衛生学会抄録集. p566（2019.10）．高

知 



3-4 

 

 

髙畑能久、神奈川芳行、赤羽学、今村知明．わが

国の食品流通業（運搬・保管施設）における食品

防御対策の現状調査．第 78 回日本公衆衛生学会

抄録集. p566（2019.10）．高知 

 

神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、髙畑能久、吉田

知太郎、今村知明．大規模イベントに向けた食品

防御対策ガイドラインの試作と改善について．第

78 回日本公衆衛生学会抄録集. p566（2019.10）．

高知 

 

加藤礼識、神奈川芳行、赤羽学、今村知明．大規

模イベントに向けた食品防御対策学習ツールの

開発と今後の課題．第 78 回日本公衆衛生学会抄

録集. p566（2019.10）．高知 

 

Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 

なし。 
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【アンケート調査結果 回答企業の概要】 

 
図 1. 回答企業の概要（資本金） 

 

 
図 2. 回答企業の概要（従業員数） 

 

 

表 1. 回答企業の概要（業態） 

 

業態 合計 大手 中小
①ファストフード 5 4 1
②ファミリーレストラン 10 4 6
③居酒屋 9 3 6
④回転ずし 3 3 0
⑤麺類 9 2 7
⑥焼肉 6 3 3
⑦定食 4 2 2
⑧その他 16 6 10

合計 62 27 35
会社数 38 15 23
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図 3. 回答企業の概要（意図的な異物の混入汚染による被害の有無） 

 

 

図 4. 回答企業の概要（フードディフェンスの取り組み期間） 

 

 

図 5. 回答企業の概要（フードディフェンス全体：達成度【10点＝理想的な状態】） 



3-7 

 

【アンケート調査結果 1.優先的に実施すべき対策 組織マネジメント】 

 

図 6.  組織マネジメント（働きやすい職場環境づくり） 

 

 

図 7.  組織マネジメント（自社の製品・サービスに高い責任感を感じて働くことができる教育） 

 

 
図 8.  組織マネジメント（勤務状況の把握） 

 



3-8 

 

 

図 9.  組織マネジメント（異常発生時の報告） 

 

 

 

 

図 10.  組織マネジメント（達成度【10 点＝理想的な状態】） 

 

 

  



3-9 

 

【アンケート調査結果 1.優先的に実施すべき対策 人的要素（従業員等）】 

 

図 11. 人的要素（従業員等）（身元の確認等） 

 

 

図 12. 人的要素（従業員等）（私物の持込禁止） 

 

 

図 13. 人的要素（従業員等）（私物持込の定期的な確認） 
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図 14. 人的要素（従業員等）（従業員の自己紹介） 

 

 

 

 

図 15. 人的要素（従業員等）（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 1.優先的に実施すべき対策 人的要素（部外者）】 

 

図 16. 人的要素（部外者）（訪問者の身元等の確認） 

 

 

図 17. 人的要素（部外者）（従業員の同行） 

 

 

図 18. 人的要素（部外者）（業者の持ち物確認） 
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図 19. 人的要素（部外者）（悪意を持った来客対応） 

 

 

 

 

図 20. 人的要素（部外者）（達成度【10点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 1.優先的に実施すべき対策 施設管理】 

 

図 21.  施設管理（調理器具等の定数管理） 

 

 

図 22.  施設管理（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

 

 

図 23.  施設管理（確実な施錠） 
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図 24.  施設管理（給水施設の管理） 

 

 

 

 

 

図 25.  施設管理（達成度【10 点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 1.優先的に実施すべき対策 入出荷等の管理】 

 

図 26. 入出荷等の管理（整合性の確認） 

 

 

図 27. 入出荷等の管理（積み下ろし作業の監視） 

 

 

図 28. 入出荷等の管理（料理や配膳作業の監視） 
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図 29. 入出荷等の管理（納品数量の過不足への対応） 

 

 

 

 
図 30. 入出荷等の管理（達成度【10点＝理想的な状態】） 
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【アンケート調査結果 2.可能な範囲で実施が望まれる対策 人的要素（従業員等）】 

 

図 31. 人的要素（従業員等）（従業員の所在把握） 

 

 

 

【アンケート調査結果 2.可能な範囲で実施が望まれる対策 施設管理】 

 

図 32. 施設管理（扉の施錠） 
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図 33.  施設管理（監視カメラの設置） 

 

 

図 34.  施設管理（継続的な監視） 
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表 2. フードディフェンスの達成度（10 点＝理想的な状態）の比較 

 

対象施設 全体 大手企業 中小企業

食品製造工場 6.3±1.9 7.4±1.2 4.8±2.4

運搬・保管施設 4.6±2.4 4.9±3.0 4.5±2.4

調理・提供施設 4.7±2.4 4.9±2.6 4.5±2.3

食品製造工場 6.8±1.8 8.0±1.3 6.0±1.7

運搬・保管施設 5.4±2.2 6.3±2.2 5.3±2.2

調理・提供施設 6.1±1.9 6.2±1.9 6.1±1.9

食品製造工場 6.5±1.9 7.4±1.7 6.0±1.9

運搬・保管施設 6.1±2.0 6.9±1.5 6.0±2.0

調理・提供施設 6.6±2.0 7.0±2.0 6.3±2.0

食品製造工場 7.3±1.7 8.0±1.5 6.8±1.7

運搬・保管施設 6.1±2.0 6.1±2.1 6.1±2.0

調理・提供施設 5.2±2.1 5.4±2.3 5.1±2

食品製造工場 6.6±2.2 7.8±1.3 5.8±2.3

運搬・保管施設 6.4±2.0 6.4±2.2 6.5±2.0

調理・提供施設 6.2±2.2 6.3±2.3 6.1±2.2

食品製造工場 7.3±1.6 8.0±1.2 6.9±1.7

運搬・保管施設 7.3±1.9 8.1±1.7 7.2±1.9

調理・提供施設 6.5±1.9 7.1±1.7 6.1±2

食品製造工場 5.8±1.9 5.9±1.7 4.8±2.6

運搬・保管施設 5.1±2.3 3.0±2.6 5.2±2.3

調理・提供施設 - - -

（単位：自己評価スコア平均値（点）±標準偏差）

配送トラック他

フードディフェンス全体

組織マネジメント

人的要素（従業員等）

人的要素（部外者）

施設管理

入出荷等の管理
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」 

分担研究報告書（令和元年度） 

 
フードチェーン全体の安全性向上に向けた食品防御対策ガイドラインの改善 

および中小事業所向け教育ツールの検討 
 

研究分担者 赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 

研究分担者 髙畑 能久（大阪成蹊大学 フードシステム研究室 教授） 

研究分担者 高谷 幸（公益社団法人 日本食品衛生協会 技術参与） 

研究協力者 神奈川 芳行（奈良県立医科大 公衆衛生学講座 非常勤講師） 

 

研究要旨  

近年、食品への意図的な毒物や異物の混入事件が頻発したことも相まって、大規模食

品製造施設や大規模物流施設に関しての食品防御対策ガイドラインやチェックリスト

の作成が進んできている。一方、サプライチェーンの大部分を占める中小規模の事業者

にとって、現行の食品防御対策ガイドライン等では負担が大きく、より簡便なガイドラ

インの作成が期待されている。また、喫食者と最も距離が近い調理・提供施設について

も同様の状況である。 

今年度の研究では、次年度の中小規模向けガイドラインの作成に向けて、「食品製造工

場向け」の改訂と、「運搬・保管施設向け」、「調理・提供施設向け」（それぞれ大規模施

設）の食品防御対策ガイドライン（案）を検討した。 

 
A．研究目的 
近年、大規模食品製造施設や大規模物流施設

に関しての食品防御対策ガイドラインやチェッ

クリストが整備されつつあるが、サプライチェ

ーンの終点にあたる調理・提供施設についての

ガイドライン等は作成されていない。また、サ

プライチェーンの大部分を占める中小規模事業

者が現行の食品防御対策ガイドライン等を使用

して食品防御対策を実施することは、負担が大

きいため、より簡便なガイドラインの作成が期

待されている。 
係る状況から今年度の研究では、次年度の中

小規模向けガイドラインの作成に向けて、大規

模向けの既存の「食品製造工場向け」の改訂と、

「運搬・保管施設向け」、「調理・提供施設向け」

の食品防御対策ガイドライン（案）を検討した。 
なお、次年度において、上記で検討したガイ

ドラインを元に、中小事業所も使用可能な食品

防御対策教育ツール等の検討を行う。 

 
B．研究方法 
既存の「食品防御対策ガイドライン（食品製

造工場向け）（平成 25 年度改訂版）」、「食品防御

対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）」、「食

品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）」

の試作版をもとに、別の分担研究「中小事業所

の食品防御に関する脆弱性の評価」および「わ

が国の食品流通業（調理・提供施設）における

食品防御対策の現状調査」における事業者への

訪問・ヒアリング調査の結果を合わせて研究を

行った。 
以下に、過去の厚生労働科学研究において作

成した「食品防御対策ガイドライン」と、本研

究３年間のアウトプットとの関係を示す。 
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食品製造工

場向け 

運搬・保管施

設向け 

調理・提供施

設向け 

【大規模】 

2011年度に作

成済み。 

2019年度に改

訂 版 完 成 。

（C.1.参照） 

 

 

 

 

【中小規模】 

2013年度の改

訂 で 一 部 対

応。 

2017年度に改

訂 案 検 討 開

始。 

2018年度に改

訂案の追加の

検討。 

2020年度に検

討・完成 

【大規模】 

2017年度に試

作案（第 1案）

検討開始。 

2018年度に試

作案（第 2案）

検討。 

2019年度に完

成。（C.2.参

照） 

【中小規模】 

2020年度に検

討・完成 

【大規模】 

2017年度に試

作案（第 1案）

検討開始。 

2018年度に試

作案（第 2案）

検討。 

2019年度に完

成。（C.3.参

照） 

【中小規模】

2020年度に完

成 

 
◆倫理面への配慮 
本研究で得られた成果は全て厚生労働省に報

告をしているが、一部意図的な食品汚染実行の

企てに悪用される恐れのある情報・知識につい

ては、本報告書には記載せず、非公開としてい

る。 

 
 
C．研究成果 
１．「食品防御対策ガイドライン（食品製造工

場向け）」の改善 
既存の「食品防御対策ガイドライン（食品製

造工場向け）」の改善について検討を行い、令和

元年度改訂版とした。 
改善の概要は以下のとおりである。 

 
１．１ 「優先的に実施すべき対策」に係る変更

点について 

 

１．１．１ 組織マネジメント 
(１)  教育 
 “社員レクリエレーションの開催等、従業

員の人間関係を良好に保つための取り組

みも行いましょう”の記載を“従業員の人

間関係を良好に保つため、普段からのコミ

ュニケーションを心掛けましょう”に変更。 

 
(２)  教育内容 
 “食品防御対策は、食品衛生対策とは異な

る視点が必要であることを理解してもら

いましょう”の記載を追加。 
 “従業員への教育では、具体的な事例や手

口を伝えないように注意することが重要

です”の後に“教育用媒体を有効に活用し

ましょう”の記載を追加。 
 “SNS の利用に関する注意を行いましょ

う”の記載を追加。 

 
１．１．２ 人的要素（従業員等） 

(１)  制服・名札等の管理 
 “写真つき”の記載を“顔写真付き”の記

載に変更。（ガイドライン中、以降同様） 

 
１．２ 「可能な範囲での実施が望まれる対策」

に係る変更点について 
誤字脱字を除いて大きな変更点は無い。 

 
２．「食品防御対策ガイドライン（運搬・保管

施設向け）（令和元年度版）（案）」の作成 
「食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施

設向け）（試作版）」をもとに、別の分担研究「わ

が国の食品流通業（調理・提供施設）における

食品防御対策の現状調査」における事業者への

訪問・ヒアリング調査の結果を合わせて検討し

た。 
試作版からの改善の概要は以下のとおりであ

る。 

 
２．１ 「優先的に実施すべき対策」に係る変更

点について 

 
２．１．１ 組織マネジメント 

(１)  教育 
 “社員レクリエレーションの開催等、従業
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員の人間関係を良好に保つための取り組

みも行いましょう”の記載を“従業員の人

間関係を良好に保つため、普段からのコミ

ュニケーションを心掛けましょう”に変更。 

 
(２)  教育内容 
 “食品防御対策は、食品衛生対策とは異な

る視点が必要であることを理解してもら

いましょう”の記載を追加。 
 “万が一犯行に及んだ場合には、刑事罰だ

けでなく民事訴訟（損害賠償請求など）を

受けることも教育しておきましょう”の後

に“教育用媒体を有効に活用しましょう”

の記載を追加。 
 “SNS の利用に関する注意を行いましょ

う”の記載を追加。 

 
２．１．２ 人的要素（従業員等） 

(１)  制服・名札等の管理 
 “写真つき”の記載を“顔写真付き”の記

載に変更。（ガイドライン中、以降同様） 

 
(２)  出勤時間・言動の変化等の把握 
 “他人への成りすましを防ぐため、指紋認

証システムを出退勤のチェックに導入し

ている企業もあります”の記載を追加。 

 
２．１．３ 人的要素（部外者） 

(１)  業者の持ち物確認 
 “立入り業者については、制服・顔写真付

き社員証等を確認しましょう”の記載を追

加。 
 “可能であれば、入場時と退場時に業者の

同意を得て、鞄を開けた状態でデジタルカ

メラによる写真撮影により、証拠を残しま

しょう”の記載を追加。 

 
２．２ 「可能な範囲での実施が望まれる対策」

に係る変更点について 
・ 変更点はない 

 
２．３ 「大規模イベント時に必要な対応」に係

る変更点について 
誤字脱字を除いて大きな変更点は無い。 

 

 
３．「食品防御対策ガイドライン（調理・提供

施設向け）（令和元年度版）（案）」の作成 
「食品防御対策ガイドライン（調理・提供施

設向け）（試作版）」をもとに、別の分担研究「中

小事業所の食品防御に関する脆弱性の評価」に

おける事業者への訪問・ヒアリング調査の結果

等を合わせて検討した。 
試作案からの改善の概要は以下のとおりであ

る。 

 
３．１ 「優先的に実施すべき対策」に係る変更

点について 

 
３．１．１ 組織マネジメント 

(１)  教育 
 “社員レクリエレーションの開催等、従業

員の人間関係を良好に保つための取り組

みも行いましょう”の記載を“従業員の人

間関係を良好に保つため、普段からのコミ

ュニケーションを心掛けましょう”に変更。 

 
(２)  教育内容 
 “食品防御対策は、食品衛生対策とは異な

る視点が必要であることを理解してもら

いましょう”の記載を追加。 
 “万が一犯行に及んだ場合には、刑事罰だ

けでなく民事訴訟（損害賠償請求など）を

受けることも教育しておきましょう”の後

に“教育用媒体を有効に活用しましょう”

の記載を追加。 
 “SNS の利用に関する注意を行いましょ

う”の記載を追加。 

 
３．１．２ 人的要素（従業員等） 

(１)  制服・名札等の管理 
 “写真つき”の記載を“顔写真付き”の記

載に変更。（ガイドライン中、以降同様） 

 
(２)  私物の持込みと確認 
 “私物（財布などの貴重品）は金庫などの

鍵のかかる貴重品保管場所に保管し、作業

場には原則として持ち込まないようにし

ましょう”の記載を追加。 
 “従業員立会いの下、不定期でロッカーを
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点検し、不審物の持込の未然防止に努めま

しょう”の記載を“共用の従業員ロッカー

等を利用している場合、不審な荷物に気が

付いた時には、ただちに責任者に報告しま

しょう”の記載に変更。 

 
３．１．３ 人的要素（部外者） 

(１)  駐車エリアの設定や駐車許可証の発行 
 “報道関係者の駐車エリアも設定してお

きましょう”の記載を削除。 

 
(２)  業者の持ち物確認 
 “立入り業者については、制服・顔写真付

き社員証等を確認しましょう”の記載を追

加。 
 “危険物がないかも口頭で確認し、必要に

応じて鞄の中の持ち物も確認させてもい

ましょう”の記載を削除。 

 
３．２ 「可能な範囲での実施が望まれる対策」

に係る変更点について 
変更点は無い。 

 
３．３ 「大規模イベント時に必要な対応」に係

る変更点について 
「報道陣対応」、「関係機関との連携強化」に

関する内容の追加。 

 
 
D．考察 
現場における操業状況や就業環境を、実際に

現場に行って確認することが極めて重要である。

そのため今年度も、中小規模事業者の現場訪問

を想定していたが、検討会内部で年間を通じて

調整を行ったものの、調査協力先が見つからず、

調整不調に終わった。検討会内部で相談した結

果、今年度は大規模物流倉庫２か所の調査を行

うなどし、「食品製造工場向け」、「運搬・保管施

設向け」、「調理・提供施設向け」（それぞれ大規

模施設）の食品防御対策ガイドライン（案）の

改善検討を行ったが、次年度は、中小規模の事

業所への訪問もしくは調査を通じて分析を行い、

本研究のタイトルでもある中小規模向けの食品

防御対策を検討する必要がある。なお、新型コ

ロナウイルス流行の収束状況次第では、現地訪

問に代わる調査手段を検討しなければならない

と考えている。 

 
 
E．結論 
「食品防御対策ガイドライン（食品製造工場

向け）（令和元年度改訂版）」、「食品防御対策ガ

イドライン（運搬・保管施設向け）（令和元年度

版）」、「食品防御対策ガイドライン（調理・提供

施設向け）（令和元年度版）」については、検討

結果とそれぞれの比較を別紙１、２に示す。 
今後、これらの大規模施設を念頭に置いた検

討結果を用いて、実行性の高い対策を抽出し、

中小規模向けのガイドラインの検討を進める予

定である。 

 
 
F．研究発表 
１．論文発表 
なし 

 
２．学会発表 
井手尾百紀奈、加藤礼識、神奈川芳行、赤羽

学、今村知明．過去の意図的な異物混入事件か

ら見える食品防御対策の必要性についての検

討．第 78 回日本公衆衛生学会抄録集. p566
（2019.10）．高知 

 
髙畑能久、神奈川芳行、赤羽学、今村知明．わ

が国の食品流通業（運搬・保管施設）における

食品防御対策の現状調査．第 78 回日本公衆衛

生学会抄録集. p566（2019.10）．高知 

 
神奈川芳行、赤羽学、加藤礼識、髙畑能久、吉

田知太郎、今村知明．大規模イベントに向けた

食品防御対策ガイドラインの試作と改善につい

て．第 78 回日本公衆衛生学会抄録集. p566
（2019.10）．高知 

 
加藤礼識、神奈川芳行、赤羽学、今村知明．大

規模イベントに向けた食品防御対策学習ツール

の開発と今後の課題．第 78 回日本公衆衛生学

会抄録集. p566（2019.10）．高知 
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G．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 

 
２．実用新案登録 
なし 

 
３．その他 
なし 
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（別紙１）『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）』1の改訂および「運搬・保管」向け、「調理・提供」向けガイドライン案 

 

１．優先的に実施すべき対策 

 

（主な対象施設） 

製造（大規模調理施設、セントラルキッチンを含む） 運搬・保管（デポを含む） 調理・提供（店舗等での調理・提供を対象） 

 ケータリング工場 

 弁当工場 

 選手村・競技場等の自動販売機対応商品 

 ケータリング配送担当 

 弁当配送担当 

 競技場の自動販売機の補給 

 選手村レストラン 

 VIP 接待用施設 

 競技場での選手・役員等への弁当等の提供 

 プレスセンター（取材関係者）での食事提供 

 競技場内の自動販売機 

 競技場内の飲食店 

 キッチンカー 

 観客用販売員 

 

１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

1 ○ 食品工場の責任者は、

従業員等が働きやすい

職場環境づくりに努

め、従業員等が自社製

品の品質と安全確保に

ついて高い責任感を感

じながら働くことがで

きるように留意する。 

・従業員等の監視を強化す

るのではなく、従業員等自

らが、自社製品の安全を担

っているという高い責任

感を感じながら働くこと

ができる職場環境づくり

を行う。 

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が自社の製品・

サービスの品質と安全確

保について高い責任感を

感じながら働くことがで

きるように、適切な教育

を実施しましょう。 

・働きやすい快適な職場環

境は、職場に対する不満等

を抱かせないためにも、重

要なものです。労働安全衛

生法に基づき、毎月 1 回

開催されている安全衛生

委員会がある職場では、そ

の場も有効に活用しまし

ょう。 

・食品工場の責任者は従業員

が職場への不平・不満から

犯行を行う可能性があるこ

とを認識し、対応可能な食

品防御対策の検討や、従業

員教育を行いましょう。 

・従業員の多様な背景を十

分に理解して対応できる

ようにしましょう。 

・従業員の不満を早期に把握し

対応するため、定期的なサー

ベイランスの実施、第三者窓

口や社長へ直接メール等の

通報制度を活用しましょう。

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が取扱い製品の

品質と安全確保について

高い責任感を感じながら

働くことができるよう

に、適切な教育を実施し

ましょう。 

・働きやすい快適な職場環

境は、職場に対する不満等

を抱かせないためにも、重

要なものです。労働安全衛

生法に基づき、毎月 1 回

開催されている安全衛生

委員会がある職場では、そ

の場も有効に活用しまし

ょう。 

・物流・保管施設の責任者は

従業員が職場への不平・不

満から犯行を行う可能性

があることを認識し、対応

可能な食品防御対策の検

討や、従業員教育を行いま

しょう。 

・従業員の不満を早期に把握し

対応するため、定期的なサー

ベイランスの実施、第三者窓

口や社長へ直接メール等の

通報制度を活用しましょう。 

・従業員の人間関係を良好に

保つため、普段からのコミ

○（職場環境づくり） 

従業員等が働きやすい職

場環境づくりに努めまし

ょう。 

○（教育） 

従業員等が自社の製品・

サービスの品質と安全確

保について高い責任感を

感じながら働くことがで

きるように、適切な教育

を実施しましょう。 

・働きやすい快適な職場環

境は、職場に対する不満等

を抱かせないためにも、重

要なものです。労働安全衛

生法に基づき、毎月 1 回

開催されている安全衛生

委員会がある職場では、そ

の場も有効に活用しまし

ょう。 

・接客施設の責任者は従業員

が職場への不平・不満から

犯行を行う可能性があるこ

とを認識し、対応可能な食

品防御対策の検討や、従業

員教育を行いましょう。 

・様々な地域からの来訪者が

想定されます。多様性を十

分に理解して対応できるよ

うにしましょう。 

・従業員の不満を早期に把握し

対応するため、定期的なサー

ベイランスの実施、第三者窓

口や社長へ直接メール等の

                                                  
1 奈良県立医科大学, 食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25 年度改訂版）, http://www.naramed-u.ac.jp/~hpm/pdf/fd_guideline/h25_fd_guideline.pdf, 平成 29 年３月 28 日確 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

・従業員の人間関係を良好に

保つため、普段からのコミ

ュニケーションを心掛け

ましょう。 

ュニケーションを心掛け

ましょう。 

通報制度を活用しましょう。

・従業員の人間関係を良好に保

つため、普段からのコミュ

ニケーションを心掛けまし

ょう。 

2 ○ 食品工場の責任者は、

自社製品に意図的な食

品汚染が発生した場

合、お客様はまず工場

の従業員等に疑いの目

を向けるということ

を、従業員等に意識付

けておく。 

・従業員等に対して、意図的な

食品汚染に関する脅威や、予

防措置の重要性に関して定

期的に教育を行い、従業員自

らが自社製品の安全を担っ

ているという責任感を認識

させる。 

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・食品防御の教育の目的は、食

品防御に対する意識を持っ

てもらうことであり、従業員

等の監視を強化することで

はないことに留意しましょ

う。 

・食品防御対策は、食品衛生対

策とは異なる視点が必要で

あることを理解してもらい

ましょう。 

・採用時や定期的な従業員教育

の中に、意図的な食品汚染に

関する脅威や、予防措置に関

する内容を含め、その重要性

を認識してもらいましょう。

・自社で製造した飲食料品に意

図的な食品汚染が発生した

場合、顧客や行政はまず製造

工場の従業員等に疑いの目

を向ける可能性があるとい

うことを、従業員等に認識し

てもらいましょう。・従業員

等には、自施設のサービスの

品質と安全を担っていると

いう強い責任感を認識して

もらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様

の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が

必要です。 

・従業員への教育では、具体的

な事例や手口を伝えないよ

うに注意することが重要で

す。教育用媒体を有効に活用

しましょう。 

・万が一犯行に及んだ場合に

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・食品防御の教育の目的は、食

品防御に対する意識を持っ

てもらうことであり、従業員

等の監視を強化することで

はないことに留意しましょ

う。 

・食品防御対策は、食品衛生対

策とは異なる視点が必要で

あることを理解してもらい

ましょう。 

・採用時や定期的な従業員教育

の中に、意図的な食品汚染に

関する脅威や、予防措置に関

する内容を含め、その重要性

を認識してもらいましょう。 

・取扱商品で意図的な食品汚染

が発生した場合、顧客や行政

はまず当該施設内の従業員

等に疑いの目を向ける可能

性があるということを、従業

員等に認識してもらいまし

ょう。 

・従業員等には、自施設のサー

ビスの品質と安全を担って

いるという強い責任感を認

識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様

の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部に

よる犯行を誘発させないよ

う、部署ごとに応じた内容に

限定する等の工夫や留意が

必要です。 

・従業員への教育では、具体的

な事例や手口を伝えないよ

うに注意することが重要で

す。教育用媒体を有効に活用

しましょう。 

・万が一犯行に及んだ場合に

○（教育内容） 

定期的な従業員教育の中に、

意図的な食品汚染に関する

脅威や、予防措置に関する内

容を含め、その重要性を認識

してもらいましょう。 

・食品防御の教育の目的は、食

品防御に対する意識を持っ

てもらうことであり、従業員

等の監視を強化することで

はないことに留意しましょ

う。 

・食品防御対策は、食品衛生対

策とは異なる視点が必要で

あることを理解してもらい

ましょう。 

・採用時や定期的な従業員教育

の中に、意図的な食品汚染に

関する脅威や、予防措置に関

する内容を含め、その重要性

を認識してもらいましょう。

・施設内で提供した飲食料品に

意図的な食品汚染が発生し

た場合、顧客や行政はまず接

客施設内の従業員等に疑い

の目を向ける可能性がある

ということを、従業員等に認

識してもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサー

ビスの品質と安全を担って

いるという強い責任感を認

識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様

の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部

による犯行を誘発させない

よう、部署ごとに応じた内

容に限定する等の工夫や留

意が必要です。 

・従業員への教育では、具体的

な事例や手口を伝えないよ

うに注意することが重要で

す。教育用媒体を有効に活用

しましょう。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

は、刑事罰を受けることも教

育しておきましょう。 

・SNS の利用に関する注意を行

いましょう。 

は、刑事罰を受けることも教

育しておきましょう。 

・SNS の利用に関する注意を行

いましょう。 

・万が一犯行に及んだ場合に

は、刑事罰を受けることも

教育しておきましょう。 

・SNS の利用に関する注意を行

いましょう。 

3 ○ 自社製品に意図的な食

品汚染が疑われた場合

に備え、普段から従業

員の勤務状況、業務内

容について正確に把握

しておく。 

・意図的な食品汚染が発生した

場合においても、各方面への

情報提供を円滑に行うこと

ができるよう、平時から、従

業員の勤務状況、業務内容に

ついて正確に記録する仕組

みを構築しておく。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを

構築しておくことは、自社製

品に意図的な食品汚染が疑

われた場合の調査に有用で

す。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを

構築しておくことは、自社の

取扱商品に意図的な食品汚

染が疑われた場合の調査に

有用です。 

○（勤務状況等の把握） 

従業員の勤務状況、業務内

容、役割分担等を正確に把握

しましょう。 

・平時から、従業員の勤務状況

や業務内容、役割分担につい

て正確に記録する仕組みを

構築しておくことは、自施設

で提供した飲食料品に意図

的な食品汚染が疑われた場

合の調査に有用です。 

4 ○ 製品の異常を早い段階

で探知するため苦情や

健康危害情報等を集

約・解析する仕組みを

構築するとともに、万

一、意図的な食品汚染

が発生した際に迅速に

対処できるよう、自社

製品に意図的な食品汚

染が疑われた場合の保

健所等への通報・相談

や社内外への報告、製

品の回収、保管、廃棄等

の手続きを定めてお

く。 

・苦情、健康危害情報等につ

いては、販売店経由で寄せ

られる情報についても把握

に努め、これらの情報等に

ついて企業内での共有化を

図る。 

・意図的な食品汚染が判明し

た場合や疑われる場合の社

内の連絡フロー、保健所・

警察等関係機関への連絡先

等をマニュアル等に明記し

ておく。 

・異物混入が発生した際に

は、原因物質に関わらず、

責任者に報告し、報告を受

けた責任者は故意による混

入の可能性を排除せずに対

策を検討する。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築すると共に、リスク

情報に関するモニタリング

を実施しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社製品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の

保健所等への通報・相談や社

内外への報告、製品の回収、

保管、廃棄等の手続きを定め

ておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等を

マニュアル等に明記してお

くことは、万が一、製品に意

図的な食品汚染が判明した

場合や疑われた場合の関係

部署への情報提供を円滑に

行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等につい

ては、販売店経由で寄せられ

る情報についても把握に努

め、これらの情報等について

も企業内で共有しましょう。

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能

性を排除せずに対策を検討

しましょう。 

○（危機管理体制の構築） 

製品の異常を早い段階で探

知するため苦情や健康危害

情報等を集約・解析する仕組

みを構築すると共に、リスク

情報に関するモニタリング

を実施しましょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自社の取扱商品に意

図的な食品汚染が疑われた

場合の保健所等への通報・相

談や社内外への報告、製品の

回収、保管、廃棄等の手続き

を定めておきましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警

察等関係機関への連絡先等

をマニュアル等に明記して

おくことは、万が一、取扱

商品に意図的な食品汚染が

判明した場合や疑われた場

合の関係部署への情報提供

を円滑に行うために有用で

す。 

・苦情、健康危害情報等につ

いては、販売店経由で寄せ

られる情報についても把握

に努め、これらの情報等に

ついても企業内で共有しま

しょう。 

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能

性を排除せずに対策を検討

しましょう。 

○（危機管理体制の構築） 

提供した飲食料品の異常を

早い段階で探知するため、苦

情や健康危害情報等を集約・

解析する仕組みを構築する

と共に、リスク情報に関する

モニタリングを実施しまし

ょう。 

万一、意図的な食品汚染が発

生した際に迅速に対処でき

るよう、自施設で提供した飲

食料品に意図的な食品汚染

が疑われた場合の保健所等

への通報・相談や社内外への

報告、飲食料品の回収、保管、

廃棄等の手続きを定めてお

きましょう。 

・社内の連絡網、保健所・警察

等関係機関への連絡先等を

マニュアル等に明記してお

くことは、万が一、提供した

飲食料品に意図的な食品汚

染が判明した場合や疑われ

た場合の関係部署への情報

提供を円滑に行うために有

用です。 

・苦情、健康危害情報等につ

いては、販売店経由で寄せ

られる情報についても把握

に努め、これらの情報等に

ついても企業内で共有しま

しょう。 

・異物混入が発生した際には、

原因物質に関わらず、責任者

に報告し、報告を受けた責任

者は故意による混入の可能

性を排除せずに対策を検討

しましょう。 

・施設内での情報伝達の際には

警備班や、外部の関係機関等

（警察・消防・関係省庁・自

治体・保健所等）と連携して

行いましょう。 

・事前に決めたルールに通りに

対応できない場合の対応者

と責任者を決めておきまし

ょう。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

34 ○ 従業員等や警備員は、

敷地内での器物の破

損、不用物、異臭等に気

が付いた時には、すぐ

に工場長や責任者に報

告する。 

・警備や巡回時に確認する項

目をチェックリスト化し、

警備の質を確保しておくこ

とが望ましい。 

・故意による器物の破損や悪

意の落書きなどの予兆を見

逃さないことが重要であ

る。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内

や敷地内での器物の破損、不

用物、異臭等に気が付いた時

には、すぐに施設責任者や調

理責任者に報告しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項

目をチェックリスト化し、

警備の質を確保しましょ

う。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つ

けた場合は、早急に責任者に

報告しましょう。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内

や敷地内での器物の破損、不

用物、異臭等に気が付いた時

には、すぐに施設責任者に報

告しましょう。 

・警備や巡回時に確認する項

目をチェックリスト化し、

警備の質を確保しましょ

う。 

・故意による器物の破損や悪

意の落書きなどの予兆を見

つけた場合は、早急に責任

者に報告しましょう。 

○ （異常発見時の報告） 

従業員等や警備員は、施設内

や敷地内での器物の破損、不

用物、異臭等に気が付いた時

には、すぐに施設責任者や調

理責任者に報告しましょう。

・警備や巡回時に確認する項

目をチェックリスト化し、

警備の質を確保しましょ

う。 

・故意による器物の破損や悪意

の落書きなどの予兆を見つ

けた場合は、早急に責任者に

報告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

5 ○ 従業員等の採用面接

時には、可能な範囲で

身元を確認する。身分

証、免許証、各種証明

書等は、可能な限り原

本を確認し、面接時に

は、記載内容の虚偽の

有無を確認する。 

― ○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を

確認するため、従業員等の

採用面接時には、可能な範

囲で身元を確認しましょ

う。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、マイナンバーカー

ド、各種証明書等は、可能

な限り原本を確認しまし

ょう。 

・外国籍の人に対しては「在

留証明書」の原本を確認し

ましょう。 

・イベント期間中のみの臨

時スタッフや派遣スタッ

フ等についても、同様とな

るように、派遣元等に依頼

しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

･採用後も、住所や電話番号

が変更されていないかを

定期的に確認しましょう。 

○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を

確認するため、従業員等の

採用面接時には、可能な範

囲で身元を確認しましょ

う。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、マイナンバーカー

ド、各種証明書等は、可能

な限り原本を確認しまし

ょう。 

・外国籍の人に対しては「在

留証明書」の原本を確認し

ましょう。 

・イベント期間中のみの臨

時スタッフや派遣スタッ

フ等についても、同様とな

るように、派遣元等に依頼

しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

･採用後も、住所や電話番号

が変更されていないかを

定期的に確認しましょう。 

○ 従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

従業員等の採用面接時に

は、可能な範囲で身元を確

認しましょう。 

・記載内容の虚偽の有無を

確認するため、従業員等の

採用面接時には、可能な範

囲で身元を確認しましょ

う。 

・確認時に用いる身分証、免

許証、マイナンバーカー

ド、各種証明書等は、可能

な限り原本を確認しまし

ょう。 

・外国籍の人に対しては「在

留証明書」の原本を確認し

ましょう。 

・イベント期間中のみの臨

時スタッフや派遣スタッ

フ等についても、同様とな

るように、派遣元等に依頼

しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対す

るイメージ等も確認しま

しょう。 

･採用後も、住所や電話番号

が変更されていないかを

定期的に確認しましょう。 

   ○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業

員を重要な箇所に配置し、

混入事故の事前防止や、同

僚の不審な行動等の有無

を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断され

た工程や場所に配置する

従業員は、事前に面談を行

○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業

員を重要な箇所に配置し、

混入事故の事前防止や、同

僚の不審な行動等の有無

を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断され

た工程や場所に配置する

従業員は、事前に面談を行

○ 従業員の配置 

フードディフェンスに関

する理解・経験の深い職員

を重要箇所に配置しまし

ょう。 

・経験と信頼感のある従業

員を重要な箇所に配置し、

混入事故の事前防止や、同

僚の不審な行動等の有無

を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断され

た工程や場所に配置する

従業員は、事前に面談を行
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

・倉庫側の管理が及ばない

外部組織の従業員が荷揚

げや搬入を行っている場

合には、外部組織とも十分

に連携した管理を行いま

しょう。 

い、不平・不満を抱えてい

ないかを確認しましょう。 

6 ○ 従業員等の異動・退職

時等には制服や名札、

ID バッジ、鍵（キーカ

ード）を返却させる。 

― ○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・製造施設への立ち入りや、

従業員を見分けるために

重要な制服や名札、IDバッ

ジ、鍵（キーカード）等は

厳重に管理しましょう。 

･名札や社員証等は、可能な

限り顔写真付きのものに

しましょう。 

・退職や異動の際には制服

や名札、ID バッジ、鍵（キ

ーカード）を確実に返却し

てもらいましょう。 

○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・保管施設や仕分け現場へ

の立ち入りや、従業員を見

分けるために重要な制服

や名札、ID バッジ、鍵（キ

ーカード）等は厳重に管理

しましょう。 

･名札や社員証等は、可能な

限り顔写真付きのものに

しましょう。 

・退職や異動の際には制服

や名札、ID バッジ、鍵（キ

ーカード）を確実に返却し

てもらいましょう。 

○ （制服・名札等の管理） 

従業員等の制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）

を適切に管理しましょう。 

・接客（食事提供）施設への

立ち入りや、従業員を見分

けるために重要な制服や

名札、ID バッジ、鍵（キー

カード）等は厳重に管理し

ましょう。 

･名札や社員証等は、可能な

限り顔写真付きのものに

しましょう。 

・退職や異動の際には制服

や名札等を確実に返却し

てもらいましょう。 

7 ○ 製造現場内へは原則

として私物は持ち込

まないこととし、これ

が遵守されているこ

とを確認する。持ち込

む必要がある場合は、

個別に許可を得るよ

うにする。 

・製造現場内への持ち込み

禁止品の指定は際限がな

いため、持ち込まないこと

を原則として、持ち込み可

能品はリスト化すると共

に、持ち込む場合は、個別

に許可を得る方が管理し

やすいと考えられる。 

・また、更衣室やロッカール

ームなども相互にチェッ

クする体制を構築してお

く。 

○ （私物の持込みと確

認） 

私物を製造現場内へは原

則として持ち込まないこ

ととし、これが遵守されて

いるかを定期的に確認し

ましょう。 

・私物は、異物混入の原因とな

る可能性があるため、原則と

して製造現場内へは、持ち込

まないようにしましょう。 

・私物（財布などの貴重品）は

金庫などの鍵のかかる貴重

品保管場所に保管し、作業場

には原則として持ち込まな

いようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト

化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールーム

などでも相互にチェック

できる体制を構築してお

きましょう。 

・従業員立会いの下、不定期

でロッカーを点検し、不審

物の持込の未然防止に努

めましょう。 

○ （私物の持込みと確

認） 

私物を仕分け現場へは原

則として持ち込まないこ

ととし、これが遵守されて

いるかを定期的に確認し

ましょう。 

 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として仕分け現場内へ

は持ち込まないようにし

ましょう。 

・私物（財布などの貴重品）は

金庫などの鍵のかかる貴重

品保管場所に保管し、作業場

には原則として持ち込まな

いようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト

化しましょう。・持ち込む

場合には、個別に許可を得

るなど、適切に管理しまし

ょう。 

・更衣室やロッカールーム

などでも相互にチェック

できる体制を構築してお

きましょう。 

・従業員立会いの下、不定期

でロッカーを点検し、不審

物の持込の未然防止に努

めましょう。 

○ （私物の持込みと確

認） 

私物を食材？保管庫・厨

房・配膳の現場へは原則と

して持ち込まないことと

し、これが遵守されている

かを定期的に確認しまし

ょう。 

・私物は、異物混入の原因と

なる可能性があるため、原

則として食材保管庫や厨

房、配膳の現場内へは持ち

込まないようにしましょ

う。 

・私物（財布などの貴重品）は

金庫などの鍵のかかる貴重

品保管場所に保管し、作業場

には原則として持ち込まな

いようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化し

ましょう。 

・持ち込む場合には、個別に

許可を得るなど、適切に管

理しましょう。 

・更衣室やロッカールーム

がある場合には、相互にチ

ェックできる体制を構築

しておきましょう。 

・共用のロッカー等を利用

している場合、不審な荷物

に気が付いた時には、ただ
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

ちに責任者に報告しまし

ょう。 

8 ○ 従業員等の従来とは

異なる言動、出退勤時

間の著しい変化等を

把握する。 

・従業員等が犯行に及んだ場合

の動機は、採用前から抱いて

いたものとは限らず、採用後

の職場への不平・不満等も犯

行動機となることも考えられ

る。 

・製造現場の責任者等は、作業

前の朝礼、定期的なミーティ

ング、個別面談等を通じて、

従業員の心身の状態について

確認するとともに、日常の言

動や出退勤時刻の変化が見ら

れる場合には、その理由につ

いても確認する。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。

・製造現場の責任者等は、作業

前の朝礼、定期的なミーティ

ング、個別面談等を通じて、

従業員の心身の状態や、職場

への不満等について確認し

ましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しまし

ょう。 

・深夜の時間帯での勤務のみを

希望する者についても、同様

にその理由を確認し、出退勤

時間を管理しましょう。 

・他人への成りすましを防ぐた

め、指紋認証システムを出退

勤のチェックに導入してい

る企業もあります。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。 

・物流・保管施設の責任者等は、

作業前の朝礼、定期的なミー

ティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、

職場への不満等について確

認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しまし

ょう。 

・深夜の時間帯での勤務のみを

希望する者についても、同様

にその理由を確認し、出退勤

時間を管理しましょう。 

・他人への成りすましを防ぐた

め、指紋認証システムを出退

勤のチェックに導入してい

る企業もあります。 

○ （出勤時間・言動の変化等

の把握） 

従業員等の出退勤時間を把

握し、著しい変化や、従来と

は異なる言動の変化等を把

握しましょう。 

・従業員等が意図的な異物混入

等を行う動機は、勤務開始後

の職場への不平・不満等だけ

でなく、採用前の事柄が原因

となることも考えられます。

・調理・提供施設の責任者等は、

作業前の朝礼、定期的なミー

ティング、個別面談等を通じ

て、従業員の心身の状態や、

職場への不満等について確

認しましょう。 

・日常の言動や出退勤時刻の変

化が見られる場合には、その

理由についても確認しまし

ょう。 

・深夜の時間帯での勤務のみを

希望する者についても、同様

にその理由を確認し、出退勤

時間を管理しましょう。 

・他人への成りすましを防ぐた

め、指紋認証システムを出退

勤のチェックに導入してい

る企業もあります。 

9 ○ 就業中の全従業員等

の移動範囲を明確化

する（全従業員等が、

移動を認められた範

囲の中で働いている

ようにする）。 

・他部署への理由のない移

動を制限し、異物が混入さ

れた場合の混入箇所を同

定しやすくする。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにする。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

・製品に異物が混入された

場合の混入箇所を同定し

やすくするために、施設の

規模に応じて他部署への

理由のない移動を制限し

ましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 

・倉庫内での荷物の運搬に

利用するフォークリフト

等にも運転者の氏名を表

示するなど、使用者が分か

りやすい状況を作りまし

ょう。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

就業中の全従業員等の移

動範囲を明確化にし、全従

業員等が、移動を認められ

た範囲の中で働いている

ようにしましょう。 

 

・取扱商品に異物が混入さ

れた場合の混入箇所を同

定しやすくするために、施

設の規模に応じて他部署

への理由のない移動を制

限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID

バッジ等によって、全従業

員の「移動可能範囲」や「持

ち場」等を明確に識別でき

るようにしましょう。 

・倉庫内での荷物の運搬に

利用するフォークリフト

等にも運転者の氏名を表

示するなど、使用者が分か

りやすい状況を作りまし

ょう。 

○ （移動可能範囲の明確

化） 

規模の大きな施設では、就

業中の全従業員等の移動

範囲を明確化にし、全従業

員等が、移動を認められた

範囲の中で働いているよ

うにしましょう。 

・提供した飲食料品に異物

が混入された場合の混入

箇所を同定しやすくする

ために、施設の規模に応じ

て他部署への理由のない

移動を制限しましょう。 

・規模の大きな施設で、職制

等により「移動可能範囲」

を決めている場合には、制

服や名札、帽子の色等によ

って、その従業員の「移動

可能範囲」や「持ち場」等

が明確に識別できるよう

にしましょう。 
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10 ○ 新規採用者は、朝礼等

の機会に紹介し、従業

員に認知させ、従業員

同士の識別度を高め

る。 

・新規採用者を識別しやす

くするとともに、従業員が

見慣れない人の存在に疑

問を持つ習慣を意識づけ

る。 

○ （新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機

会に紹介し、見慣れない人

への対応力を高めましょ

う。 

・新規採用者は朝礼等の機

会に紹介し、皆さんに識別

してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従

業員が疑問を持ち、一声か

ける習慣を身につけても

らいましょう。 

・日々の挨拶や態度で異変

を感じたら直ぐに上司に

報告しましょう。 

○ （新規採用者の紹介） 

新規採用者は、朝礼等の機

会に紹介し、見慣れない人

への対応力を高めましょ

う。 

・新規採用者は朝礼等の機

会に紹介し、皆さんに識別

してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従

業員が疑問を持ち、一声か

ける習慣を身につけても

らいましょう。 

・日々の挨拶や態度で異変

を感じたら直ぐに上司に

報告しましょう。 

○ （従業員の自己紹介） 

新たな店舗等がスタート

する際には、ミーティング

等で自己紹介し、スタッフ

同士の認識力を高め、見慣

れない人への対応力を高

めましょう。 

・新たな店舗等での業務が

スタートする際には、自己

紹介等を行い、スタッフ同

士の認識力を高めましょ

う。 

・応援スタッフや新規採用

者は、その日の打合せ等の

機会に紹介し、皆さんに識

別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従

業員が疑問を持ち、一声か

ける習慣を身につけても

らいましょう。 

・日々の挨拶や態度で異変

を感じたら直ぐに上司に

報告しましょう。 

 

■人的要素（部外者） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

11 ○ 事前に訪問の連絡があ

った訪問者について

は、身元・訪問理由・訪

問先（部署・担当者等）

を確認し、可能な限り

従業員が訪問場所まで

同行する。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認する。訪問理由を確認し

た上で、従業員が訪問場所ま

で同行する。 

○ （訪問者への対応） 

① 事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、可

能な限り従業員が訪問場所

まで同行しましょう。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう（顔写真付が

望ましい）。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行し

ましょう。 

○ （訪問者への対応） 

① 事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、可

能な限り従業員が訪問場所

まで同行しましょう。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう（顔写真付が

望ましい）。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行し

ましょう。 

○ （訪問者への対応） 

① 事前予約がある場合 

身元・訪問理由・訪問先（部

署・担当者等）を確認し、従

業員が訪問場所まで同行し

ましょう。 

・訪問者の身元を、社員証等で

確認しましょう（顔写真付が

望ましい）。 

・訪問理由を確認した上で、従

業員が訪問場所まで同行し

ましょう。 

12 ○ 事前に訪問の連絡がな

かった訪問者、かつ初

めての訪問者は、原則

として工場の製造現場

への入構を認めない。 

・「飛び込み」の訪問者について

は原則として製造現場への

入構を認めない。 

・なお、訪問希望先の従業員に

対して面識の有無や面会の

可否等について確認が取れ

た場合は、事前に訪問の連絡

があった訪問者と同様の対

応を行う。 

②事前予約がない場合や初め

ての訪問者 

原則として事務所等で対応

し、工場の製造現場への入構

を認めない。 

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として製造現場には入構さ

せず、事務所等で対応しまし

ょう。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等に

ついて確認が取れた場合は、

事前予約がある場合と同様

に対応しましょう。 

②事前予約がない場合や初め

ての訪問者 

原則として事務所等で対応

し、仕分け現場を認めない。

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として仕分け現場には入構

させず、事務所等で対応しま

しょう。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等に

ついて確認が取れた場合は、

事前予約がある場合と同様

に対応しましょう。 

②事前予約がない場合や初め

ての訪問者 

立ち入りを認めない。 

・「飛び込み」の訪問者は、原則

として立ち入りは認めない

ようにしましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面

識の有無や面会の可否等に

ついて確認が取れた場合は、

事前予約がある場合と同様

に、従業員が訪問場所まで同

行しましょう。 

13 ○ 訪問者（業者）用の駐車

場を設定する。この際、

製造棟とできるだけ離

れていることが望まし

い。 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限するこ

とは現実的ではない。 

・特定の訪問者（例：施設メン

テナンス、防虫防鼠業者等）

については、それらの車両で

あることが明確になるよう

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を

設定したり、駐車許可証を発

行する等、無許可での駐車を

防止しましょう。 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限するこ

とは現実的ではありません。

・駐車エリアは、原材料や商品

の保管庫やゴミ搬出場所等、

直接食品に手を触れること

ができるような場所とはで

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

訪問者（業者）用の駐車場を

設定したり、駐車許可証を発

行する等、無許可での駐車を

防止しましょう。 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限するこ

とは現実的ではありません。 

・駐車エリアは、取扱商品保管

庫やゴミの搬出場所等、直接

商品に手を触れることがで

きるような場所とはできる

○ （駐車エリアの設定や駐

車許可証の発行） 

規模の大きな施設では、納入

業者用や廃棄物収集車の駐

車場を設定したり、駐車許可

証を発行する等、無許可での

進入や駐車を防止しましょ

う。 

・全ての訪問者について車両の

アクセスエリア、荷物の持ち

込み等を一律に制限するこ

とは現実的ではありません。

・専用の駐車エリアがある場合

には、食材保管庫やゴミ搬出

場所等、直接食品に手を触れ

ることができるような場所
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に、駐車エリアを設定してお

く。 

きるだけ離れていることが

望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておき

ましょう。 

だけ離れていることが望ま

しいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

駐車エリアを設定しておき

ましょう。 

とはできるだけ離れている

ことが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特

定の訪問者（例：施設メンテ

ナンス、防虫防鼠業者等）に

ついては、それらの車両であ

ることが明確になるように、

可能な範囲で駐車エリアを

設定しておきましょう。 

14 ○ 食品工場の施設・設備

のメンテナンスや防

虫・防鼠作業等のため、

工場内を単独で行動す

る可能性のある訪問者

（業者）には、持ち物を

十分確認し、不要なも

のを持ち込ませないよ

うにする。 

・食品工場の施設・設備のメン

テナンスや防虫・防鼠等に関

する作業員は、長時間にわた

り多人数で作業することも

あるため、従業員が全ての作

業員の作業に同行すること

は困難である。 

・作業開始前に、持ち物の確認

を実施し、不要な持ち込み品

の管理を徹底する。 

○ （業者の持ち物確認） 

食品工場内を単独で行動す

る可能性のある訪問者（業

者）の持ち物は十分確認し、

不要なものを持ち込ませな

いようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等のために、長時

間にわたり施設内で作業す

ることもある業者について

は、全ての作業に同行するこ

とは困難です。 

・立入り業者については、制服・

顔写真付き社員証等を確認

しましょう。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないように

しましょう。 

・可能であれば、入場時と退場

時に業者の同意を得て、鞄を

開けた状態でデジタルカメ

ラによる写真撮影により、証

拠を残しましょう。 

○ （業者の持ち物確認） 

物流・保管施設内を単独で行

動する可能性のある訪問者

（業者）の持ち物は十分確認

し、不要なものを持ち込ませ

ないようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等のために、長時

間にわたり施設内で作業す

ることもある業者について

は、全ての作業に同行するこ

とは困難です。 

・立入り業者については、制服・

顔写真付き社員証等を確認

しましょう。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないように

しましょう。 

・可能であれば、入場時と退場

時に業者の同意を得て、鞄を

開けた状態でデジタルカメ

ラによる写真撮影により、証

拠を残しましょう。 

○ （業者の持ち物確認） 

厨房等施設・設備内を単独で

行動する可能性のある訪問

者（業者：報道関係・警備関

係を含む）の持ち物は十分確

認し、不要なものを持ち込ま

せないようにしましょう。 

・施設・設備のメンテナンスや

防虫・防鼠等、取材・警備等

のために、長時間にわたり施

設内で作業することもある

業者については、全ての作業

に同行することは困難です。

・立入り業者については、制服・

顔写真付き社員証等を確認

しましょう。 

・作業開始前には、持ち物の確

認を実施し、不要な持ち込み

品を持ち込ませないように

しましょう。 

・可能であれば、持込み可能品

リストを作成し、それ以外の

ものを持ち込む場合には、申

告してもらいましょう。 

       ○ （悪意を持った来客対

策） 

来客の中には悪意を持って

いる者がいる可能性も考慮

しましょう。 

・来店するお客の中には、店舗

等に悪意を持っている人が

いる可能性も否定できませ

ん。 

・お客によるいたずら等を防ぐ

ために、大規模イベント時に

必要な対応を参考にした対

策を取りましょう。 

15 ○ 郵便、宅配便の受け入

れ先（守衛所、事務所

等）を定めておく。また

配達員の敷地内の移動

は、事前に設定した立

ち入り可能なエリア内

のみとする。 

・信書と信書以外の郵便物、ま

た宅配物等の届け物や受取

人の違いにより、配達員は比

較的自由に食品工場の敷地

内を移動できる状況にある

ため、郵便、宅配物等の受け

入れ先は数箇所の定められ

た場所に限定する。 

・また、郵便局員や宅配業者が、

○ （郵便・宅配物の受取場

所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先

（守衛所、事務所等）を定め

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品

工場の建屋内に無闇に立ち

入ることや、施設内に置かれ

ている食材等に近づくこと

は、異物混入の危険性を高め

ます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先

は、守衛所、事務所等の数箇

所の定められた場所に限定

○ （郵便・宅配物の受取場

所） 

郵便、宅配物等の受け入れ先

（守衛所、事務所等）を定め

ておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・

保管施設の建屋内に無闇に

立ち入ることや、施設内に置

かれている商品等に近づく

ことは、異物混入の危険性を

高めます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先

は、守衛所、事務所等の数箇

所の定められた場所に限定

― ― 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

食品工場の建屋内に無闇に

立ち入ることや、建屋外に置

かれている資材・原材料や製

品に近づくことができない

よう留意する。 

しておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品

工場内に無闇に立ち入るこ

とや、建屋外に置かれている

資材・原材料や製品に近づけ

ないように、立ち入り可能な

エリアを事前に設定してお

きましょう。 

しておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・

保管施設内に無闇に立ち入

ることや、取扱商品等に近づ

けないように、立ち入り可能

なエリアを事前に設定して

おきましょう。 

 

■施設管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

16 ○ 不要な物、利用者・所有

者が不明な物の放置の

有無を定常的に確認す

る。 

・食品工場で使用する原材料や

工具等について、定数・定位

置管理を行い、過不足や紛失

に気づきやすい環境を整え

る。 

・また、食品に直接手を触れる

ことができる製造工程や従

事者が少ない場所等、意図的

に有害物質を混入し易い箇

所については特に重点的に

確認する。 

○ （調理器具等の定数管

理） 

使用する原材料や調理器具、

洗剤等について、定数・定位

置管理を行いましょう。 

・食品工場で使用する原材料や

工具等について、定数・定位

置管理を行い、過不足や紛失

に気づきやすい環境を整え

ましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定

常的に確認しましょう。 

・食品に直接手を触れることが

できる製造工程や従事者が

少ない場所等、意図的に有害

物質を混入し易い箇所につ

いては特に重点的に確認し

ましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

 

○ （仕分け用具等の定数管

理） 

使用する仕分け作業用の器

具や工具等について、定数・

定位置管理を行いましょう。

・物流施設で使用する機器や工

具等について、定数・定位置

管理を行い、過不足や紛失に

気づきやすい環境を整えま

しょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定

常的に確認しましょう。 

・取扱商品に直接手を触れるこ

とができる分別工程や従事

者が少ない場所等、意図的に

有害物質を混入し易い箇所

については特に重点的に確

認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

 

○ （調理器具等の定数管

理） 

使用する原材料や調理器具、

洗剤等について、定数・定位

置管理を行いましょう。 

・厨房で使用する原材料や調理

器具、洗剤等について、定数・

定位置管理を行うことで、過

不足や紛失に気づきやすい

環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が

不明な物の放置の有無を定

常的に確認しましょう。 

・食品に直接手を触れることが

できる調理・盛り付け・配膳

や従事者が少ない場所等、意

図的に有害物質を混入し易

い箇所については特に重点

的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場

所には、施錠等の対応を行い

ましょう。 

・医薬品が保管されている医務

室等については、医師・患者

等関係者以外の立入の禁止、

無人となる時間帯の施錠、薬

剤の数量管理を徹底する。 

17 ○ 食品に直接手を触れる

ことができる仕込みや

や袋詰めの工程や、従

事者が少ない場所等、

意図的に有害物質を混

入しやすい箇所を把握

し、可能な限り手を触

れない様にカバーなど

の防御対策を検討す

る。 

・仕込みや包装前の製品等に

直接手を触れることが可能

な状況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断さ

れた箇所は、見回りの実

施、従業員同士による相互

監視、監視カメラの設置等

を行うと共に、可能な限り

手を触れられない構造に改

修する。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握と対策） 

食品に直接手を触れること

ができる仕込みや袋詰めの

工程や、従事者が少ない場

所等、意図的に有害物質を

混入しやすい箇所を把握

し、可能な限り手を触れな

い様にカバーなどの防御対

策を検討しましょう。 

・仕込みや包装前の製品等に

直接手を触れることが可能

な状況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高いと判断さ

れた箇所は、見回りの実

施、従業員同士による相互

監視、監視カメラの設置等

を行うと共に、可能な限り

手を触れられない構造に改

修しましょう。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握） 

食品に直接手を触れること

ができる仕分けや袋詰め工

程や、従事者が少ない場所

等、意図的に有害物質を混

入しやすい箇所を把握し、

可能な限り手を触れない様

にカバーなどの防御対策を

検討しましょう。 

・仕分けや梱包前の製品等に

直接手を触れることが可能

な状況が見受けられる。 

・特に脆弱性が高い箇所

は、見回りの実施、従業員

同士による相互監視、監視

カメラの設置等を行うと共

に、可能な限り手を触れら

れない構造に改修しましょ

う。 

○ （脆弱性の高い場所の把

握） 

食品に直接手を触れること

ができる調理や配膳の工程

や、従事者が少ない場所

等、意図的に有害物質を混

入しやすい箇所を把握しま

しょう。 

・調理や配膳では、飲食料等

に直接手を触れないことは

不可能です。 

・特に脆弱性が高いと考えら

れる人目の少ない箇所（配

膳準備室・厨房から宴会場

までのルート）等は、見回

りの実施、従業員同士によ

る相互監視、監視カメラの

設置等を行うと共に、可能
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

な限り手を触れられない構

造への改修や、配膳方法に

工夫をしましょう。 

・レストランや食堂等の客席

に備え付けの飲料水や調味

料、バイキング形式のサラ

ダバーなどでは、従業員以

外の人物による意図的な有

害物質の混入にも注意を払

いましょう。 

・店舗の設計に際しては、食

品防御を意識した作業動線

や人の流れを考慮しましょ

う。 

18 ○ 工場が無人となる時間

帯についての防犯対策

を講じる。 

― ○ （無人の時間帯の対策） 

工場が無人となる時間帯に

ついての防犯対策を講じま

しょう。 

・工場が無人となる時間帯は、

万が一、混入が行われた場合

の対応が遅れます。 

・終業後は必ず施錠し、確認す

る習慣を身につけましょう。

・製造棟が無人となる時間帯は

必ず施錠し、人が侵入できな

いようにしましょう。 

・施錠以外にも、無人の時間帯

の防犯対策を講じましょう。

○ （無人の時間帯の対策） 

物流・保管施設が無人となる

時間帯についての防犯対策

を講じましょう。 

・物流・保管施設が無人となる

時間帯は、万が一、混入が行

われた場合の対応が遅れま

す。 

・終業後は必ず施錠し、確認す

る習慣を身につけましょう。 

・物流・保管施設が無人となる

時間帯は必ず施錠し、人が侵

入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、無人の時間帯

の防犯対策を講じましょう。 

○ （無人の時間帯の対策） 

厨房・食事提供施設が無人と

なる時間帯（閉店後を含む）

についての防犯対策を講じ

ましょう。 

・食品保管庫や厨房等が無人と

なる時間帯は、万が一、混入

が行われた場合の対応が遅

れます。 

・終業後は必ず施錠し、確認す

る習慣を身につけましょう。

・食品保管庫や厨房が無人とな

る時間帯は必ず施錠し、人が

侵入できないようにしまし

ょう。 

・施錠以外にも、監視（品質向

上）カメラ等、無人の時間帯

の防犯対策を講じましょう。

19 ○ 鍵の管理方法を策定

し、定期的に確認する。 

・最低限、誰でも自由に鍵を持

ち出せるような状態になら

ないよう管理方法を定め、徹

底する。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、誰でも

自由に鍵を持ち出せないよ

うにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認し

ましょう。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、誰でも

自由に鍵を持ち出せないよ

うにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認し

ましょう。 

○ （鍵の管理） 

鍵の管理方法を策定し、定期

的に確認しましょう。 

・鍵の使用権を設定し、誰でも

自由に鍵を持ち出せないよ

うにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守さ

れているかどうかを確認し

ましょう。 

20 ○ 製造棟、保管庫は、外部

からの侵入防止のた

め、機械警備、定期的な

鍵の取り換え、補助鍵

の設置、格子窓の設置

等の対策を行う。 

・食品工場内の全ての鍵を定期

的に交換することは現実的

ではない。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる製造

棟や保管庫については、補助

鍵の設置や定期的な点検を

行うなどの侵入防止対策を

取ることが重要である。 

○ （外部からの侵入防止

策） 

製造棟、保管庫への外部から

の侵入防止対策を行いまし

ょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる製造

棟、保管庫は、機械警備、補

助鍵の設置や、格子窓の設

置、定期的な点検を行い、侵

入防止対策を取りましょう。

○ （外部からの侵入防止

策） 

物流・保管施設への外部から

の侵入防止対策を行いまし

ょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる物流・

保管施設は、機械警備、補助

鍵の設置や、格子窓の設置、

定期的な点検を行い、侵入防

止対策を取りましょう。 

○ （外部からの侵入防止

策） 

食品保管庫や厨房への外部

からの侵入防止対策を行い

ましょう。 

・異物が混入された場合の被害

が大きいと考えられる食品

保管庫や厨房は、機械警備、

補助鍵の設置や、格子窓の設

置、定期的な点検を行い、侵

入防止対策を取りましょう。

・店舗外のプレハブ倉庫等に食

材を保管している場合も、適

切に施錠しましょう。 

・通常施錠されているところが

開錠されている等、定常状態
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

と異なる状態を発見した時

には、速やかに責任者に報告

しましょう。 

21 ○ 製造棟の出入り口や窓

など外部から侵入可能

な場所を特定し、確実

に施錠する等の対策を

取る。 

・製造棟が無人となる時間帯は

必ず施錠し、人が侵入できな

いようにする。全ての出入り

口・窓に対して直ちに対策を

講じることが困難な場合は、

優先度を設定し、施設の改築

等のタイミングで順次改善

策を講じるように計画する。 

○ （確実な施錠） 

製造棟の出入り口や窓など

外部から侵入可能な場所を

特定し、確実に施錠する等の

対策を取りましょう。 

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが

困難な場合は、優先度を設定

し、施設の改築等のタイミン

グで順次改善策を講じるよ

うに計画しましょう。 

○ （確実な施錠） 

物流・保管施設の出入り口や

窓など外部から侵入可能な

場所を特定し、確実に施錠す

る等の対策を取りましょう。

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが

困難な場合は、優先度を設定

し、施設の改築等のタイミン

グで順次改善策を講じるよ

うに計画しましょう。 

○ （確実な施錠） 

食品保管庫や厨房の出入り

口や窓など外部から侵入可

能な場所を特定し、確実に施

錠する等の対策を取りまし

ょう。 

・全ての出入り口・窓に対して

直ちに対策を講じることが

困難な場合は、優先度を設定

し、施設の改築等のタイミン

グで順次改善策を講じるよ

うに計画しましょう。 

22 ○ 食品工場内の試験材料

（検査用試薬・陽性試

料等）や有害物質につ

いては保管場所を定め

た上で、当該場所への

人の出入り管理を行う

と共に、使用日時及び

使用量の記録、施錠管

理を行う。 

・試験材料（検査用試薬・陽性

試料等）の保管場所は検査・

試験室内等に制限する。無断

で持ち出されることの無い

よう定期的に保管数量の確

認を行う。可能であれば警備

員の巡回やカメラ等の設置

を行う。 

○ （試験材料等の管理） 

食品工場内の試験材料（検査

用試薬・陽性試料等）や有害

物質の保管場所を定め、当該

場所への人の出入りを管理

しましょう。また、使用日時

や使用量の記録、施錠管理を

行いましょう。 

・試験材料（検査用試薬・陽性

試料等）の保管場所は検査・

試験室内等に制限しましょ

う。 

・無断で持ち出されることの無

いよう定期的に保管数量を

確認しましょう。 

・可能であれば警備員の巡回や

カメラ等の設置を行いまし

ょう。 

― ― ○ （洗剤等の保管場所） 

厨房の洗剤等、有害物質の保

管場所を定め、当該場所への

人の出入りを管理しましょ

う。また、使用日時や使用量

の記録、施錠管理を行いまし

ょう。 

・日常的に使用している洗剤等

についても、作業動線等も考

慮した管理方法等を定め、在

庫量を定期的に確認しまし

ょう。 

・保管は、食材保管庫や調理・

料理の保管エリアから離れ

た場所とし、栓のシーリング

等により、妥当な理由無く使

用することが無いよう、十分

に配慮しましょう。 

23 ○ 食品工場内の試験材料

（検査用試薬・陽性試

料等）や有害物質を紛

失した場合は、工場長

や責任者に報告し、工

場長や責任者はその対

応を決定する。 

・法令等に基づき管理方法等が

定められているものについ

ては、それに従い管理を行

う。 

・それ以外のものについては、

管理方法等を定め、在庫量の

定期的な確認、食品の取扱い

エリアや食品の保管エリア

から離れた場所での保管、栓

のシーリング等により、妥当

な理由無く有害物質を使用

することの無いよう、十分に

配慮した管理を行う。また試

験材料や有害物質の紛失が

発覚した場合の通報体制や

確認方法を構築する。 

○ （紛失時の対応） 

食品工場内の試験材料（検査

用試薬・陽性試料等）や有害

物質を紛失した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・法令等に基づき管理方法等が

定められているものについ

ては、それに従い管理しまし

ょう。 

・それ以外のものについても管

理方法等を定め、在庫量の定

期的な確認、食品の取扱いエ

リアや食品の保管エリアか

ら離れた場所での保管、栓の

シーリング等により、妥当な

理由無く有害物質を使用す

ることの無いよう、十分に配

慮した管理を行いましょう。

・試験材料や有害物質の紛失が

発覚した場合の通報体制や

確認方法を構築しておきま

しょう。 

― ― ○ （洗剤等の紛失時の対

応） 

厨房の洗剤等、有害物質を紛

失した場合は、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

― 

24 ○ 殺虫剤の保管場所を定

め、施錠による管理を

徹底する。 

・食品工場の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分につい

て事前に確認しておくこと

が重要である。 

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・食品工場の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分につい

て事前に確認しておくこと

が重要です。 

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・物流施設の従業員等が自ら殺

虫・防鼠等を行う場合は、使

用する殺虫剤の成分につい

て事前に確認しておくこと

が重要です。 

○ （殺虫剤の管理） 

殺虫剤の使用目的や保管場

所を定め、施錠による管理を

徹底しましょう。 

・調理・提供施設の従業員等が

自ら殺虫・防鼠等を行う場合

は、使用する殺虫剤の成分に

ついて事前に確認しておく

ことが重要です。 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

・殺虫剤を保管する場合は鍵付

きの保管庫等に保管し、使用

場所、使用方法、使用量等に

関する記録を作成する。 

・防虫・防鼠作業の委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定する。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参す

ることになるが、工場長等が

知らないうちに、委託業者か

ら従業員等が殺虫剤を譲り

受けたり、工場内に保管した

りするようなことがないよ

う、管理を徹底する。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作

成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参す

ることになりますが、施設責

任者等が知らないうちに、委

託業者から従業員等が殺虫

剤を譲り受けたり、施設内に

保管したりするようなこと

がないよう、管理を徹底しま

しょう。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作

成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場

合は、信頼できる業者を選定

し、殺虫対象、殺虫を行う場

所を勘案して、委託業者とよ

く相談の上、殺虫剤（成分）

を選定しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参す

ることになりますが、施設責

任者等が知らないうちに、委

託業者から従業員等が殺虫

剤を譲り受けたり、施設内に

保管したりするようなこと

がないよう、管理を徹底しま

しょう。 

・殺虫剤を施設内で保管する場

合は、鍵付きの保管庫等に保

管し、使用場所、使用方法、

使用量等に関する記録を作

成しましょう。 

・防虫作業を委託する場合は、

信頼できる業者を選定し、殺

虫対象、殺虫を行う場所を勘

案して、委託業者とよく相談

の上、殺虫剤（成分）を選定

しましょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、

殺虫剤は委託業者が持参す

ることになりますが、施設責

任者等が知らないうちに、委

託業者から従業員等が殺虫

剤を譲り受けたり、施設内に

保管したりするようなこと

がないよう、管理を徹底しま

しょう。 

・24 時間営業等で営業時間帯

に店内の清掃を行う場合に

は、店員の目の届く範囲で作

業を行うなど、異物混入に留

意しましょう。 

25 ○ 井戸、貯水、配水施設へ

の侵入防止措置を講じ

る。 

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決め、鍵

等による物理的な安全対策、

防御対策を講じる。 

○ （給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵

入防止措置を講じましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決めま

しょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立

入防止のため、鍵等による物

理的な安全対策、防御対策を

講じましょう。 

・貯水槽等の試験用水取出し口

や塩素投入口、空気抜き等か

らの異物混入防止対策を講

じましょう。 

・浄水器のフィルターについて

も定期的に確認しましょう。

― ― ○ （給水施設の管理） 

井戸、貯水、配水施設への侵

入防止措置を講じましょう。

・井戸、貯水、配水施設への出

入り可能な従業員を決めま

しょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立

入防止のため、鍵等による物

理的な安全対策、防御対策を

講じましょう。 

・貯水槽等の試験用水取出し口

や塩素投入口、空気抜き等か

らの異物混入防止対策を講

じましょう。 

・浄水器のフィルターについて

も定期的に確認しましょう。

26 ○ 井戸水を利用している

場合、確実な施錠を行

い、塩素消毒等浄化関

連設備へのアクセスを

防止すると共に、可能

であれば監視カメラ等

・井戸水に毒物を混入された場

合の被害は、工場全体に及ぶ

ため、厳重な管理が必要であ

る。 

○ （井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された

場合の被害は、工場全体に及

ぶため、厳重な管理が必要で

す。 

・井戸水を利用している場合

は、確実に施錠し、塩素消毒

等浄化関連設備へのアクセ

スを防止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で

監視しましょう。 

― ― ○ （井戸水の管理） 

井戸水に毒物を混入された

場合の被害は、接客（食事提

供）施設全体に及ぶため、厳

重な管理が必要です。 

・井戸水を利用している場合は

確実に施錠し、塩素消毒等浄

化関連設備へのアクセスを

防止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で

監視しましょう。 



4-18 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

で監視する。 

27 ○ コンピューター処理制

御システムや重要なデ

ータシステムについ

て、従業員の異動・退職

時等に併せてアクセス

権を更新する。アクセ

ス許可者は極力制限

し、データ処理に関す

る履歴を保存する。 

・コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムにアクセス可能

な従業員をリスト化し、か

つシステムの設置箇所に

鍵を設ける、ログインパス

ワードを設ける等の物理

的なセキュリティ措置を

講じる。 

○ （コンピューターの管

理） 

コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムへのアクセス許

可者は極力制限し、不正

なアクセスを防止しまし

ょう。 

・コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムにアクセス可能

な従業員をリスト化し、従

業員の異動・退職時等に併

せてアクセス権を更新し

ましょう。 

・アクセス許可者は極力制

限し、データ処理に関する

履歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵

を設ける、ログインパスワ

ードを設ける等の物理的

なセキュリティ措置を講

じましょう。 

○ （コンピューターの管

理） 

コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムへのアクセス許

可者は極力制限し、不正

なアクセスを防止しまし

ょう。 

・コンピューター処理制御

システムや重要なデータ

システムにアクセス可能

な従業員をリスト化し、従

業員の異動・退職時等に併

せてアクセス権を更新し

ましょう。 

・アクセス許可者は極力制

限し、データ処理に関する

履歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵

を設ける、ログインパスワ

ードを設ける等の物理的

なセキュリティ措置を講

じましょう。 

◯ 顧客情報の管理 

喫食予定の VIP の行動や

食事内容に関する情報へ

のアクセス可能者は、接

客の責任者などに限定し

ましょう。 

― 

 

■入出荷等の管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

28 ○ 資材や原材料等の受け

入れ時及び使用前に、

ラベルや包装を確認す

る。異常を発見した場

合は、工場長や責任者

に報告し、工場長や責

任者はその対応を決定

する。 

― ○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

資材や原材料等の受け入れ

時及び使用前に、ラベルや包

装の異常の有無、納入製品・

数量と、発注製品・数量との

整合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・資材や原材料等の受け入れ時

や使用前には、必ずラベルや

包装を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、責

任者に報告し、施設責任者は

その対応を決定しましょう。

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等

が紛れ込んでいないかに注

意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印な

ど、混入しづらく、混入が分

かりやすい対策も検討しま

しょう。 

○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

取扱商品等の受け入れ時及

び仕分け前に、ラベルや包装

の異常の有無、納入製品・数

量と、発注製品・数量との整

合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、施設

責任者に報告し、責任者はそ

の対応を決定しましょう。 

・入荷時には、事前に発送元か

ら通知のあったシリアルナ

ンバーと製品・数量に間違い

がないかを確認しましょう。

・出荷時には、シリアルナンバ

ーの付いた封印を行い、製

品・数量とともに荷受け側に

予め通知をする。事前通知に

は、車両のナンバーやドライ

バーの名前なども通知する

ことが望ましい。 

・取扱商品等の受け入れ時や仕

分け前には、必ずラベルや包

装、数量を確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、施

設責任者に報告し、施設責任

者はその対応を決定しまし

ょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等

が紛れ込んでいないかに注

意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印な

ど、混入しづらく、混入が分

かりやすい対策も検討しま

しょう。 

○ （ラベル・包装・数量の確

認） 

食材や食器等の受け入れ時

及び使用前に、ラベルや包装

の異常の有無、納入製品・数

量と、発注製品・数量との整

合性を確認しましょう。 

異常を発見した場合は、料理

長や責任者に報告し、料理長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・食材だけでなく食器等の受け

入れ時や使用前には、必ず数

量やラベル・包装を確認しま

しょう。 

・異常が発見された場合は、異

物混入の可能性も念頭に、施

設責任者や調理責任者に報

告し、施設責任者や調理責任

者はその対応を決定しまし

ょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合

は特に慎重に確認し、通常と

は異なるルートから商品等

が紛れ込んでいないかに注

意を払いましょう。 

・加工センターで調理された食

材の配送は、契約した配送業

者に依頼しましょう。 

・食材等は定期的な棚卸しの実

施や売上との乖離の確認に

より、定期的に点検しましょ

う。 
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29 ○ 資材や原材料等の納入

時の積み下ろし作業や

製品の出荷時の積み込

み作業を監視する。 

・積み下ろし、積み込み作業は

食品防御上脆弱な箇所であ

る。実務上困難な点はある

が、相互監視や、可能な範囲

でのカメラ等による監視を

行う。 

○ （積み下ろしや積み込み

作業の監視） 

資材や原材料等の納入時の

積み下ろし作業や製品の出

荷時の積み込み作業を監視

しましょう。 

・資材や原材料等積み下ろし、

積み込み作業は、人目が少な

かったり、外部の運送業者等

が行うことがあるため、食品

防御上脆弱な箇所と考えら

れます。 

・実務上困難な点もあります

が、相互監視や可能な範囲で

のカメラ等による監視を行

う等、何からの対策が望まれ

ています。 

○ （積み下ろしや積み込み

作業の監視） 

取扱商品等の納入時の積み

下ろし作業や出荷時の積み

込み作業にも気を配りまし

ょう。 

・積み下ろし、積み込み作業は、

人目が少なかったり、外部の

運送業者等が行うことがあ

るため、食品防御上脆弱な箇

所と考えられます。 

・実務上困難な点もあります

が、相互監視や可能な範囲で

のカメラ等による監視を行

う等、何からの対策が望まれ

ています。 

○ （積み下ろしの監視） 

食材や食器等の納入時の積

み下ろし作業は確認しまし

ょう。 

・食材や食器等の納入作業は、

食品防御上脆弱な箇所と考

えられます。 

・実務上困難な点はあります

が、従業員や警備スタッフの

立会や、可能な範囲でのカメ

ラ等による確認を行いまし

ょう。 

・無人の時間帯に食材等が搬入

される場合は、カメラ等によ

る確認を行いましょう。 

     〇（製品等の混在防止対策） 

・ハイセキュリティ製品と一般

製品が混ざる事の無いよう

に動線を確保し、物理的に分

離して保管しましょう。また

監視カメラを設置するなど

の対策が望ましい。 

・運搬・保管施設では、大規模

イベント用の商品と一緒に

一般の商品を取り扱う場合

があるため、枠で囲う、ライ

ンを分けるなどの対策が必

要です。 

○ （調理や配膳作業の監

視） 

調理や料理等の配膳時の作

業を確認しましょう。 

・調理や料理の配膳作業は、食

品防御上脆弱な箇所と考え

られます。 

・従業員同士の相互監視や、作

業動線の工夫、可能な範囲で

のカメラ等による確認を行

いましょう。 

30 ○ 納入製品・数量と、発注

製品・数量との整合性

を確認する。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認する。納入数量

が増加している場合は特に

慎重に確認を行い、通常とは

異なるルートとから製品が

紛れ込んでいないかに注意

を払う。 

（28 に統合） （28 に統合） （28 に統合） （28 に統合） （28 に統合） （28 に統合） 

31 ○ 保管中の在庫の紛失や

増加、意図的な食品汚

染行為の兆候・形跡等

が認められた場合は、

工場長や責任者に報告

し、工場長や責任者は

その対応を決定する。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認する。在庫量が

増加している場合は特に慎

重に確認し、外部から製品が

紛れ込んでいないかに注意

を払う。 

○ （在庫数の増減や汚染行

為の徴候への対応） 

保管中の在庫の紛失や増加、

意図的な食品汚染行為の兆

候・形跡等が認められた場合

は、施設責任者や調理責任者

に報告し、施設責任者や調理

責任者はその対応を決定し

ましょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・在庫量が増加している場合は

特に慎重に確認し、外部から

食材等が紛れ込んでいない

かに注意を払いましょう。 

○ （在庫数の増減や汚染行

為の徴候への対応） 

保管中の商品の紛失や増加、

意図的な食品汚染行為の兆

候・形跡等が認められた場合

は、施設責任者や調理責任者

に報告し、施設責任者や調理

責任者はその対応を決定し

ましょう。 

・数量が一致しない場合は、そ

の原因を確認しましょう。 

・食材等の在庫量が増加してい

る場合は特に慎重に確認し、

外部から食材等が紛れ込ん

でいないかに注意を払いま

しょう。 

○ （保管中の食材や料理数

の増減や汚染行為の徴候

への対応） 

保管中の食材や料理の紛失

や増加、意図的な食品汚染行

為の兆候・形跡等が認められ

た場合は、施設責任者や調理

責任者に報告し、施設責任者

や調理責任者はその対応を

決定しましょう。 

・保管中の食材や料理の数量が

一致しない場合は、その原因

を確認しましょう。 

・食材や食器、料理の保管数量

が増加している場合は特に

慎重に確認し、外部から食材

等が紛れ込んでいないか、慎

重に確認しましょう。 

32 ○ 製品の納入先から、納

入量の過不足（紛失や

増加）についての連絡

があった場合、工場長

や責任者に報告し、工

場長や責任者はその対

応を決定する。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認す

る。特に納入量が増加してい

る場合は慎重に確認し、外部

から製品が紛れ込んでいな

いかに注意を払う。 

○ （過不足への対応） 

製品の納入先から、納入量の

過不足（紛失や増加）につい

ての連絡があった場合、工場

長や責任者に報告し、工場長

や責任者はその対応を決定

しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認し

ましょう。 

・特に納入量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

製品が紛れ込んでいないか

に注意を払いましょう。 

○ （過不足への対応） 

取扱商品の納入先から、納入

量の過不足（紛失や増加）に

ついての連絡があった場合、

施設責任者に報告し、施設責

任者はその対応を決定しま

しょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認し

ましょう。 

・特に納入量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

商品が紛れ込んでいないか

に注意を払いましょう。 

○ （過不足への対応） 

お客様から、提供量の過不足

（特に増加）についての連絡

があった場合、施設責任者や

調理責任者に報告し、施設責

任者や調理責任者はその対

応を決定しましょう。 

・過不足の原因について、妥当

な説明がつくように確認し

ましょう。 

・特に提供量が増加している場

合は慎重に確認し、外部から

飲食料品が紛れ込んでいな

いかに注意を払いましょう。
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

33 ○ 製品納入先の荷受担当

者の連絡先を、誰でも

すぐに確認できるよう

にしておく。 

・食品工場内で意図的な食品汚

染行為等の兆候や形跡が認

められた場合は、被害の拡大

を防ぐため、至急納入先と情

報を共有する必要がある。納

入担当者が不在の場合でも、

代理の従業員が至急連絡で

きるように、予め手順・方法

を定めておくこと。 

○ （対応体制・連絡先等の

確認） 

製品納入先の荷受担当者の

連絡先を、誰でもすぐに確認

できるようにしておきまし

ょう。 

・食品工場内で意図的な食品汚

染行為等の兆候や形跡が認

められた場合は、被害の拡大

を防ぐため、至急納入先と情

報を共有しましょう。 

・納入担当者が不在の場合で

も、代理の従業員が至急連絡

できるように、予め手順・方

法を定めておきましょう。 

○ （対応体制・連絡先等の

確認） 

取扱商品納入先の荷受担当

者の連絡先を、誰でもすぐに

確認できるようにしておき

ましょう。 

・物流・保管施設内で意図的な

食品汚染行為等の兆候や形

跡が認められた場合は、被害

の拡大を防ぐため、至急発注

元や納入先と情報を共有し

ましょう。 

・発注・納入担当者が不在の場

合でも、代理の従業員が至急

連絡できるように、予め手

順・方法を定めておきましょ

う。 

○ （対応体制・連絡先等の

確認） 

喫食者に異変が見られた場

合の対応体制・連絡先等を、

誰でもすぐに確認できるよ

うにしておきましょう。 

・調理・提供施設内で意図的な

食品汚染行為等の兆候や形

跡が認められた場合は、被害

の拡大を防ぐため、至急施設

内で情報を共有しましょう。

・責任者が不在の場合でも、代

理の従業員が至急連絡でき

るように、予め手順・方法を

定めておきましょう。 
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２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断された不急の対策。 

 

■人的要素（従業員等） 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

35 ○ 敷地内の従業員等の所

在を把握する。 

・従業員の敷地内への出入りや

所在をリアルタイムでの把

握や、記録保存のために、カ

ードキーやカードキーに対

応した入退構システム等を

導入する。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員

等の所在を把握しましょ

う。 

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイ

ムでの把握や、記録保存のた

めに、カードキーやカードキ

ーに対応した入退構システ

ム等の導入を検討しましょ

う。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員

等の所在を把握しましょ

う。 

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイ

ムでの把握や、記録保存のた

めに、カードキーやカードキ

ーに対応した入退構システ

ム等の導入を検討しましょ

う。 

○ （従業員の所在把握） 

施設内・敷地内の従業員等の

所在を把握しましょう。 

・従業員の施設内・敷地内への

出入りや所在をリアルタイ

ムでの把握や、記録保存のた

めに、カードキーやカードキ

ーに対応した入退構システ

ム等の導入を検討しましょ

う。 

 

■施設管理 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 製造 解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

36 ○ 敷地内への侵入防止のた

め、フェンス等を設ける。 

・食品工場の敷地内への出入り

しやすい環境が多いため、敷

地内への立ち入りを防止す

ることが望ましい。 

○ （フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、

フェンス等を設けましまし

ょう。 

・食品工場の敷敷地内への出入

りしやすい環境が多いため、

敷地内への立ち入りを防止

するための対策（フェンス等

の設置）を検討しましょう。

○ （フェンス等の設置） 

敷地内への侵入防止のため、

フェンス等を設けましょう。

・物流・保管施設の敷地内への

出入りしやすい環境が多い

ため、敷地内への立ち入りを

防止するための対策（フェン

ス等の設置）を検討しましょ

う。 

○ （扉の施錠等の設置） 

接客（食事提供）施設内での

作業空間への侵入防止のた

め、扉への施錠等を検討しま

しょう。 

・接客（食事提供）施設の敷地

内へは、常にお客様が出入り

しています。作業用スペース

へのお客様の立ち入りを防

止するため、死角となるよう

な個所では、扉の施錠等の対

策を検討しましょう。 

・食材や原材料等が保管されて

いるバックヤードは、無人に

なることがあるため、確実に

施錠しましょう。 

37 ○ カメラ等により工場建屋

外の監視を行う。 

・カメラ等による工場建屋への

出入りを監視することによ

る抑止効果が期待でき、ま

た、有事の際の確認に有用で

ある。 

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により工場建屋外

の監視を検討しましょう。 

・カメラ等による工場建屋への

出入りを監視することは、抑

止効果が期待できると共に、

有事の際の確認に有用です。

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により物流・保

管施設建屋外の監視を検

討しましょう。 

・カメラ等による物流・保管施

設建屋への出入りを監視す

ることは、抑止効果が期待で

きると共に、有事の際の確認

に有用です。 

○ （監視カメラの設置） 

カメラ等により接客（食事提

供）施設建屋内外の監視を検

討しましょう。 

・カメラ等による接客（食事提

供）施設の建屋内外を監視す

ることは、抑止効果が期待で

きると共に、有事の際の確認

に有用です。 

38 ○ 警備員の巡回やカメラ等

により敷地内に保管中／

使用中の資材や原材料の

継続的な監視、施錠管理

等を行う。 

・資材・原料保管庫は人が常駐

していないことが多く、かつ

アクセスが容易な場合が多

い。可能な範囲で警備員の巡

回やカメラ等の設置、施錠確

認等を行う。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中／使用

中の資材や原材料の継続的

な監視、施錠管理等を行いま

しょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い資材・原料保管庫は、可

能な範囲で警備員の巡回や

カメラ等の設置、施錠確認等

を行いましょう。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中の商品

の継続的な監視、施錠管理等

を行いましょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い取扱商品の保管庫は、可

能な範囲で警備員の巡回や

カメラ等の設置、施錠確認等

を行いましょう。 

○ （継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等に

より敷地内に保管中／使用

中の食材や食器等の継続的

な監視、施錠管理等を行いま

しょう。 

・人が常駐していないことが多

く、アクセスが容易な場合が

多い食材保管庫は、カメラ等

の設置、施錠確認等を行いま

しょう。 

・警備員が配置されている規模

の大きな施設で、定期的な巡

回経路に組み込みましょう。
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３．大規模イベント時に必要な対応 

 

大規模イベント時には、ケータリング等、外部の食品工場等で調理された商品が搬入されることがあるため、配送用トラック等でも必要な対策。 

 

No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

39 ― ― ― ― ○ （お客様対策） 

不特定多数のお客様が出入りする接客（食事

提供）施設では、お客様に交じって意図的に

有害物質を混入することも考えられますので

対策を行いましょう。 

・接客（食事提供）施設では、不特定多数の人の

出入りがあるため、お客様に交じってカ意図

的に有害物質を混入することも考えられま

す。 

40 ― ― ― ― ○ （客席等の対策） 

客席等には、お冷や調味料、食器などは置か

ないようにしましょう。 

また、セルフサービスのサラダバーやドリン

クバー等での混入防止対策も必要です。 

・客席テーブル上のお冷や調味料、食器等に異物

が混入されると可能性も否定できません。 

・お冷等の飲み物はスタッフが提供する、お客用

の調味料等は、小分けされた物をその都度渡

すなど、異物を混入されにくい対応を検討し

ましょう。 

・お客様に交じっての異物混入を予防するため

には、可能な限りセルフサービスは避けるこ

とが望ましいでしょう。 

・冷等への異物混入を防止するために、封をする

などの対策を行いましょう。 

41 ― ― ― ― ○ （監視カメラの設置） 

お客が直接、食品に触れる様なカフェテリア

形式の配膳場所、サラダバー等には、カメラ

等による監視を検討しましょう。 

・不特定多数のお客様が出入りする飲食店等の

配膳場所やサラダバー等をカメラ等により監

視することは、抑止効果が期待できると共に、

有事の際の確認に有用です。 

42 ― ― ― ― ○ （厨房の防犯・監視体制の強化） 

厨房内には、作り置きの料理等が保管される

場合があります。保管の際には、冷蔵庫等に

カギをかける等の異物混入対策が必要です。 

― 

     ○ （報道陣対応） 

大規模なイベント時には、報道陣に紛れての

不審者の侵入にも注意しましょう。 

・報道関係者の駐車エリアも設定しておきまし

ょう。 

・報道関係者も施設内に立ち入る際には、適切な

許可を受けた者のみにしましょう。 

（     ○ （関係機関との連携強化） 

大規模なイベント時には、多くの関係機関と

の連携を密にし、迅速な情報の共有化に努め

ましょう。 

・大規模イベント時には、開催主体・食品事業者・

保健所等、多くの組織が運営に関与します。

・事故等発生時の連絡体制を構築し、情報の共有

と適切な対応に努めましょう。 

43 ― ― （荷台等への私物の持込み禁止） 

・配送用トラック等の車輛の荷台には、私物等

は持ち込ませない。また定期的に持ち込んで

いないかを確認しましょう。 

・荷台への私物の持ち込みは、異物混入のリス

クを高めるだけでなく、従業員への疑いも掛

かります。 

― ― 
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No. 
食品防御対策ガイドライン

(食品製造工場向け) 
解説 運搬・保管 解説 調理・提供 解説 

44 ― ― （無関係者の同乗禁止） 

・配送用トラック等の車輛には、運転手及び助

手以外の配送作業に関係しない人間は同乗さ

せない。 

・たとえ同じ会社の同僚・上司であっても配送

車輛への同乗は異物混入のリスクを高めま

す。 

― ― 

45 ― ― （荷台ドアの施錠） 

・配送用トラック等の荷台ドアに施錠が出来る

車輛での配送を行い、荷積み、荷卸し以外は荷

台ドアに施錠をしましょう。車輛を離れる際

は、荷台ドアの施錠を確認しましょう。 

― ― ― 

46 ― ― ・配送作業が無い場合でたとえ施設内に駐車し

た配送用トラック等の車輛でも必ず、運転席

や荷台ドアの施錠を行いましょう。 

・夜間や駐車中の車輛に行われる意図的な行為

に対いてのリスクを低減しましょう。 

・閉めると自動で鍵がかかる機能を持つ荷台の

扉などを積極的に導入し、駐車時等の盗難防

止に努めましょう。 

― ― 

47 ― ― （GPS 等による位置確認） 

・不測の事態が起こった場合などに備え、GPS が

搭載された車輛が望ましい。 

― ― ― 
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（別紙２） 

『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（令和元年度改訂版）』（案）と、

『食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）（令和元年度版）』（案）、『食品防

御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）（令和元年度版）』（案）について 

 

安全な食品を提供するために、食品工場では、HACCP システムや ISO を導入し、高度な衛生状態

を保っています。その一方で、衛生状態を保つだけでは、悪意を持って意図的に食品中に有害物質

等を混入することを防ぐことは困難とされています。 

2001 年 9 月 11 日の世界同時多発テロ事件以降、世界各国でテロ対策は、国家防衛上の優先的課

題となっています。特に米国では、食品医薬品局（Food and Drug Administration；FDA）が、農場、

水産養殖施設、漁船、食品製造業、運輸業、加工施設、包装工程、倉庫を含む全ての部門（小売業

や飲食店を除く）を対象とした、『食品セキュリティ予防措置ガイドライン“食品製造業、加工業お

よび輸送業編”』［Guidance for Industry: Food Producers, Processors, and Transporters: Food 

Security Preventive Measures Guidance, 2007.10］2を作成し、食品への有害物質混入等、悪意あ

る行為や犯罪、テロ行為の対象となるリスクを最小化するため、食品関係事業者が実施可能な予防

措置を例示しています。 

世界保健機関（World Health Organization；WHO）、2003 年に「Terrorists Threats to Food- 

Guidelines for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems（食品テロ

の脅威へ予防と対応のためのガイダンス）」を作成し、国際標準化機構（International Organization 

for Standardization: ISO）も「ISO 22000；食品安全マネジメントシステム－フードチェーンに関

わる組織に対する要求事項（Food safety management systems - Requirements for any 

organization in the food chain）」（2005 年 9月）や「ISO/TS 22002-1:2009 食品安全のための前

提条件プログラム－第1部:食品製造業（Prerequisite programmes on food safety -- Part 1: 

Food manufacturing）」（2009 年 12 月）を策定するなど、国際的にも食品テロに対する取り組みが

行われています。 

日本では、食品に意図的に有害物質を混入した事件としては、1984 年のグリコ・森永事件、1998

年の和歌山カレー事件、2008 年の冷凍ギョーザ事件、2013年の冷凍食品への農薬混入事件等が発生

しており、食品の製造過程において、意図的な有害物質の混入を避けるための「食品防御対策」の

必要性が高くなっています。 

2007 年以降、当研究班の前身である、「食品によるバイオテロの危険性に関する研究」や、「食

品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証に関する研究」において諸外国の取組の情報収集

や日本における意図的な食品汚染の防止策の検討が行われ、 

平成 23年度末には、日本の食品事業者が食品防御に対する理解を深め、実際の対策を検討できる

ように、過去の研究成果を基に、優先度の高い「１．優先的に実施すべき対策」と、将来的に実施

が望まれる「２．可能な範囲での実施が望まれる対策」の２つの推奨レベルに分けた食品製造者向

けのガイドライン「食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）」（案）やその解説、食品防御

の観点を取り入れた場合の総合衛生管理製造過程承認制度実施要領（日本版ＨＡＣＣＰ）［別表第１ 

承認基準］における留意事項（案）を作成しました。 

さらに、平成 25年度厚生労働科学研究費補助金「食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の

検証に関する研究班」では、平成 23 年度に作成した「食品防御対策ガイドライン（案）（食品製造

工場向け）」を中小規模の食品工場等での使用を前提により分かりやすく修正し、解説と一体化しま

                                                  
2 
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/fooddefense/ucm083075

.htm 
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した。 

この度、平成 29年度厚生労働科学研究費補助金「食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の

検証に関する研究班」では、『食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（平成 25年度改訂

版）の一部改訂案を作成すると共に、運搬や保管、接客施設等、食品の流通・提供の流れに沿って、

運搬・保管施設向けや、調理・提供施設向けのガイドラインの試作版（案）を作成したが、平成 30

年度においては、食品事業者等への聞き取り調査等を踏まえて加筆・修正し、（食品製造工場向け）

の改訂版（第 2案）、運搬・保管施設向けや、調理・提供施設向けのガイドラインの試作版（第 2案）

を作成し、令和元年度には、それらの最終案を作成した 

本ガイドライン等を参考に、食品に関係する多くの事業者が、関係する食品関連施設の規模や人

的資源等の諸条件を考慮しながら、「実施可能な対策の確認」や「対策の必要性に関する気付き」を

得て、定期的・継続的に食品防御対策が実施され、確認されることが望まれます。 

 

（別添１）食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け）（令和元年度改訂版）（案） 

（別添２）食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け）（令和元年度版）（案） 

（別添３）食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け）（令和元年度版）（案） 
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（別添１） 

食品防御対策ガイドライン（食品製造工場向け） 

  —意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（令和元年度改訂版）（案） 

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

○ 従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

（教育） 

○ 従業員等が自社の製品・サービスの品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くこ

とができるように、適切な教育を実施しましょう。 

解 説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、

重要なものです。労働安全衛生法に基づき、毎月 1 回開催されている安全

衛生委員会がある職場では、その場も有効に活用しましょう。 

・食品工場の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性があ

ることを認識し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いまし

ょう。 

・従業員の多様な背景を十分に理解して対応できるようにしましょう。 

・従業員の不満を早期に把握し対応するため、定期的なサーベイランスの実施、

第三者窓口や社長へ直接メール等の通報制度を活用しましょう。 

・従業員の人間関係を良好に保つため、普段からのコミュニケーションを心

掛けましょう。 

 

（教育内容） 

○ 定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含

め、その重要性を認識してもらいましょう 

解 説 

・食品防御の教育の目的は、食品防御に対する意識を持ってもらうことであり、

従業員等の監視を強化することではないことに留意しましょう。 

・食品防御対策は、食品衛生対策とは異なる視点が必要であることを理解してもらい

ましょう。 

・採用時や定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防

措置に関する内容を含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・自社で製造した飲食料品に意図的な食品汚染が発生した場合、顧客や行政はま

ず製造工場の従業員等に疑いの目を向ける可能性があるということを、従業員

等に認識してもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感

を認識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた

内容に限定する等の工夫や留意が必要です。 

・従業員への教育では、具体的な事例や手口を伝えないように注意することが重
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要です。教育用媒体を有効に活用しましょう。 

・万が一犯行に及んだ場合には、刑事罰を受けることも教育しておきましょう。

・SNSの利用に関する注意を行いましょう。 

 

（勤務状況等の把握） 

○ 従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解 説 

・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する

仕組みを構築しておくことは、自社製品に意図的な食品汚染が疑われた場合

の調査に有用です。 

 

（危機管理体制の構築） 

○ 製品の異常を早い段階で探知するため苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築す

ると共に、リスク情報に関するモニタリングを実施しましょう。 

○ 万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自社製品に意図的な食品汚

染が疑われた場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、製品の回収、保管、廃棄等の

手続きを定めておきましょう。 

解 説 

・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記

しておくことは、万が一、製品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われ

た場合の関係部署への情報提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても

把握に努め、これらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受

けた責任者は故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。

 

（異常発見時の報告） 

○ 従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不要物、異臭等に気が付いた時には、す

ぐに施設責任者や調理責任者に報告しましょう。 

解 説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しまし

ょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に

責任者に報告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等3） 

従業員採用時の留意点 

（身元の確認等） 

○ 従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解 説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な

範囲で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、マイナンバーカード、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しましょう。 

・外国籍の人に対しては「在留証明書」の原本を確認しましょう。 

                                                  
3 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、

“食品防御に対する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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・イベント期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様と

なるように、派遣元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

・採用後も、住所や電話番号が変更されていないかを定期的に確認しましょ

う。 

 

（従業員の配置） 

○ フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解 説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、

同僚の不審な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を

行い、不平・不満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

○ 従業員等の制服や名札、IDバッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解 説 

・製造施設への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服や名札、ID

バッジ、鍵（キーカード）等は厳重に管理しましょう。 

・名札や社員証等は、可能な限り顔写真付きのものにしましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返

却してもらいましょう。 

 

（私物の持込みと確認） 

○ 私物を製造現場内へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されているかを定期的

に確認しましょう。 

解 説 

・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として製造現場内へ

は、持ち込まないようにしましょう。 

・私物（財布などの貴重品）は金庫などの鍵のかかる貴重品保管場所に保管し、

作業場には原則として持ち込まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築してお

きましょう。 

・従業員立会いの下、不定期でロッカーを点検し、不審物の持込の未然防止に

努めましょう。 

 

（出勤時間・言動の変化等の把握） 

○ 従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しまし

ょう。 

解 説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・

不満等だけでなく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・製造現場の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面談等を

通じて、従業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょう。

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても
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確認しましょう。 

・深夜の時間帯での勤務のみを希望する者についても、同様にその理由を確

認し、出退勤時間を管理しましょう。 

・他人への成りすましを防ぐため、指紋認証システムを出退勤のチェックに

導入している企業もあります。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

○ 就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で

働いているようにしましょう。 

解 説 

・製品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、施設

の規模に応じて他部署への理由のない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」

や「持ち場」等を明確に識別できるようにしましょう。 

・倉庫内での荷物の運搬に利用するフォークリフト等にも運転者の氏名を表示

するなど、使用者が分かりやすい状況を作りましょう。 

 

（新規採用者の紹介） 

○ 新規採用者は、朝礼等の機会に紹介し、見慣れない人への対応力を高めましょう。 

解 説 

・新規採用者は朝礼等の機会に紹介し、皆さんに識別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけても

らいましょう。 

・日々の挨拶や態度で異変を感じたら直ぐに上司に報告しましょう。 

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

○ 身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同

行しましょう。 

解 説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう（顔写真付きが望ましい）。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

 ②事前予約がない場合や初めての訪問者 

○ 原則として事務所等で対応し、工場の製造現場への入構を認めない。 

解 説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として製造現場には入構させず、事務所等で対

応しましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れた

場合は、事前予約がある場合と同様に対応しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

○ 訪問者（業者）用の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を防止

しましょう。 

解 説 
・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制

限することは現実的ではありません。 
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・駐車エリアは、原材料や商品の保管庫やゴミ搬出場所等、直接食品に手を触

れることができるような場所とはできるだけ離れていることが望ましいでし

ょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業

者等）については、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリア

を設定しておきましょう。 

 

（業者の持ち物確認） 

○ 食品工場内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者）の持ち物は十分確認し、不要なも

のを持ち込ませないようにしましょう。 

解 説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で

作業することもある業者については、全ての作業に同行することは困難です。

・立入り業者については、制服・顔写真付き社員証等を確認しましょう。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませな

いようにしましょう。 

・可能であれば、入場時と退場時に業者の同意を得て、鞄を開けた状態でデジ

タルカメラによる写真撮影により、証拠を残しましょう。 

 

（郵便・宅配物の受取場所） 

○ 郵便、宅配物等の受け入れ先（守衛所、事務所等）を定めておきましょう。 

解 説 

・郵便局員や宅配業者が、食品工場の建屋内に無闇に立ち入ることや、施設内

に置かれている食材等に近づくことは、異物混入の危険性を高めます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先は、守衛所、事務所等の数箇所の定められた場所

に限定しておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、食品工場内に無闇に立ち入ることや、建屋外に置か

れている資材・原材料や製品に近づけないように、立ち入り可能なエリアを

事前に設定しておきましょう。 

 

■施設管理 

（調理器具等の定数管理） 

○ 使用する原材料や調理器具、洗剤等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解 説 

・食品工場で使用する原材料や工具等について、定数・定位置管理を行い、過不

足や紛失に気づきやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょ

う。 

・また、食品に直接手を触れることができる製造工程や従事者が少ない場所等、

意図的に有害物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょ

う。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

○ 食品に直接手を触れることができる仕込みや袋詰めの工程や、従事者が少ない場所等、意図

的に有害物質を混入しやすい箇所を把握し、可能な限り手を触れない様にカバーなどの防御

対策を検討しましょう。 
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解 説 

・仕込みや包装前の製品等に直接手を触れることが可能な状況が見受けられ

る。 

・特に脆弱性が高いと判断された箇所は、見回りの実施、従業員同士による相

互監視、監視カメラの設置等を行うと共に、可能な限り手を触れられない構

造に改修する。 

 

（無人の時間帯の対策） 

○ 工場が無人となる時間帯についての防犯対策を講じましょう。 

解 説 

・工場が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が遅れます。

・終業後は必ず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 

・製造棟が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにしましょ

う。 

・施錠以外にも、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

○ 鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 

解 説 
・鍵の使用権を設定し、誰でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

○ 製造棟、保管庫への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 

解 説 

・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる製造棟、保管庫は、機械

警備、補助鍵の設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を

取りましょう。 

 

（確実な施錠） 

○ 製造棟の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の対策を取

りましょう。 

解 説 

・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先

度を設定し、施設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画し

ましょう。 

 

（試験材料等の管理） 

○ 食品工場内の試験材料（検査用試薬・陽性試料等）や有害物質の保管場所を定め、当該場所

への人の出入りを管理しましょう。また、使用日時や使用量の記録、施錠管理を行いましょ

う。 

解 説 

・試験材料（検査用試薬・陽性試料等）の保管場所は検査・試験室内等に制限し

ましょう。 

・無断で持ち出されることの無いよう定期的に保管数量を確認しましょう。 

・可能であれば警備員の巡回やカメラ等の設置を行いましょう。 

 

（紛失時の対応） 

○ 食品工場内の試験材料（検査用試薬・陽性試料等）や有害物質を紛失した場合は、工場長や
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責任者に報告し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・法令等に基づき管理方法等が定められているものについては、それに従い管

理しましょう。 

・それ以外のものについても管理方法等を定め、在庫量の定期的な確認、食品

の取扱いエリアや食品の保管エリアから離れた場所での保管、栓のシーリン

グ等により、妥当な理由無く有害物質を使用することの無いよう、十分に配

慮した管理を行いましょう。 

・試験材料や有害物質の紛失が発覚した場合の通報体制や確認方法を構築して

おきましょう。 

 

（殺虫剤の管理） 

○ 殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解 説 

・食品工場の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤の成

分について事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使

用方法、使用量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫

を行う場所を勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しま

しょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになります

が、施設責任者等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り

受けたり、施設内に保管したりするようなことがないよう、管理を徹底しま

しょう。 

 

（給水施設の管理） 

○ 井戸、貯水、配水施設への侵入防止措置を講じましょう。 

解 説 

・井戸、貯水、配水施設への出入り可能な従業員を決めましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立入防止のため、鍵等による物理的な安全対策、防

御対策を講じましょう。 

・貯水槽等の試験用水取出し口や塩素投入口、空気抜き等からの異物混入防止

対策を講じましょう。 

・浄水器のフィルターについても定期的に確認しましょう。 

 

（井戸水の管理） 

○ 井戸水に毒物を混入された場合の被害は、工場全体に及ぶため、厳重な管理が必要です。 

解 説 

・井戸水を利用している場合は、確実に施錠し、塩素消毒等浄化関連設備へのア

クセスを防止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で監視しましょう。 

 

（コンピューターの管理） 

○ コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムへのアクセス許可者は極力制限

し、不正なアクセスを防止しましょう。 

解 説 ・コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムにアクセス可
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能な従業員をリスト化し、従業員の異動・退職時等に併せてアクセス権を

更新しましょう。 

・アクセス許可者は極力制限し、データ処理に関する履歴を保存しましょ

う。 

・システムの設置箇所に鍵を設ける、ログインパスワードを設ける等の物理

的なセキュリティ措置を講じましょう。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

○ 資材や原材料等の受け入れ時及び使用前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、

発注製品・数量との整合性を確認しましょう。 

○ 異常を発見した場合は、工場長や責任者に報告し、工場長や責任者はその対応を決定しまし

ょう。 

解 説 

・資材や原材料等の受け入れ時や使用前には、必ずラベルや包装を確認しま

しょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、責任者に報告し、施

設責任者はその対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルート

から商品等が紛れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印など、混入しづらく、混入が分かりやすい対策も

検討しましょう。 

 

（積み下ろしや配膳作業の監視） 

○ 資材や原材料等の納入時の積み下ろし作業や製品の出荷時の積み込み作業を監視しましょ

う。 

解 説 

・資材や原材料等積み下ろし、積み込み作業は、人目が少なかったり、外部の運

送業者等が行うことがあるため、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点もありますが、相互監視や可能な範囲でのカメラ等による監

視を行う等、何からの対策が望まれています。 

 

（在庫数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

○ 保管中の在庫の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施

設責任者や調理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・在庫量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等が紛れ込ん

でいないかに注意を払いましょう。 

 

（過不足への対応） 

○ 製品の納入先から、納入量の過不足（紛失や増加）についての連絡があった場合、工場長や

責任者に報告し、工場長や責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 
・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に納入量が増加している場合は慎重に確認し、外部から製品が紛れ込んで
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いないかに注意を払いましょう。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

○ 製品納入先の荷受担当者の連絡先を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解 説 

・食品工場内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合は、被

害の拡大を防ぐため、至急納入先と情報を共有しましょう。 

・納入担当者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め

手順・方法を定めておきましょう。 

 
 
２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断され

た不急の対策。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

○ 施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解 説 

・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在のリアルタイムでの把握や、記録保

存のために、カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を

検討しましょう。 

 

■施設管理 

（フェンス等の設置） 

○ 敷地内への侵入防止のため、フェンス等を設けましましょう。 

解 説 
・食品工場の敷敷地内への出入りしやすい環境が多いため、敷地内への立ち入

りを防止するための対策（フェンス等の設置）を検討しましょう。 

 

（監視カメラの設置） 

○ カメラ等により工場建屋外の監視を検討しましょう。 

解 説 
・カメラ等による工場建屋への出入りを監視することは、抑止効果が期待でき

ると共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

○ 警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中／使用中の資材や原材料の継続的な監視、施

錠管理等を行いましょう。 

解 説 

・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い資材・原料保

管庫は、可能な範囲で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いま

しょう。 
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（別添２） 

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

・ 従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

（教育） 

・ 従業員等が取扱製品の品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるよ

うに、適切な教育を実施しましょう。 

解 説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、

重要なものです。労働安全衛生法に基づき、毎月開催されている安全衛生委

員会がある職場では、その場も有効に活用しましょう。 

・物流・保管施設の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能

性があることを認識し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行

いましょう。 

・従業員の不満を早期に把握し対応するため、定期的なサーベイランスの実施、

第三者窓口や社長へ直接メール等の通報制度を活用しましょう。 

・従業員の人間関係を良好に保つため、普段からのコミュニケーションを心掛け

ましょう。 

 

（教育内容） 

・ 定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含

め、その重要性を認識してもらいましょう。 

解 説 

・食品防御の教育の目的は、食品防御に対する意識を持ってもらうことであり、

従業員等の監視を強化することではないことに留意しましょう。 

・食品防御対策は、食品衛生対策とは異なる視点が必要であることを理解しても

らいましょう。 

・採用時や定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防

措置に関する内容を含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・取扱商品で意図的な食品汚染が発生した場合、顧客や行政はまず当該施設内の

従業員等に疑いの目を向ける可能性があるということを、従業員等に認識して

もらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感

を認識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた

内容に限定する等の工夫や留意が必要です。 

・従業員への教育では、具体的な事例や方法を伝えないように注意することが重

要です。 

食品防御対策ガイドライン（運搬・保管施設向け） 

  —意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（令和元年度版）（案） 
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・万が一犯行に及んだ場合には、刑事罰だけでなく民事訴訟（損害賠償請求など）

を受けることも教育しておきましょう。教育用媒体を有効に活用しましょう。

・SNSの利用に関する注意を行いましょう。 

 

（勤務状況等の把握） 

・ 従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解 説 

・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕

組みを構築しておくことは、自社の取扱商品に意図的な食品汚染が疑われた場

合の調査に有用です。 

 

（危機管理体制の構築） 

・ 製品の異常を早い段階で探知するため苦情や健康危害情報等を集約・解析する仕組みを構築す

ると共に、リスク情報に関するモニタリングを実施しましょう。 

・ 万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自社の取扱商品に意図的な

食品汚染が疑われた場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、製品の回収、保管、廃

棄等の手続きを定めておきましょう。 

解 説 

・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記し

ておくことは、万が一、取扱商品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われ

た場合の関係部署への情報提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把

握に努め、これらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を

受けた責任者は故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょ

う。 

 

（異常発見時の報告） 

・ 従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不要物、異臭等に気が付いた時には、

すぐに施設責任者に報告しましょう。 

解 説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しまし

ょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に

責任者に報告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等4） 

＜従業員採用時の留意点＞ 

（身元の確認等） 

・ 従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解 説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な

範囲で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、マイナンバーカード、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しましょう。 

                                                  
4 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、

“食品防御に対する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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・外国籍の人に対しては「在留証明書」の原本を確認しましょう。 

・イベント期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様に、

派遣元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

・採用後も、住所や電話番号が変更されていないかを定期的に確認しましょう。 

 

（従業員の配置） 

・ フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解 説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、

同僚の不審な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えていないかを確認しましょう。 

・倉庫側の管理が及ばない外部組織の従業員が荷揚げや搬入を行っている場

合には、外部組織とも十分に連携した管理を行いましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

・ 従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解 説 

・保管施設や仕分け現場への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服

や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）等は厳重に管理しましょう。 

・名札や社員証等は、可能な限り顔写真付きのものにしましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を確実に返却

してもらいましょう。 

   

（私物の持込みと確認） 

・ 私物を仕分け現場へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守されていることを確認

かを定期的に確認しましょう。 

解 説 

・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として仕分け現場内

へは、持ち込まないようにしましょう。 

・私物（財布などの貴重品）は金庫などの鍵のかかる貴重品保管場所に保管し、

作業場には原則として持ち込まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームなどでも相互にチェックできる体制を構築してお

きましょう。 

・従業員立会いの下、不定期でロッカーを点検し、不審物の持込の未然防止に

努めましょう。 

 

（出勤時間・言動の変化等の把握） 

・ 従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しまし

ょう。 

解 説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不

満等だけでなく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・物流・保管施設の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面
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談等を通じて、従業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょ

う。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確

認しましょう。 

・深夜の時間帯での勤務のみを希望する者についても、同様にその理由を確認

し、出退勤時間を管理しましょう。 

・他人への成りすましを防ぐため、指紋認証システムを出退勤のチェックに導入

している企業もあります。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

・ 就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動を認められた範囲の中で

働いているようにしましょう。 

解 説 

・取扱商品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくするために、施

設の規模に応じて他部署への理由のない移動を制限しましょう。 

・制服や名札、帽子の色、ID バッジ等によって、全従業員の「移動可能範囲」や

「持ち場」等を明確に識別できるようにしましょう。 

・倉庫内での荷物の運搬に利用するフォークリフト等にも運転者の氏名を表示

するなど、使用者が分かりやすい状況を作りましょう。 

 

（新規採用者の紹介） 

・ 新規採用者は、朝礼等の機会に紹介し、見慣れない人への対応力を高めましょう。 

解 説 

・新規採用者は朝礼等の機会に紹介し、皆さんに識別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもら

いましょう。 

･日々の挨拶や態度で異変を感じたら直ぐに上司に報告しましょう。 

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

・ 身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行

しましょう。 

解 説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう（顔写真付きが望ましい）。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

・原則として事務所等で対応し、工場の製造現場への入構を認めない。 

解 説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として仕分け現場には入構させず、事務所等で

対応しましょう。 

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れた場

合は、事前予約がある場合と同様に対応しましょう。 

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

・ 訪問者（業者）用の駐車場を設定したり、駐車許可証を発行する等、無許可での駐車を防止し

ましょう。 



4-39 

解 説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限

することは現実的ではありません。 

・駐車エリアは、取扱商品保管庫やゴミ搬出場所等、直接商品に手を触れること

ができるような場所とはできるだけ離れていることが望ましいでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業

者等）については、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリア

を設定しておきましょう。 

 

（業者の持ち物確認） 

・ 物流・保管施設内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者）の持ち物は十分確認し、不要

なものを持ち込ませないようにしましょう。 

解 説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で

作業することもある業者については、全ての作業に同行することは困難です。

・立入り業者については、制服・顔写真付き社員証等を確認しましょう。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませない

ようにしましょう。 

・可能であれば、入場時と退場時に業者の同意を得て、鞄を開けた状態でデジタ

ルカメラによる写真撮影により、証拠を残しましょう。 

 

（郵便・宅配物の受取場所） 

・ 郵便、宅配物等の受け入れ先（守衛所、事務所等）を定めておきましょう。 

解 説 

・郵便局員や宅配業者が、物流・保管施設の建屋内に無闇に立ち入ることや、施

設内に置かれている商品等に近づくことは、異物混入の危険性を高めます。 

・郵便、宅配物等の受け入れ先は、守衛所、事務所等の数箇所の定められた場所

に限定しておきましょう。 

・郵便局員や宅配業者が、物流・保管施設内に無闇に立ち入ることや、建屋外に

置かれている取扱商品等に近づけないように、立ち入り可能なエリアを事前に

設定しておきましょう。 

 

■施設管理 

（仕分け用具等の定数管理） 

・ 使用する仕分け作業用の器具や工具等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解 説 

・物流施設で使用する機器や工具等について、定数・定位置管理を行い、過不足

や紛失に気づきやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。

・取扱商品に直接手を触れることができる製造工程や従事者が少ない場所等、意

図的に有害物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しましょう。 

・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

・ 取扱商品に直接手を触れることができる仕込みや袋詰めの工程や、従事者が少ない場所等、

意図的に有害物質を混入しやすい箇所を把握し、可能な限り手を触れない様にカバーなどの

防御対策を検討しましょう。 
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解 説 

・仕込みや包装前の取扱商品等に直接手を触れることが可能な状況が見受けら

れます。 

・特に脆弱性が高いと判断された箇所は、見回りの実施、従業員同士による相

互監視、監視カメラの設置等を行うと共に、可能な限り手を触れられない構

造に改修しましょう。 

 

（無人の時間帯の対策） 

・ 物流・保管施設が無人となる時間帯についての防犯対策を講じる。 

解 説 

・物流・保管施設が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対応が

遅れます。 

・終業後は必ず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 

・物流・保管施設が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないようにし

ましょう。 

・施錠以外にも、無人の時間帯の防犯対策を講じましょう。 

 

（鍵の管理） 

・ 鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 

解 説 
・鍵の使用権を設定し、誰でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

・ 物流・保管施設への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 

解 説 

・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる物流・保管施設は、機械警

備、補助鍵の設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を取

りましょう。 

 

（確実な施錠） 

・ 物流・保管施設の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等の

対策を取りましょう。 

解 説 

・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度

を設定し、施設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しまし

ょう。 

 

（殺虫剤の管理） 

・ 殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解 説 

・物流・保管施設の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤

の成分について事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使

用方法、使用量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫

を行う場所を勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しま

しょう。 

・殺虫・防鼠等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、
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施設責任者等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けた

り、施設内に保管したりするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。

 

（コンピューターの管理） 

・ コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムへのアクセス許可者は極力制限し、

不正なアクセスを防止しましょう。 

解 説 

・コンピューター処理制御システムや重要なデータシステムにアクセス可能

な従業員をリスト化し、従業員の異動・退職時等に併せてアクセス権を更新

しましょう。 

・アクセス許可者は極力制限し、データ処理に関する履歴を保存しましょう。 

・システムの設置箇所に鍵を設ける、ログインパスワードを設ける等の物理的な

セキュリティ措置を講じましょう。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

・ 取扱商品等の受け入れ時及び仕分け前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発注

製品・数量との整合性を確認しましょう。異常を発見した場合は、施設責任者に報告し、責任者

はその対応を決定しましょう。 

・ 入荷時には、事前に発送元から通知のあったシリアルナンバーと製品・数量に間違いがないか

を確認しましょう。 

・ 出荷時には、シリアルナンバーの付いた封印を行い、製品・数量とともに荷受け側に予め通知

をする。事前通知には、車両のナンバーやドライバーの名前なども通知することが望ましい。 

解 説 

・取扱商品等の受け入れ時や仕分け前には、必ずラベルや包装を確認しましょ

う。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、施設責任者に報告し、

施設責任者はその対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから

商品等が紛れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

・運搬時のコンテナ等の封印など、混入しづらく、混入が分かりやすい対策も検

討しましょう。 

 

（積み下ろしや積み込み作業の監視） 

・ 取扱商品等の納入時の積み下ろし作業や出荷時の積み込み作業を監視しましょう。 

解 説 

・積み下ろし、積み込み作業は、人目が少なかったり、外部の運送業者等が行う

ことがあるため、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点もありますが、相互監視や可能な範囲でのカメラ等による監視

を行う等、何からの対策が望まれています。 

 

（製品等の混在防止対策） 

・ ハイセキュリティ製品と一般製品が混ざる事の無いように動線を確保し、物理的に分離して

保管しましょう。また監視カメラを設置するなどの対策が望ましい。 
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解 説 
・物流・保管施設では、大規模イベント用の商品と一緒に一般の商品を取り扱う

場合があるため、枠で囲う、ラインを分けるなどの対策が必要です。 

 

（在庫数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

・ 保管中の商品の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合は、施

設責任者や調理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・食材等の在庫量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部から食材等が紛

れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

 

（過不足への対応） 

・ 取扱商品の納入先から、納入量の過不足（紛失や増加）についての連絡があった場合、施設責

任者に報告し、施設責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に納入量が増加している場合は慎重に確認し、外部から商品が紛れ込んでい

ないかに注意を払いましょう。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

・ 取扱商品納入先の荷受担当者の連絡先を、誰でもすぐに確認できるようにしておきましょう。 

解 説 

・物流・保管施設内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合

は、被害の拡大を防ぐため、至急発注元や納入先と情報を共有しましょう。

・発注・納入担当者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、

予め手順・方法を定めておきましょう。 

 

 

２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断され

た不急の対策。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

・ 施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解 説 

・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保

存のために、カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を

検討しましょう。 

 

■施設管理 

（フェンス等の設置） 

・ 敷地内への侵入防止のため、フェンス等を設けましましょう。 

解 説 
・物流・保管施設の敷敷地内への出入りしやすい環境が多いため、敷地内への立

ち入りを防止するための対策（フェンス等の設置）を検討しましょう。 
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（監視カメラの設置） 

・ カメラ等により物流・保管施設建屋外の監視を検討しましょう。 

解 説 
・カメラ等による物流・保管施設建屋への出入りを監視することは、抑止効果が

期待できると共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

・ 警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中の商品の継続的な監視、施錠管理等を行いま

しょう。 

解 説 

・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い取扱商品の保

管庫は、可能な範囲で警備員の巡回やカメラ等の設置、施錠確認等を行いま

しょう。 

 

 

３．大規模イベント時に必要な対応 

 

（配送（トラック）） 

 （荷台等への私物の持込み） 

・ 車輛の荷台には、私物等は持ち込ませない。また定期的に持ち込んでいないかを確認しまし

ょう。 

解 説 
・荷台への私物の持ち込みは、異物混入のリスクを高めるだけでなく、従業員へ

の疑いも掛かります。 

 

 （無関係者の同乗禁止） 

・ 車輛には、運転手及び助手以外の配送作業に関係しない人間は同乗させない。（配送（トラッ

ク） 

解 説 
・たとえ同じ会社の同僚・上司であっても配送車輛への同乗は異物混入のリス

クを高めます。 

 

 （荷台ドアの施錠） 

・ 荷台ドアに施錠が出来る車輛での配送を行い、荷積み、荷卸し以外は荷台ドアに施錠をしま

しょう。車輛を離れる際は、荷台ドアの施錠を確認しましょう。 

・ 配送作業が無い場合でたとえ施設内に駐車した車輛でも必ず、運転席や荷台ドアの施錠を行

いましょう。 

解 説 

・夜間や駐車中の車輛に行われる意図的な行為に対いてのリスクを低減しまし

ょう。 

・閉めると自動で鍵がかかる機能を持つ荷台の扉などを積極的に導入し、駐車

時等の盗難防止に努めましょう。 

 

 （GPS 等による位置確認） 

・ 不測の事態が起こった場合などに備え、GPS が搭載された車輛が望ましい。 
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（別添３） 

 
１．優先的に実施すべき対策 

 

■組織マネジメント 

（職場環境づくり） 

・ 従業員等が働きやすい職場環境づくりに努めましょう。 

（教育） 

・ 従業員等が取扱製品の品質と安全確保について高い責任感を感じながら働くことができるよ

うに、適切な教育を実施しましょう。 

解 説 

・働きやすい快適な職場環境は、職場に対する不満等を抱かせないためにも、

重要なものです。労働安全衛生法に基づき、毎月開催されている安全衛生委

員会がある職場では、その場も有効に活用しましょう。 

・接客施設の責任者は従業員が職場への不平・不満から犯行を行う可能性がある

ことを認識し、対応可能な食品防御対策の検討や、従業員教育を行いましょう。

・様々な地域からの来訪者が想定されます。多様性を十分に理解して対応できる

ようにしましょう。 

・従業員の不満を早期に把握し対応するため、定期的なサーベイランスの実施、

第三者窓口や社長へ直接メール等の通報制度を活用しましょう。 

・従業員の人間関係を良好に保つため、普段からのコミュニケーションを心掛

けましょう。 

 

（教育内容） 

・ 定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防措置に関する内容を含

め、その重要性を認識してもらいましょう。 

解 説 

・食品防御の教育の目的は、食品防御に対する意識を持ってもらうことであり、

従業員等の監視を強化することではないことに留意しましょう。 

・食品防御対策は、食品衛生対策とは異なる視点が必要であることを理解しても

らいましょう。 

・採用時や定期的な従業員教育の中に、意図的な食品汚染に関する脅威や、予防

措置に関する内容を含め、その重要性を認識してもらいましょう。 

・施設内で提供した飲食料品に意図的な食品汚染が発生した場合、顧客や行政は

まず当該施設内の従業員等に疑いの目を向ける可能性があるということを、従

業員等に認識してもらいましょう。 

・従業員等には、自施設のサービスの品質と安全を担っているという強い責任感

を認識してもらいましょう。 

・臨時スタッフについても同様の教育を行いましょう。 

・従業員教育の際には、内部による犯行を誘発させないよう、部署ごとに応じた

内容に限定する等の工夫や留意が必要です。 

食品防御対策ガイドライン（調理・提供施設向け） 

—意図的な食品汚染防御のための推奨項目— 

（令和元年度版）（案） 
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・従業員への教育では、具体的な事例や方法を伝えすぎないように注意すること

が重要です。教育用媒体を有効に活用しましょう。 

・万が一犯行に及んだ場合には、刑事罰だけでなく民事訴訟（損害賠償請求な

ど）を受けることも教育しておきましょう。 

・SNSの利用に関する注意を行いましょう。 

 

（勤務状況等の把握） 

・ 従業員の勤務状況、業務内容、役割分担等を正確に把握しましょう。 

解 説 

・平時から、従業員の勤務状況や業務内容、役割分担について正確に記録する仕

組みを構築しておくことは、自施設で提供した飲食料品に意図的な食品汚染が

疑われた場合の調査に有用です。 

 

（危機管理体制の構築） 

・ 提供した飲食料品の異常を早い段階で探知するため、苦情や健康危害情報等を集約・解析する

仕組みを構築しましょう。 

・ 万一、意図的な食品汚染が発生した際に迅速に対処できるよう、自施設で提供した飲食料品

に意図的な食品汚染が疑われた場合の保健所等への通報・相談や社内外への報告、飲食料品

の回収、保管、廃棄等の手続きを定めておきましょう。 

解 説 

・社内の連絡網、保健所・警察等関係機関への連絡先等をマニュアル等に明記し

ておくことは、万が一、取扱商品に意図的な食品汚染が判明した場合や疑われ

た場合の関係部署への情報提供を円滑に行うために有用です。 

・苦情、健康危害情報等については、販売店経由で寄せられる情報についても把

握に努め、これらの情報等についても企業内で共有しましょう。 

・異物混入が発生した際には、原因物質に関わらず、責任者に報告し、報告を受

けた責任者は故意による混入の可能性を排除せずに対策を検討しましょう。 

・施設内での情報伝達の際には警備班や、外部の関係機関等（警察・消防・関係

省庁・自治体・保健所等）と連携して行いましょう。 

・事前に決めたルールに通りに対応できない場合の対応者と責任者を決めてお

きましょう。 

 

（異常発見時の報告） 

・ 従業員等や警備員は、施設内や敷地内での器物の破損、不用物、異臭等に気が付いた時には、

すぐに施設責任者や調理責任者に報告しましょう。 

解 説 

・警備や巡回時に確認する項目をチェックリスト化し、警備の質を確保しまし

ょう。 

・故意による器物の破損や悪意の落書きなどの予兆を見つけた場合は、早急に

責任者に報告しましょう。 

 

■人的要素（従業員等5） 

＜従業員採用時の留意点＞ 

（身元の確認等） 

                                                  
5 派遣社員、連続した期間工場内で業務を行う委託業者などについても、同様の扱いが望まれる。可能であれば、

“食品防御に対する留意”に関する内容を、契約条件に盛り込む。 
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・ 従業員等の採用面接時には、可能な範囲で身元を確認しましょう。 

解 説 

・記載内容の虚偽の有無を確認するため、従業員等の採用面接時には、可能な

範囲で身元を確認しましょう。 

・確認時に用いる身分証、免許証、マイナンバーカード、各種証明書等は、可

能な限り原本を確認しましょう。 

・外国籍の人に対しては「在留証明書」の原本を確認しましょう。 

・イベント期間中のみの臨時スタッフや派遣スタッフ等についても、同様に、

派遣元等に依頼しておきましょう。 

・応募の動機や、自社に対するイメージ等も確認しましょう。 

・採用後も、住所や電話番号が変更されていないかを定期的に確認しましょ

う。 

 

（従業員の配置） 

・ フードディフェンスに関する理解・経験の深い職員を重要箇所に配置しましょう。 

解 説 

・経験と信頼感のある従業員を重要な箇所に配置し、混入事故の事前防止や、

同僚の不審な行動等の有無を見守りましょう。 

・脆弱性が高いと判断された工程や場所に配置する従業員は、事前に面談を行

い、不平・不満を抱えていないかを確認しましょう。 

 

（制服・名札等の管理） 

・ 従業員等の制服や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）を適切に管理しましょう。 

解 説 

・接客（食事提供）施設への立ち入りや、従業員を見分けるために重要な制服

や名札、ID バッジ、鍵（キーカード）等は厳重に管理しましょう。 

・名札や社員証等は、可能な限り顔写真付きのものにしましょう。 

・退職や異動の際には制服や名札等を確実に返却してもらいましょう。 

   

（私物の持込みと確認） 

私物を食材保管庫・厨房・配膳の現場へは原則として持ち込まないこととし、これが遵守さ

れているかを定期的に確認しましょう。 

解 説 

・私物は、異物混入の原因となる可能性があるため、原則として食材保管庫・

厨房・配膳の現場内へは、持ち込まないようにしましょう。 

・私物（財布などの貴重品）は金庫などの鍵のかかる貴重品保管場所に保管し、

作業場には原則として持ち込まないようにしましょう。 

・持ち込み可能品はリスト化しましょう。 

・持ち込む場合には、個別に許可を得るなど、適切に管理しましょう。 

・更衣室やロッカールームがある場合には、相互にチェックできる体制を構築

しておきましょう。 

・共用の従業員ロッカー等を利用している場合、不審な荷物に気が付いた時に

は、ただちに責任者に報告しましょう。 

 

（出勤時間・言動の変化等の把握） 

・ 従業員等の出退勤時間を把握し、著しい変化や、従来とは異なる言動の変化等を把握しまし

ょう。 
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解 説 

・従業員等が意図的な異物混入等を行う動機は、勤務開始後の職場への不平・不

満等だけでなく、採用前の事柄が原因となることも考えられます。 

・調理・提供施設の責任者等は、作業前の朝礼、定期的なミーティング、個別面

談等を通じて、従業員の心身の状態や、職場への不満等について確認しましょ

う。 

・日常の言動や出退勤時刻の変化が見られる場合には、その理由についても確

認しましょう。 

・深夜の時間帯での勤務のみを希望する者についても、同様にその理由を確認

し、出退勤時間を管理しましょう。 

・他人への成りすましを防ぐため、指紋認証システムを出退勤のチェックに導入

している企業もあります。 

 

（移動可能範囲の明確化） 

・ 規模の大きな施設では、就業中の全従業員等の移動範囲を明確化にし、全従業員等が、移動

を認められた範囲の中で働いているようにしましょう。 

解 説 

・提供した飲食料品に異物が混入された場合の混入箇所を同定しやすくする

ために、施設の規模に応じて他部署への理由のない移動を制限しましょう。 

・規模の大きな施設で、職制等により「移動可能範囲」を決めている場合には、

制服や名札、帽子の色等によって、その従業員の「移動可能範囲」や「持ち

場」等が明確に識別できるようにしましょう。 

 

（従業員の自己紹介） 

・ 新たな店舗等がスタートする際には、ミーティング等で自己紹介し、スタッフ同士の認識力

を高め、見慣れない人への対応力を高めましょう。 

解 説 

・新たな店舗等での業務がスタートする際には、自己紹介等を行い、スタッフ

同士の認識力を高めましょう。 

・応援スタッフや新規採用者は、その日の打合せ等の機会に紹介し、皆さんに

識別してもらいましょう。 

・見慣れない人の存在に従業員が疑問を持ち、一声かける習慣を身につけてもら

いましょう。 

・日々の挨拶や態度で異変を感じたら直ぐに上司に報告しましょう。 

 

■人的要素（部外者） 

（訪問者への対応） 

①事前予約がある場合 

・ 身元・訪問理由・訪問先（部署・担当者等）を確認し、可能な限り従業員が訪問場所まで同行

しましょう。 

解 説 
・訪問者の身元を、社員証等で確認しましょう（顔写真付きが望ましい）。 

・訪問理由を確認した上で、従業員が訪問場所まで同行しましょう 

 

②事前予約がない場合や初めての訪問者 

・ 立ち入りを認めない。 
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解 説 

・「飛び込み」の訪問者は、原則として立ち入りは認めないようにしましょう。

・訪問希望先の従業員から、面識の有無や面会の可否等について確認が取れた場

合は、事前予約がある場合と同様に、従業員が訪問場所まで同行しましょう。

 

（駐車エリアの設定や駐車許可証の発行） 

・ 規模の大きな施設では、納入業者用や廃棄物収集車の駐車場を設定したり、駐車許可証を発

行する等、無許可での駐車を防止しましょう。 

解 説 

・全ての訪問者について車両のアクセスエリア、荷物の持ち込み等を一律に制限

することは現実的ではありません。 

・専用の駐車エリアがある場合には、食材保管庫やゴミ搬出場所等、直接食品に

手を触れることができるような場所とはできるだけ離れていることが望まし

いでしょう。 

・繰り返し定期的に訪問する特定の訪問者（例：施設メンテナンス、防虫防鼠業

者等）については、それらの車両であることが明確になるように、駐車エリア

を設定しておきましょう。 

 

（業者の持ち物確認） 

・ 厨房等施設・設備内を単独で行動する可能性のある訪問者（業者：報道関係・警備関係を含

む）の持ち物は十分確認し、不要なものを持ち込ませないようにしましょう。 

解 説 

・施設・設備のメンテナンスや防虫・防鼠等のために、長時間にわたり施設内で

作業することもある業者については、全ての作業に同行することは困難です。

・立入り業者については、制服・顔写真付き社員証等を確認しましょう。 

・作業開始前には、持ち物の確認を実施し、不要な持ち込み品を持ち込ませない

ようにしましょう。 

・可能であれば、持込み可能品リストを作成し、それ以外のものを持ち込む場合

には、申告してもらいましょう。 

 

（悪意を持った来客対策） 

・ 来客の中には悪意を持っている者がいる可能性も考慮しましょう。 

解 説 

・来店するお客様の中には、店舗等に悪意を持っている人がいる可能性も 0では

ありません。 

・お客によるいたずら等を防ぐために、国際的なスポーツ大会等の大規模イベン

ト時に必要な対応を参考にした対応を行いましょう。 

 

■施設管理 

（調理器具等の定数管理） 

・ 使用調理器具・洗剤等について、定数・定位置管理を行いましょう。 

解 説 

・厨房で使用する原材料や調理器具、洗剤等について、定数・定位置管理を行う

ことで、過不足や紛失に気づきやすい環境を整えましょう。 

・不要な物、利用者・所有者が不明な物の放置の有無を定常的に確認しましょう。

・食品に直接手を触れることができる調理・盛り付け・配膳や従事者が少ない場

所等、意図的に有害物質を混入し易い箇所については特に重点的に確認しまし

ょう。 
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・配電盤等不要な物を隠せる場所には、施錠等の対応を行いましょう。 

・医薬品が保管されている医務室等については、医師・患者等関係者以外の立入

の禁止、無人となる時間帯の施錠、薬剤の数量管理を徹底する。 

 

（脆弱性の高い場所の把握と対策） 

・ 飲食料品に直接手を触れることができる調理や配膳の工程や、従事者が少ない場所等、意図

的に有害物質を混入しやすい箇所を把握しましょう。 

解 説 

・調理や配膳では、飲食料等に直接手を触れないことは不可能です。 

・特に脆弱性が高いと考えられる人目の少ない箇所（配膳準備室・厨房から宴

会場までのルート）等は、見回りの実施、従業員同士による相互監視、監視

カメラの設置等を行うと共に、可能な限り手を触れられない構造への改修

や、配膳方法に工夫をしましょう。 

・レストランや食堂等の客席に備え付けの飲料水や調味料、バイキング形式の

サラダバーなどでは、従業員以外の人物による意図的な有害物質の混入にも

注意を払いましょう。 

・店舗の設計に際しては、食品防御を意識した作業動線や人の流れを考慮しま

しょう。 

 

（無人の時間帯の対策） 

・ 厨房・食事提供施設が無人となる時間帯（閉店後を含む）についての防犯対策を講じましょ

う。 

解 説 

・食品保管庫や厨房等が無人となる時間帯は、万が一、混入が行われた場合の対

応が遅れます。 

・終業後は必ず施錠し、確認する習慣を身につけましょう。 

・食品保管庫や厨房等が無人となる時間帯は必ず施錠し、人が侵入できないよう

にしましょう。 

・施錠以外にも、監視（品質向上）カメラ等、無人の時間帯の防犯対策を講じま

しょう。 

 

（鍵の管理） 

・ 鍵の管理方法を策定し、定期的に確認しましょう。 

解 説 
・鍵の使用権を設定し、誰でも自由に鍵を持ち出せないようにしましょう。 

・鍵の管理方法を定め、順守されているかどうかを確認しましょう。 

 

（外部からの侵入防止策） 

・ 食品保管庫や厨房への外部からの侵入防止対策を行いましょう。 

解 説 

・異物が混入された場合の被害が大きいと考えられる食品保管庫や厨房は、機械

警備、補助鍵の設置や、格子窓の設置、定期的な点検を行い、侵入防止対策を

取りましょう。 

・店舗外のプレハブ倉庫等に食材を保管している場合も、適切に施錠しましょ

う。 

・通常施錠されているところが開錠されている等、定常状態と異なる状態を発見

した時には、速やかに責任者に報告しましょう。 
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（確実な施錠） 

・ 食品保管庫や厨房の出入り口や窓など外部から侵入可能な場所を特定し、確実に施錠する等

の対策を取りましょう。 

解 説 

・全ての出入り口・窓に対して直ちに対策を講じることが困難な場合は、優先度

を設定し、施設の改築等のタイミングで順次改善策を講じるように計画しまし

ょう。 

 

（洗剤等の保管場所） 

・ 厨房の洗剤等、有害物質の保管場所を定め、当該場所への人の出入り管理を行いましょう。

また、使用日時や使用量の記録、施錠管理を行いましょう。 

解 説 

・日常的に使用している洗剤等についても、作業動線等も考慮した管理方法等を

定め、在庫量を定期的に確認しましょう。 

・保管は、食材保管庫や調理・料理の保管エリアから離れた場所とし、栓のシー

リング等により、妥当な理由無く使用することが無いよう、十分に配慮しまし

ょう。 

 

（洗剤等の紛失時の対応） 

・ 厨房の洗剤等、有害物質を紛失した場合は、施設責任者や調理責任者に報告し、施設責任者や

調理責任者はその対応を決定しましょう。 

 

（殺虫剤の管理） 

・ 殺虫剤の使用目的や保管場所を定め、施錠による管理を徹底しましょう。 

解 説 

・調理・提供施設の従業員等が自ら殺虫・防鼠等を行う場合は、使用する殺虫剤

の成分について事前に確認しておくことが重要です。 

・殺虫剤を施設内で保管する場合は、鍵付きの保管庫等に保管し、使用場所、使

用方法、使用量等に関する記録を作成しましょう。 

・防虫・防鼠作業を委託する場合は、信頼できる業者を選定し、殺虫対象、殺虫

を行う場所を勘案して、委託業者とよく相談の上、殺虫剤（成分）を選定しま

しょう。 

・殺虫等を委託する場合、殺虫剤は委託業者が持参することになりますが、施設

責任者等が知らないうちに、委託業者から従業員等が殺虫剤を譲り受けたり、

施設内に保管したりするようなことがないよう、管理を徹底しましょう。 

・24 時間営業等で営業時間帯に外部委託業者に店内の清掃を行う場合には、店

員の目の届く範囲で作業を行うなど、異物混入に留意しましょう。 

 

（給水施設の管理） 

・ 井戸、貯水、配水施設への侵入防止措置を講じましょう。 

解 説 

・井戸、貯水、配水施設への出入り可能な従業員を決めましょう。 

・井戸、貯水、配水施設への立入防止のため、鍵等による物理的な安全対策、防

御対策を講じましょう。 

・貯水槽等の試験用水取出し口や塩素投入口、空気抜き等からの異物混入防止対

策を講じましょう。 

・浄水器のフィルターについても定期的に確認しましょう。 
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（井戸水の管理） 

・ 井戸水に毒物を混入された場合の被害は、接客（食事提供）施設全体に及ぶため、厳重な管理

が必要です。 

解 説 

・井戸水を利用している場合は確実に施錠し、塩素消毒等浄化関連設備へのアク

セスを防止しましょう。 

・可能であれば監視カメラ等で監視しましょう。 

 

（顧客情報の管理） 

・ 喫食予定の VIP の行動や食事内容に関する情報へのアクセス可能者は、接客の責任者などに

限定しましょう。 

 

■入出荷等の管理 

（ラベル・包装・数量の確認） 

・ 食材や食器等の受け入れ時及び仕分け前に、ラベルや包装の異常の有無、納入製品・数量と、発

注製品・数量との整合性を確認しましょう。 

・ 異常を発見した場合は、料理長や責任者に報告し、責任者はその対応を決定しましょう。 

解 説 

・食材だけでなく食器等の受け入れ時や使用前には、必ず数量やラベル・包装を

確認しましょう。 

・異常が発見された場合は、異物混入の可能性も念頭に、施設責任者や調理責任

者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう。 

・数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。 

・納入数量が増加している場合は特に慎重に確認し、通常とは異なるルートから

商品等が紛れ込んでいないかに注意を払いましょう。 

・加工センターで調理された食材の配送は、契約した配送業者に依頼しましょ

う。 

・食材等は定期的な棚卸しの実施や売上との乖離の確認により、余分なものが持

ち込まれていないか定期的に点検しましょう。 

 

（積み下ろし作業の監視） 

・ 食材や食器等の納入時の積み下ろし作業は監視しましょう。 

解 説 

・食材や食器等の納入作業は、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・実務上困難な点はありますが、従業員や警備スタッフの立会や、可能な範囲で

のカメラ等による確認を行いましょう。 

・無人の時間帯に食材等が搬入される場合は、カメラ等による確認を行いましょ

う。 

 

（調理や配膳作業の監視） 

・ 調理や料理等の配膳時の作業を監視しましょう。   

解 説 

・調理や料理の配膳作業は、食品防御上脆弱な箇所と考えられます。 

・従業員同士の相互監視や、作業動線の工夫、可能な範囲でのカメラ等による監

視を行いましょう。 

 

（保管中の食材や料理数の増減や汚染行為の徴候への対応） 

・ 保管中の食材や料理の紛失や増加、意図的な食品汚染行為の兆候・形跡等が認められた場合
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は、施設責任者や調理責任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょ

う。 

解 説 

・保管中の食材や料理の数量が一致しない場合は、その原因を確認しましょう。

・食材や食器、料理の保管数量が増加している場合は特に慎重に確認し、外部か

ら食材等が紛れ込んでいないか、慎重に確認しましょう。 

 

（過不足への対応） 

・ お客様から、提供量の過不足（特に増加）についての連絡があった場合、施設責任者や調理責

任者に報告し、施設責任者や調理責任者はその対応を決定しましょう 

解 説 

・過不足の原因について、妥当な説明がつくように確認しましょう。 

・特に提供量が増加している場合は慎重に確認し、外部から飲食料品が紛れ込ん

でいないかに注意を払いましょう。 

 

（対応体制・連絡先等の確認） 

・ 喫食者に異変が見られた場合の対応体制・連絡先等を、誰でもすぐに確認できるようにして

おきましょう。 

解 説 

・調理・提供施設内で意図的な食品汚染行為等の兆候や形跡が認められた場合

は、被害の拡大を防ぐため、至急施設内で情報を共有しましょう。 

・責任者が不在の場合でも、代理の従業員が至急連絡できるように、予め手順・

方法を定めておきましょう。 

 

 

２．可能な範囲での実施が望まれる対策 

 

将来的に実施することが望まれるものの、１．に挙げた項目に比して優先度は低いと判断され

た不急の対策。 

 

■人的要素（従業員等） 

（従業員の所在把握） 

・ 施設内・敷地内の従業員等の所在を把握しましょう。 

解 説 

・従業員の施設内・敷地内への出入りや所在をリアルタイムでの把握や、記録保

存のために、カードキーやカードキーに対応した入退構システム等の導入を

検討しましょう。 

 

■施設管理 

（扉の施錠等の設置） 

・ 接客（食事提供）施設内での作業空間への侵入防止のため、扉への施錠等を検討しましょう。 

解 説 

・接客（食事提供）施設の敷地内へは、常にお客様が出入りしています。作業用

スペースへのお客様の立ち入りを防止するため、死角となるような個所では、

扉の施錠等の対策を検討しましょう。 

 

 

（監視カメラの設置） 
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・ カメラ等により接客（食事提供）施設建屋内外の監視を検討しましょう。 

解 説 
・カメラ等による接客（食事提供）施設の建屋内外を監視することは、抑止効果

が期待できると共に、有事の際の確認に有用です。 

 

（継続的な監視） 

警備員の巡回やカメラ等により敷地内に保管中／使用中の食材や食器等の継続的な監視、施

錠管理等を行いましょう。 

解 説 

・人が常駐していないことが多く、アクセスが容易な場合が多い食材保管庫は、

カメラ等の設置、施錠確認等を行いましょう。 

・警備員が配置されている規模の大きな施設で、定期的な巡回経路に組み込み

ましょう。 

 

 

 

３．大規模イベント時に必要な対応 

 

 大規模イベント時には、ケータリング等、外部の食品工場等で調理された商品が搬入されるこ

とがあるため、配送用トラック等でも必要な対策。 

  

（お客様対策） 

・ 不特定多数のお客様が出入りする接客（食事提供）施設では、お客様に交じって意図的に有

害物質を混入することも考えられますので対策を行いましょう。 

解 説 
・接客（食事提供）施設では、不特定多数の人の出入りがあるため、お客様に交

じって意図的に有害物質を混入することも考えられます。 

 

（客席等の対策） 

・ 客席等には、お冷や調味料、食器などは置かないようにしましょう。 

・ また、セルフサービスのサラダバーやドリンクバー等での混入防止対策も必要です。 

解 説 

・客席テーブル上のお冷や調味料、食器等に異物が混入されると可能性も否定

できません。 

・お冷等の飲み物はスタッフが提供する、お客用の調味料等は、小分けされた物

をその都度渡すなど、異物を混入されにくい対応を検討しましょう。 

・お客様に交じっての異物混入を予防するためには、可能な限りセルフサービ

スは避けることが望ましいでしょう。 

・冷等への異物混入を防止するために、封をするなどの対策を行いましょう。

 

（監視カメラの設置） 

・ お客が直接、食品に触れる様なカフェテリア形式の配膳場所、サラダバー等には、カメラ等に

よる監視を検討しましょう。 

解 説 

・不特定多数のお客様が出入りする飲食店等の配膳場所やサラダバー等をカメ

ラ等により監視することは、抑止効果が期待できると共に、有事の際の確認

に有用です。 
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（厨房の防犯・監視体制の強化） 

・ 厨房内には、作り置きの料理等が保管される場合があります。保管の際には、冷蔵庫等にカギ

をかける等の異物混入対策が必要です。 

 
（報道陣対応） 

・大規模なイベント時には、報道陣に紛れての不審者の侵入にも注意しましょう。 

解 説 

・報道関係者の駐車エリアも設定しておきましょう。 

・報道関係者も施設内に立ち入る際には、適切な許可を受けた者のみにしまし

ょう。 

 

（関係機関との連携強化） 

・大規模なイベント時には、多くの関係機関との連携を密にし、迅速な情報の共有化に努めましょ

う。 

解 説 

・大規模イベント時には、開催主体・食品事業者・保健所等、多くの組織が運営

に関与します。 

・事故等発生時の連絡体制を構築し、情報の共有と適切な対応に努めましょう。
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和元年度） 

 

国立医薬品食品衛生研究所における人体（血液・尿等）試料中の 

毒物の検査手法の開発と標準化 

 

研究分担者 穐山 浩（国立医薬品食品衛生研究所） 

研究協力者 田口 貴章（国立医薬品食品衛生研究所） 

研究協力者 岡部 信彦（川崎市健康安全研究所） 

研究協力者 赤星 千絵（川崎市健康安全研究所） 

研究協力者 岸  美紀（川崎市健康安全研究所） 

 

 

研究要旨 

毒物等混入事件時に健康被害が発生した場合の人体（血液・尿等）試料中の毒物の検査方法を開

発し標準化するため、本年度は有機リン系農薬、カーバメート系農薬、重金属について、LC-MS/MS

または簡易検査キットを用いる分析法を検討した。人体試料のモデルとして、市販のヒト全血と人

工尿を用いた。種々の検討の結果、LC-MS/MS による人体試料中の有機リン系農薬 47 種、カーバ

メート系農薬 17 種を検出する分析法を構築し、尿中有機リン系農薬の簡易検査キットを血液試料

へ適用できるよう検討した。また、重金属のうちヒ素、亜鉛および鉛の 3 種の水質検査用キットは

人工尿試料にのみ適用が可能であるが、人口尿中の六価クロムと、血液中の 4 種すべての重金属の

検出が不可であることを明らかにした。 

 

Ａ. 研究目的 

食品テロ等の毒物等混入事件が発生した場合、

地方衛生研究所（地衛研）は保健所等の関係部局

との緊密な連携の下、原因解明のため食品のみな

らず被害者の人体（血液・尿等）試料の検査も迅

速に行うことが必要である。しかし、人体試料中

の毒物の検査方法は十分には開発されておらず、

また標準化されていない。 

毒物等混入事件発生の際には、より迅速かつ簡

便な試料調製が重要である。また、通常の分析業

務を中断して人体試料分析を開始する必要が想

定されるが、農薬、重金属等、使用された毒物に

よって適切な分析法が異なることから、比色法等

による一次スクリーニングで毒物の種類を大別

した後 GC-MS、LC-MS/MS 等による原因物質特定

の為の分析法を組み合わせ、図 1 に示すような体

系的な毒物検査手法を開発し標準化することが

必要である。H30 年度有機リン系農薬 8 種と代謝

物 1 種について HPLC 及び LC-MS/MS を用いた

分析法について検討した。令和元年度はより多く

の有機リン系農薬とカーバメート系農薬の LC-

MS/MS による分析法の検討、並びに比色法等を用
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いての有機リン系農薬及び重金属の分析法を検

討した。 

 

Ｂ．研究方法 

(1) 対象農薬及び重金属 

有機リン系農薬は、「有機りん農薬混合標準液」

FA-1、FA-2、FA-3（いずれも FUJIFILM Wako 製）

に含まれる計 56 成分を対象とした。カーバメー

ト系農薬は購入可能な 17 種について検討した。

重金属は、ヒ素（As）、鉛（Pb、塩化鉛として）、

亜鉛（Zn、塩化亜鉛として）、六価クロム（Cr+6、

クロム酸カリウムとして）の 4 種について検討し

た。 

 

(2) 人体試料 

血液はコスモ・バイオ株式会社が販売するヒト

全血 A 型（個体別、品番 12081445、450 mL [1 バ

ッグ]）を、国立医薬品食品衛生研究所の研究倫理

審査を受け、条件付き承認を得た後で購入した。

購入後、未開封のバッグを 4 ºC で約 1 か月保管し

た後、約 50 mL ずつ 10 本のバイアルに分注し、5

本を 4 ºC で、残り 5 本を-20 ºC で保管した。使用

直前に、冷蔵保管のものから必要量をとり、40 ºC

の水浴で加温してから実験に用いた。 

 一方、尿は、「JIS T 3214:2011 ぼうこう留置用

カテーテル」に記載の組成（表 1）の人工尿を調

製し使用した。 

 

(3) LC-MS/MS 装置条件 

LC 条件 

装置: Acquity UPLC H-Class (Waters 社)、 

カラム: Acquity UPLC BEH C18 (1.7 μm),  

2.1 x 100 mm (Waters 社)、 

温度: 40 ºC、 

移動相: A) 0.1% ギ酸水溶液、B) 0.1% ギ酸含有

アセトニトリル溶液、 

グラジエント：0 min: 5%B, 9 min: 95%B,  

12 min: 95%B, 13 min: 5%B, 15 min: 5%B、 

流速: 0.3 mL/min、 

注入量: 1.5 μL。 

MS/MS 条件 

装置: Xevo TQ-S micro (Waters)、 

イオン化: ESI (+)、 

Acquisition: MRM モード、 

Capillary voltage: 0.75 kV、 

Source temperature: 150 ºC、 

Desolvation temperature: 600 ºC、 

Cone gas flow: 50 L/hr、 

Desolvation gas flow: 1,000 L/hr、 

Cone voltage (CV) and Collision energy (CE): 

Quanpedia (Waters 社 )に登録の条件、又は

IntelliStart (Waters 社)で最適化した条件を使用。

プリカーサーイオン及び定量イオンの m/z は表

2, 3 に示した。 

 

(4) LC-MS/MS 分析のための前処理法 

 血液試料又は人工尿試料は、使用直前に 40 ºC

の水浴で 10 分間加温してから用いた。血液又は

人工尿 250 µL をマイクロチューブにとり、2 倍量

のメタノール（500 µL）を加えヴォルテックスミ

キサーで 20 秒間攪拌した後、冷蔵庫（4 ºC）で 10

分間静置した。12,000 ×g, 4 ºC で 10 分間遠心分離

し、上清の一部をコスモスピンフィルターH（ナ

カライテスク社製）にて限外ろ過して得られたろ

液を試料溶液として LC-MS/MS 分析に供した。 

 

(5) 検査キット 

人体試料中の有機リン系農薬検出には、「有機
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リン系農薬検出キット」（関東化学）を用いた。重

金属検出には、「パックテスト ひ素（低濃度）セ

ット」（型式：SPK-As(D)）、「パックテスト 鉛セッ

ト」（型式：SPK-Pb）、「パックテスト 亜鉛」（型

式：WAK-Zn）、「パックテスト 6 価クロム」（型式：

WAK-Cr6+）（いずれも株式会社共立理化学研究所）

を用いた。 

 

Ｃ. 研究結果 

(1) 有機リン系農薬の分析 

 血液・尿等人体試料中の有機リン系農薬を迅速

に検出するための抽出法は昨年度確立したもの

を用いた。LC-MS/MS 分析法は LC 条件を一部変

更した。本法における前処理は約 25 分、LC-

MS/MS分析時間は注入 1回あたり 15分であった。

溶媒標準溶液の分析において、56 成分中 47 成分

が検出可能であった。 

マトリックス効果を検証した後、添加回収試験

を行いマトリックス標準溶液に対する回収率を

算出した（表 4）。血液試料は、農薬各 50 ng/mL 添

加した試料から 47 成分検出、回収率は 44.2 - 

163.0%であり、農薬各 10 ng/mL 添加した試料か

らは 44 成分検出、回収率は 45.6 - 155.7%であっ

た。人工尿試料は、農薬各 50 ng/mL 添加した試料

から 46 成分検出、回収率は 55.6 - 110.4%であり、

農薬各 10 ng/mL 添加した試料からは 43 成分検

出、回収率は 32.2 – 113.4%であった。マトリック

ス効果の日間変動が大きい農薬があり、また、保

持時間の遅い農薬の回収率が低下する傾向が認

められた。 

 

(2) カーバメート系農薬の分析 

 抽出法及び LC-MS/MS 分析条件は、有機リン系

農薬のものと同様とした。溶媒標準溶液の分析に

おいて、対象の 17 成分全て検出可能であった。 

 マトリックス効果を検証した後、添加回収試験

を行いマトリックス標準溶液に対する回収率を

算出した（表 5）。血液試料は、農薬各 50 ng/mL 添

加した試料から 16 成分検出、回収率は 37.9 – 

150.5%であり、農薬各 10 ng/mL 添加した試料か

らは 16 成分検出、回収率は 37.7 – 185.8%であっ

た。人工尿試料は、農薬各 50 ng/mL 添加した試料

から 17 成分検出、回収率は 11.8 – 118.0%であり、

農薬各 10 ng/mL 添加した試料からは 17 成分検

出、回収率は 0.6 – 119.1%であった。マトリック

ス効果の日間変動が大きい農薬があり、また、保

持時間の遅い農薬の回収率が低下する傾向が認

められた。 

 

(3) 有機リン系農薬の簡易検出キットによる分

析 

 比色法による一次スクリーニングとして、市販

の簡易検出キット「有機リン系農薬検出キット」

（関東化学）が適用できるか否か、検討した。本

品は、尿または吐瀉物を対象とした製品で、20 種

の有機リン系農薬の検出感度が明記されている。 

人工尿に、検出感度 1 ppm とされている

dimethoate 又は dichlorvos を添加し添付のマニュ

アル通り操作したところ、試験管中で二層分離し

た液体の上層がはっきりと紫色を呈した（図 2_A 

& B）。同様に、検出感度 10 ppm の acephate と 100 

ppm の methamidophos について確認したところ、

acephate は色が薄いながらも呈色したことを確認

できたが（図 2_C）、methamidophos は色調変化を

確認できなかった（図 2_D）。 

続いて血液試料に dichlorvos を 10 μg/mL となる

よう添加したものを対象とした操作について検

証した（図 3）。前処理なしの血液試料、及び遠心
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分離後の上澄みを試料とした場合は、操作途中に

凝固したため検出不可であった。血液試料に 2 倍

量の水を加えて希釈したものは、操作途中に凝固

はしなかったものの最後に液相分離しなかった

ため検出不可であった（図 3_A~C）。LC-MS/MS 用

試料、即ち 2 倍量のメタノールを添加して撹拌し、

4 ºC で 10 分静置後、遠心分離し（12,000×g, 4 ºC, 

10 分）、上清をフィルターろ過（0.45 μm）したも

の試料としたところ、下層の液量が減少したもの

の、上層は清澄で薄紫色を呈することを確認でき

た（図 3_D）。検出感度が dichlorvos と同じ 1 ppm

の dimethoate、及び 10 ppm の acephate について

も、LC-MS/MS 用試料であれば 2 層分離した上層

が薄紫色を呈し、本簡易キットが適用可能である

ことを確認した（図 3_E~F）。 

 

(4) ヒ素の分析検討 

 「1 mg/L ヒ素標準液（富士フィルム和光純薬

（株））」を標準品及び添加試薬として用いた。 

パックテスト付属のプロトコールに従い操作

しヒ素標準溶液(0.01, 0.1, 1 ppm) を測定したとこ

ろ、標準色と比較して概ね良好な結果が得られた

（図 4-A,B,C）。 

本キットのヒ素検出方法では、分析試料中のヒ

素をフィルターに吸着させて呈色させるが、この

際フィルターに高濃度のリン酸イオンが残留す

ると結果に大きな影響を与える。人工尿試料はリ

ン酸イオンを多く含むことから、付属のプロトコ

ールの注記に従い、ヒ素を捕集したフィルターの

洗浄回数を追加した。人工尿のヒ素添加試料（1 

ppm）は 1 ppm 相当の色調を呈したが、Blank 試料

も 0.05～0.1 ppm 相当の色調を呈した（図 4_D, E）。

低濃度域での信頼性は低くなるようだが、使用可

能と判断した。 

 血液試料は、未処理ではヒ素捕集フィルターが

目詰まりしてしまい操作困難であったため、超純

水で 10 倍希釈後遠心分離（3000 rpm, 10 分間）し、

上清を血液 Blank 試料とした。しかし、ヒ素捕集

フィルターの目詰まりは解消されず、操作続行は

困難であった。農薬分析と同様、2 倍量のメタノ

ール添加も検討したが、メタノールによりフィル

ターが変質してしまい、使用不可と判断した。 

以上より、「パックテスト ひ素（低濃度）セッ

ト」は人工尿試料については適用可能であるが、

血液試料については使用不可と判断した。 

 

(5) 鉛の分析検討 

 塩化鉛（試薬特級）を標準品及び添加試薬とし

た。パックテスト付属のプロトコールに従い操作

したところ、塩化鉛(II) 1 ppm 標準溶液（Pb とし

て約 0.75 ppm）については良好な結果が得られた

（図 5-A）。 

人工尿試料について、塩化鉛無添加の人工尿を

未処理で Blank 試料として測定したところ、0 ppm

に相当する色調を呈した（図 5-B）。一方、血液試

料については未処理での操作が困難であった。 

超純水に 2 倍量メタノールを添加したものを試

料とした結果、0 ppm と同様の色を呈した（図 5-

C）。人工尿及び血液試料の塩化鉛無添加試料

（Blank 試料）及び添加試料（1 ppm）に 2 倍量メ

タノールを添加し、遠心分離後上清を試料とした。

人工尿試料では、Blank、添加試料の色調に差が出

て良好な結果であったが（図 5-D, E）、血液試料で

は Blank、添加試料どちらも 0 ppm 相当の色調と

なり検出できなかった（図 5-F, G）。 

 パックテストの適用は、人工尿試料については

可能だが、血液試料については不可と判断した。 

 



5-5 
 

(6) 亜鉛の分析検討 

 塩化亜鉛（試薬特級）を標準品及び添加試薬

とした。パックテスト付属の手順書に従って操

作を行い、塩化亜鉛 1 ppm 標準溶液（Zn として

0.48 ppm）を測定したところ、良好な結果が得ら

れた（図 6-A）。 

 人工尿試料について、塩化亜鉛無添加及び添

加試料（1 ppm）を未処理で測定したところ、良

好な結果が得られた（図 6-B, C）。一方、血液試

料は未処理での操作が困難であり使用できなか

った。 

人工尿及び血液の塩化亜鉛無添加及び添加試

料（1 ppm）に、2 倍量メタノールを添加し、遠

心分離後上清を試料として測定を行ったが、人

工尿、血液とも、塩化亜鉛添加試料と無添加試

料の間に色調の差が出ず、検出不能と判断し

た。（図 6-D~G）。 

以上より、人工尿（前処理なし）には適用可

能と判断した。 

 

(7) 六価クロムの分析検討 

 クロム酸カリウムを標準品及び添加試薬とし

た。パックテスト付属の手順書に従って操作を

行い、クロム酸カリウム 1 ppm 標準溶液（Cr と

して 0.27 ppm）を測定したところ、良好な結果

が得られた（図 7-A）。 

 人工尿試料について、無添加及び添加試料（1 

ppm）を作製して測定したが、呈色しなかった

（図 7-B,C）。人工尿、血液試料共に、2 倍量メ

タノールを添加し、遠心分離後上清を試料とし

て測定を行ったが検出不能であった（図 7-

D~G）。未処理の人工尿 K2CrO4 添加試料（1 

ppm）を、超純水で 3 倍希釈してから測定を試み

たが、発色しなかった（図 7-H）。 

 以上、六価クロムについては人工尿、血液試

料どちらもパックテストによる検出は不可と判

断した。 

 

Ｄ. 考察   

(1) LC-MS/MS による有機リン系農薬及びカーバ

メート系農薬の分析 

 本法により人体試料から多くの農薬を検出可

能となったが、回収率の低い農薬もあった。回収

率が低下した原因として、アルブミン等血漿中タ

ンパクへの吸着等相互作用の可能性が考えられ

る。血漿中タンパクの量は生活習慣や既往歴によ

り個人差が大きく、また食品テロ発生直前に喫食

したものによっては、血糖値や中性脂肪量も大き

く変動し、抽出効率、回収率に影響を及ぼす可能

性が高い。本研究で用いた血液試料は市販の全血

試料 1 種類のみであり、添加回収試験は 1 日、1

機関でのデータのみである。今後、由来の異なる

血液試料についても添加回収試験を実施しデー

タを収集し、必要に応じて抽出法の改良を検討す

る。 

 

(2) 有機リン系農薬の簡易検出キットによる分

析 

 本キットで検出感度 1 ppm と保証されている農

薬については、血液試料及び尿試料から検出可能

と考えられる。ただし、本キットで検出感度が明

記されていない有機リン系農薬の検出感度の確

認は必要である。また、より高感度の検出が可能

となるよう、抽出法または呈色方法の改良検討は
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必要と考えられる。 

 

(3) 水質検査用パックテストによる重金属の分

析 

ヒ素、鉛、亜鉛、六価クロムの 4 種についてパ

ックテストを用いた測定方法を検討した。人工尿

試料についてはヒ素、鉛、亜鉛が検出可能であっ

たが、六価クロムは検出不可であった。また、ヒ

ト全血では、4 種すべて検出不可であった。 

クロムについては、六価クロムを摂取しても体

内または人体試料中で即座に三価に変換される

可能性が高い。本研究では六価クロム検出用パッ

クテストを検討したが、総クロム検出用パックテ

ストについても検討する必要がある。 

使用するパックテストによって、手順の煩雑さ

や溶媒耐性等が異なるため、操作手順の確認は十

分に行う必要がある。また、検水中の共存物質の

影響を受けることが注記されており、人体試料に

はリン酸イオンやアンモニウムイオン等各種イ

オンをはじめ、金属やタンパクが多数含まれてい

る。血液試料へのパックテストの適用は困難であ

るが、尿試料は前処理方法を最適化することで、

より高感度な検出の実現可能性がある。加えて、

農薬と同様、パックテストと ICP-MS 等の高精度

の分析法を組み合わせることが重要であるとも

考えられる。 

  

Ｅ. 結論 

 LC-MS/MS による人体（血液・尿等）試料中の

有機リン系農薬及びカーバメート系農薬の分析

法を検討した。農薬各 50 ng/mL 添加の血液試料か

らは有機リン系農薬 47 成分、カーバメート系農

薬 16 成分を、農薬各 50 ng/mL 添加の人工尿試料

からは有機リン系農薬 46 成分、カーバメート系

農薬 17 成分を検出できる分析法を確立した。 

 「有機リン系農薬検出キット」の人体試料への

適用可否を検討した。人工尿試料は添付のマニュ

アルの通り、血液試料は LC-MS/MS 分析用の前処

理により、検出感度 1 ppm または 10 ppm とされ

ている有機リン系農薬を検出できる可能性が高

いことを明らかにした。 

水質検査用パックテスト各種セットのうち、ヒ

素、鉛、亜鉛、六価クロムについて人体試料への

適用可否を検討した。人工尿試料については、ヒ

素、鉛、亜鉛が検出可能であったが、六価クロム

では検出不可であった。また、ヒト全血では、4 種

すべてでパックテストによる検出は不可であっ

た。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表（1 件） 

1. 田口貴章、山下涼香、成島純平、岸美紀、赤星

千絵、岡部信彦、穐山浩．食品テロ対策のための

LC-MS/MS による血液・尿等人体試料中の有機リ

ン系農薬の一斉分析法の検討．日本食品化学学会

誌、印刷中（2020 年 3 月 26 日受理）． 

 

２．学会発表（3 件） 

1. 田口貴章、成島純平、穐山浩．食品テロ対策の

ための人体試料(血液・尿等)中の有機リン系農薬

の定量評価法検討．日本薬学会レギュラトリーサ

イエンス部会 第 5 回次世代を担う若手のための

レギュラトリーサイエンスフォーラム（東京）

2019 年 9 月 14 日． 

2. 田口貴章、山下涼香、岸美紀、赤星千絵、岡部
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信彦、穐山浩．食品テロ対策のための人体試料(血

液・尿等)中のカルバメート系農薬の分析法検討．

日本食品衛生学会 第 115 回食品衛生学会学術講

演会（東京）2019 年 10 月 4 日． 

3. 田口貴章、山下涼香、岸美紀、赤星千絵、岡部

信彦、穐山浩．食品テロ対策のための人体試料(血

液・尿等)中の有機リン系農薬の分析法検討．全国

衛生化学技術協議会（広島）2019 年 12 月 4 日． 

 

Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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図 1. 食品テロ等毒物混入事件発生時の原因毒物特定の作業フローチャート案。 

ICP-MS は Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry の略。 

 

 

 

表 1. 人工尿の組成 

 

 

 

  

尿素 25.0 g
塩化ナトリウム 9.0 g
りん酸水素二ナトリウム（無水） 2.5 g
塩化アンモニウム 3.0 g
りん酸二水素カリウム 2.5 g
クレアチニン 2.0 g
亜硫酸ナトリウム（無水） 1.5 g
蒸留水 1.0 L
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   表 2. 検出された有機リン系農薬 47 種の MS/MS 分析条件 

 

a: Cone Voltage,  

b: Collision Energy,  

c: O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate の略称 

  

Precursor

(m/z )

Product

(m/z )
CVa (V) CEb (V)

Precursor

(m/z )

Product

(m/z )
CVa (V) CEb (V)

methamidophos 141.9 93.9 30 12 141.9 124.8 30 14

acephate 183.9 142.8 20 10 183.9 94.6 20 25

omethoate 214.0 182.8 25 10 214.0 124.8 25 22

monocrotophos 224.1 127.1 30 15 224.1 109.0 30 10

vamidothion 288.0 146.0 25 10 288.0 118.0 25 25

dimethoate 230.0 198.8 20 10 230.0 124.8 20 22

dichlorvos 221.0 109.0 23 22 221.0 79.0 23 34

fosthiazate 284.0 104.0 19 22 284.0 228.0 19 10

fensulfothion 309.0 157.1 36 25 309.0 173.1 36 22

methidathion 303.0 84.9 30 20 303.0 144.8 30 10

azinphos-methyl 318.1 132.0 8 20 318.1 160.1 8 8

phosmet 318.0 160.0 28 22 318.0 77.0 28 46

fenamiphos 304.1 217.1 27 24 304.1 202.1 27 36

dimethylvinphos (Z ) 331.0 127.1 30 19 331.0 170.1 30 47

dimethylvinphos  (E ) 331.0 127.1 30 19 331.0 170.1 30 47

pyridaphenthion 341.0 189.0 31 22 341.0 92.0 31 34

etoprophos 243.0 131.0 18 20 243.0 97.0 18 31

malathion 331.0 126.9 30 12 331.0 98.9 30 25

iprobenfos 289.0 91.0 9 20 289.0 205.0 9 10

azinphos-ethyl 346.0 77.1 16 36 346.0 132.0 16 16

edifenphos 311.0 109.0 23 32 311.0 111.0 23 26

chlorfenvinphos (α) 358.9 155.0 28 12 358.9 99.0 28 30

chlorfenvinphos (β) 358.9 155.0 28 12 358.9 99.0 28 30

quinalphos 299.0 162.9 15 24 299.0 96.9 15 30

pyraclofos 361.1 111.1 30 85 361.1 138.1 30 55

fenthion 279.0 168.9 25 18 279.0 104.9 25 25

phenthoate 321.0 79.1 9 40 321.0 135.0 9 20

etrimfos 293.1 125.0 29 26 293.1 265.1 29 16

pirimiphos-methyl 306.1 107.9 30 30 306.1 67.1 30 40

coumaphos 363.0 307.0 32 16 363.0 289.0 32 24

diazinon 305.1 169.0 20 22 305.1 96.9 20 35

cadusafos 271.1 159.0 16 16 271.1 131.0 16 22

cyanofenphos 304.0 276.0 34 12 304.0 157.0 34 22

tolclofos-methyl 300.9 124.9 30 16 300.9 268.9 30 16

phosalone 367.9 181.9 12 14 367.9 110.9 12 42

phorate 261.0 75.1 15 12 261.0 97.1 15 25

chlorpyrifos-methyl 321.8 125.0 34 20 321.8 289.9 34 16

isoxathion 314.1 104.9 31 14 314.1 96.9 31 35

butamifos 333.1 180.0 2 10 333.1 95.9 2 34

EPNc 324.0 157.0 22 25 324.0 296.0 22 14

isofenphos 346.1 245.1 16 12 346.1 217.0 16 22

profenofos 372.9 302.6 30 20 372.9 127.9 30 40

terbufos 289.0 103.0 18 8 289.0 57.2 18 22

chlorpyrifos 350.1 97.0 25 33 350.1 197.9 25 19

ethion 385.0 199.0 30 10 385.0 142.9 30 25

sulprofos 323.1 219.0 10 14 323.1 247.0 10 10

prothiofos 345.1 240.9 2 18 345.1 268.9 2 10

定量イオン 定性イオン
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表 3. 検出されたカーバメート系農薬 17 種の MS/MS 分析条件 

 

a: Cone Voltage,  

b: Collision Energy.  

 

  

Precursor

(m/z )

Product

(m/z )
CVa (V) CEb (V)

Precursor

(m/z )

Product

(m/z )
CVa (V) CEb (V)

oxamyl 237.0 72.0 15 10

methomyl 162.9 88.0 15 10

pirimicarb 239.1 72.0 25 20

metolcarb (MTMC) 166.1 108.9 24 10

thiodicarb 355.1 88.1 17 16

propoxur 210.1 110.9 15 12

bendiocarb 224.1 109.0 15 15

xylylcarb (MPMC) 180.1 123.0 22 10

carbaryl 202.0 145.0 30 10

macbal (XMC) 180.1 123.0 22 10

ethiofencarb 226.1 107.0 10 15

isoprocarb (MIPC) 194.1 95.1 25 15

fenobucarb (BPMC) 208.0 94.9 25 15

alanycarb 400.1 238.1 5 14

benfuacarb 411.1 195.0 5 23

furathiocarb 383.2 194.9 20 15

carbosulfan 381.0 118.0 40 22

定量イオン 定性イオン
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表 4. 血液試料及び人工尿試料のマトリックス効果並びに添加回収試験における回収率 

 

a: マトリックス標準溶液中のピーク面積値 / 溶媒標準溶液中のピーク面積値．b: 試料溶液中のピーク面積値 / マトリックス標準 

溶液中のピーク面積値．c: 血液、尿等人体試料中濃度 [ng/mL]．d: N. D. = not detected. "e: prothiofos は回収率の算出対象外． 

Day 1 Day 2 Day 1 Day 2 50c 10c 50c 10c

methamidophos 130.4 119.7 132.0 95.7 112.4 101.8 102.7 99.4

acephate 44.1 35.3 105.8 83.4 87.9 N.D.c 105.4 107.0

omethoate 116.0 138.8 102.3 100.2 136.4 126.0 110.0 111.2

monocrotophos 136.6 171.1 109.2 121.7 142.0 133.0 109.1 111.9

vamidothion 125.8 143.9 107.6 111.1 132.6 123.9 110.4 112.4

dimethoate 114.7 150.2 124.4 130.2 125.3 112.4 109.8 113.4

dichlorvos 119.5 146.9 121.7 138.6 101.7 87.9 102.2 103.1

fosthiazate 126.8 137.2 137.9 135.4 104.5 99.4 108.7 108.3

fensulfothion 125.2 104.6 126.2 114.1 107.2 98.3 107.0 101.6

methidathion 102.4 105.3 124.3 105.4 91.9 80.5 109.5 99.4

azinphos-methyl 94.2 109.8 99.2 99.2 77.8 49.5 101.2 70.9

phosmet 95.5 65.9 50.6 9.5 44.2 45.6 N.D.c N.D.c

fenamiphos 116.8 124.1 113.5 122.7 108.6 103.6 103.3 101.3

dimethylvinphos (Z ) 110.8 107.0 120.5 114.0 83.8 79.9 95.0 90.8

dimethylvinphos  (E ) 123.2 105.9 133.1 110.9 83.9 78.1 94.0 88.0

pyridaphenthion 104.2 113.1 111.8 118.0 86.7 85.1 97.6 91.3

etoprophos 148.0 155.5 161.7 169.7 116.9 106.0 106.8 108.8

malathion 106.2 108.6 119.0 107.6 88.0 88.6 96.6 92.7

iprobenfos 117.4 145.4 138.5 149.4 104.2 94.7 100.5 98.8

azinphos-ethyl 78.8 108.4 100.3 102.6 85.0 77.1 100.4 84.5

edifenphos 113.2 121.7 124.7 125.3 89.0 84.8 88.4 86.9

chlorfenvinphos (α) 118.4 119.7 128.3 124.8 87.5 83.5 84.9 78.5

chlorfenvinphos (β) 113.3 120.9 128.9 124.9 83.7 78.9 75.9 69.3

quinalphos 110.5 77.2 124.3 131.0 163.0 155.7 84.4 90.8

pyraclofos 133.4 138.4 126.4 125.6 86.1 85.3 74.6 66.3

fenthion 107.2 119.0 155.8 137.3 82.9 68.1 77.8 76.2

phenthoate 114.4 106.1 126.0 110.5 89.4 79.2 83.5 85.0

etrimfos 121.2 129.0 137.1 139.6 99.3 88.9 94.3 94.1

pirimifos-methyl 105.9 127.7 122.5 131.2 91.2 84.2 74.5 75.6

coumaphos 101.9 120.2 112.7 124.3 85.3 72.9 79.7 77.7

diazinon 110.5 129.5 127.9 134.1 97.7 90.3 84.9 85.3

cadusafos 124.3 159.1 154.0 162.0 103.4 96.4 93.8 95.1

cyanofenphos 119.6 120.0 130.0 125.5 84.0 61.3 69.9 65.7

tolclofos-methyl 139.1 107.7 160.2 121.4 97.7 69.2 60.9 N.D.c

phosalone 96.2 116.3 128.1 129.4 75.4 71.0 68.2 64.6

phorate 124.4 134.2 170.1 148.5 100.0 73.4 68.2 64.6

chlorpyriphos-methyl 99.5 113.3 131.9 113.4 74.4 59.9 59.6 47.4

isoxathion 99.1 117.2 102.0 116.4 93.2 91.7 72.2 73.0

butamifos 92.7 105.0 114.2 117.2 85.8 80.2 75.2 74.3

EPN 112.4 86.4 146.1 104.2 79.9 N.D.c 66.1 N.D.c

isofenphos 25.1 35.5 129.2 123.1 85.4 71.3 97.4 90.7

profenofos 101.4 93.3 125.3 129.8 82.5 66.4 65.8 64.8

terbufos 114.5 108.5 168.7 122.1 88.7 61.2 70.7 58.6

chlorpyrifos 135.4 116.8 159.7 117.2 68.1 65.1 60.1 32.2

ethion 96.5 141.1 134.5 145.2 82.9 77.0 55.6 58.7

sulprofos 93.1 106.6 116.3 112.3 66.5 65.8 58.2 57.8

prothiofos 240.2 93.1 273.8 78.5 ―e N.D.c ―e N.D.c

マトリックス効果 (%)a 回収率 (%)b

血液 人工尿 血液 人工尿
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表 5. 血液試料及び人工尿試料のマトリックス効果並びに添加回収試験における回収率 

 

a: マトリックス標準溶液中のピーク面積値 / 溶媒標準溶液中のピーク面積値． 

b: 試料溶液中のピーク面積値 / マトリックス標準溶液中のピーク面積値． 

c: 血液、尿等人体試料中濃度 [ng/mL]． 

d: N. D. = not detected. 

 

  

Day 1 Day 2 Day 1 Day 2 50c 10c 50c 10c

oxamyl 135.4 114.7 89.8 75.5 127.0 135.3 106.2 113.0

methomyl 99.3 128.0 90.3 88.6 150.5 163.3 118.0 115.1

pirimicarb 131.3 108.1 132.7 107.8 119.5 125.0 108.3 111.1

metolcarb (MTMC) 100.5 90.9 94.5 86.7 101.7 113.2 109.2 112.7

thiodicarb 80.9 19.1 87.8 69.8 N.D.d N.D.d 90.8 77.5

propoxur 110.4 89.8 115.8 93.9 106.1 118.0 110.4 114.0

bendiocarb 115.5 91.4 114.3 91.8 107.1 116.1 112.9 119.1

xylylcarb (MPMC) 95.9 89.1 96.8 88.2 95.6 107.6 111.8 113.5

carbaryl 96.1 83.5 101.2 85.2 85.4 101.5 109.8 112.7

macbal (XMC) 94.5 86.5 100.2 89.8 95.8 185.8 111.0 112.2

ethiofencarb 102.7 85.3 111.8 86.0 102.2 116.5 104.2 112.1

isoprocarb (MIPC) 95.9 87.0 99.2 90.4 96.9 109.0 109.9 109.8

fenobucarb (BPMC) 105.2 94.6 110.3 92.4 88.1 100.2 106.5 105.9

alanycarb 114.1 103.3 120.5 99.2 84.8 86.9 70.1 8.6

benfuacarb 117.5 100.1 120.7 101.8 104.6 113.2 41.5 3.8

furathiocarb 114.1 85.1 121.4 92.9 37.9 37.7 45.5 4.9

carbosulfan 111.8 91.2 103.8 95.3 81.2 74.8 11.8 0.6

マトリックス効果 (%)a 回収率 (%)b

血液 人工尿 血液 人工尿
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図 2. 有機リン系農薬検出キットによる人工尿試料の分析． 

A: dimethoate（検出感度 1 ppm）、B: dichlorvos（検出感度 1 ppm）、C: acephate（検出感度 10 ppm）、 

D: methamidophos（検出感度 1 ppm）．人工尿中農薬濃度は全て 10 μg/mL ≑ 10 ppm. 

 

 
 

 

図 3. 有機リン系農薬検出キットによる血液試料の分析検討． 

A: 未処理試料、B: 2 倍量の水添加で希釈した試料、C: 遠心分離後の上清試料、D~E: 2 倍量の 

メタノール添加し遠心分離後の上清試料．A~D: dichlorvos、E: dimethoate、F: acephate． 
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図 4. ヒ素の測定結果。 

A：ヒ素標準溶液（0.01 ppm）、B：ヒ素標準溶液（0.1 ppm）、C：ヒ素標準溶液（1 ppm）、 

D：人工尿_ヒ素添加試料（1 ppm）、E：人工尿_ヒ素 blank 試料、 

F：ヒ素標準溶液（1 ppm、2 倍量メタノール添加後（0.3 ppm））。 

  

 

 

 

図 5. 鉛の測定結果。 

A：塩化鉛標準溶液（1 ppm）、B：人工尿 Blank 試料、 

C：前処理後超純水 Blank、D：前処理後人工尿_塩化鉛添加試料（1 ppm）、 

E：前処理後人工尿 Blank 試料、F：前処理後血液_塩化鉛添加試料（1 ppm）、 

G：血液 Blank 試料 
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図 6. 亜鉛の測定結果。 

A：塩化亜鉛標準溶液（1 ppm）、B：人工尿_塩化亜鉛添加試料（1 ppm）、 

C：人工尿 Blank 試料、D：前処理後人工尿_塩化亜鉛添加試料（1 ppm）、 

E：前処理後人工尿 Blank 試料、F：前処理後血液_塩化亜鉛添加試料（1 ppm）。 

G：1 ppm 血液 Blank 試料。 

 

 

 

 

図 7. 六価クロムの測定結果。 

A：クロム酸カリウム標準溶液（1 ppm）、B：人工尿_クロム酸カリウム添加試料（1 ppm）、 

C：人工尿 Blank 試料、D：前処理後人工尿_クロム酸カリウム添加試料（1 ppm）、 

E：前処理後人工尿 Blank 試料、F：前処理後血液_クロム酸カリウム添加試料（1 ppm）。 

G：前処理後血液 Blank 試料、H：3 倍希釈後人工尿_クロム酸カリウム添加試料（1 ppm）。 
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研究要旨 

本研究では、近年、日本で散発するエルシニア症に関して、病原体である病原性 Yersinia 

enterocolitica ならびに Y. pseudotuberculosis を対象にして、Y. pseudotuberculosis と

病原性 Y. enterocolitica のうち、強毒な American strains と弱毒な European strains

を識別できる Multiplex PCR 法と Real-time Multiplex PCR 法の開発を試みた。標的遺伝子

として、ail、inv ならびに irp2 の 4 種を選び、これらの遺伝子を同時に検出できる PCR 条

件を探索し、その条件で病原性 Yersinia の識別が可能かを検討した。その結果、改良した

Multiplex PCR 法 な ら び に 新 た に 開 発 し た Real-time Multiplex PCR で 、 Y. 

pseudotuberculosis と病原性 Y. enterocolitica の American strains ならびに European 

strains を識別することが可能であった。 

 

A. 研究目的 

Y. enterocolitica は、Yersinia 属に属

するグラム陰性通性嫌気性菌であり、感染

性食中毒の代表的な原因菌として知られて

いる。全世界的に発生がみられるが、ヨーロ

ッパでの発生事例の報告が多く、ヨーロッ

パでは重要な食中毒菌である。本菌には 50

を超える O 血清型が知られているが、その

うち 03、O4,32、O5,27、O8、O9、O13a,13b、

O18、O20 および O21 の 9 血清群が人に病原

性を示す。このうち、03、O5,27、O9 は

“European strains”と呼ばれ、胃腸炎症状

を示す程度の弱毒であるのに対し、O4,32、

O8、O13a,13b、O18、O20 および O21 は

“American strains”と呼ばれ、人に敗血症

を引き起こすこともある強毒な血清型であ

る。これらの"American strains"は、主に北

米に限局して分布することは報告されてい

る。しかし、これらの"American strains"の

うち、最も病原性に強い血清型 O8（以下 O8

菌）は、1991 年に初めてわが国で東北地方

のノネズミから分離され、わが国に分布す

ることが明らかになって以降、近年わが国

で人の発生事例が急激に増加しており、北

は青森県から南は沖縄県まで全国的に発生

が報告されるようになり、特に、これまで 20

例報告されている Y. enterocolitica の集

団感染事例のうち、2004 年以降ものはすべ
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て O8 によるものとなった。また、この傾向

はわが国だけでなく、2000 年以前は O8 菌が

分布していなかったヨーロッパ諸国におい

ても、近年、人の感染事例の報告が相次ぎ、

特にドイツやポーランドでは 2004 年以降、

O8 菌による感染が劇的に増加していること

が 報 告 さ れ て い る 。 ま た 、 Y. 

pseudotuberculosis は O 抗原により、１～

15の血清群に型別され、さらに血清群1、2、

4 および 5 はさらに数亜群に分けられてお

り、現在までのところ、21 血清群が知られ

ている。このうち、血清群１～6群および 10

群が病原性を示す。ヨーロッパでは 1a およ

び 3 の分離頻度が高いのに対して、我が国

では多様な血清型が分離され、人からは 4b、

5a および 5b の分離頻度が高く、かつ T-細

胞の過剰活性化やサイトカインの過剰産生

を誘導するスーパー抗原を産生する強毒の

タイプの菌株が分布しており、人の感染患

者は重篤な症状を引き起こすことが多い。 

本 研 究 で は 、 病 原 性 Y. 

enterocolitica な ら び に Y. 

pseudotuberculosisの迅速診断を目的

として、Y. pseudotuberculosis と病

原性 Y. enterocolitica のうち、強毒

な American strains と 弱 毒 な

European strains を識別できる昨年度

開発した Multiplex PCR 法を改良する

とともに、新たに Real-time Multiplex 

PCR 開発を試みた。 

 

 

B. 研究方法 

(1)供試菌株 

供 試 菌 株 と し て 、 病 原 性 Y. 

enterocolitica O3、O5､27、O8、O9 の

4 菌株、Y. pseudotuberculosis 1a、

1b、2a、2b、2c、3、4a、4b、5a、5b、

6 の 11 菌株、Y. intermedia、 Y. 

kristensenii、Y. aldopvae、Y. rhodei

の 4 菌 株 お よ び Salmonella 

Enteritidos、Salmonella Weltevreden

の 2菌株の計 21菌株を用いた（表 1）。 

 

(2)培養 

スキンミルクに-80℃で保存してい

た菌株を、trypticase soy agar（TSA）

(BD) に 接 種 し 、 発 育 し た Y. 

enterocolitica と Y. 

pseudotuberculosisは自家製抗血清を

用いて確認した。 

 

(3)DNA の抽出 

供試菌株を trypticase soy broth 

(TSB) （BD）10 ml に接種し、Yersinia

については25℃で、Salmonellaは 37℃

で 24 時間振騰培養した。DNA の抽出は

ボイル法で行い、まず培養液 0.5 ml を 

10,000×g で 10 分間遠心し、その沈渣

沈渣に滅菌蒸留水 0.5 ml を添加して

再浮遊させ、10,000×gで 10 分間遠心

した．上清を捨てたのち、その沈渣に、

滅菌蒸留水 0.5 ml を添加して再浮遊

させ、100℃で 10 分間加熱した後、

10,000×g で 10 分間遠心し、その上清

を鋳型 DNA 溶液とした。 
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(4)プライマー 

①改良 Multiplex PCR 

改良した Multiplex PCR に用いる標

的遺伝子とプライマーは、表 1 に示し

た。VirF は病原性 Y. enterocolitica

を、ail は病原性 Y. enterocokitica

を、inv は Y. pseudotuberculosis を、

な ら び に irp2 は 病 原 性 Y. 

enterocolitica の う ち American 

strains と Y. pseudotuberculosis の

血清型１と 3の一部を検出できる。 

②Real-time Multiplex PCR 

  Real-time Multiplex PCR に用いる

標的遺伝子とプライマーは表 2 に示し

た。標的遺伝子として、ail、inv およ

び irp2 を用いた。 

 

(5)PCR 反応 

①改良 Multiplex PCR  

PCR 用マイクロチューブに鋳型 DNA

溶液を 5.0 µℓ、 Taq GoTaq® DNA 

Polymerase set (Promega)を 7.625 µℓ、 

4 種の標的遺伝子に対する 50 µM プラ

イマー (Forward と Reverse)をそれぞ

れ 0.5 µℓ 、  お よ び UltraPureTM 

Distiller Water(Life Technologies)

を 8.375 µℓ 加え、 計 25 µℓ の反応液

を作製し、T100™ Thermal Cycler(Bio-

rad)を用いて行った。PCR 条件は、反応

温度と反応時間を変えて、すべての標

的遺伝子が検出できる最適な条件を探

索した。PCRの遺伝子産物については、 

1.5%アガロースゲルを用いて、Mupid®-

α (アドバンス)で 50V, 40 分間程度

の電気泳動を行った。泳動終了後、ゲ

ルをエチジウムブロマイド溶液で染色

し、バンドを確認した。また、最適な

条件が設定できた後は、抽出した DNA

を希釈し、改良 PCR 法で検出できる検

出限界を求めた。 

 

②Real-time Muiltplex PCR 

PCR 用のマイクロチューブに、供試

菌株から抽出し滅菌精製水を用いて

100 ng/ µℓに調整した鋳型 DNA 溶液を

2.0 µℓ、TB Green Premix Ex TaqⅡ(タ

カラバイオ(株), 滋賀)を 10 µℓ、10 µM 

プライマー（Forward と Reverse）をそ

れぞれ 0.8 µℓ ずつおよび滅菌水 6.4 

µℓ を加え、計 20 µℓ の反応液とした。

陰性コントロールとしては、鋳型 DNA

の代わりに滅菌精製水 2.0 µℓ を加え

たものを用いた。発色基質としては、

サイバーグリーンを用いた。Real-time 

PCR反応には，MiniOpticonTM (Bio-rad) 

を使用した。Real-time PCR の反応条

件としては、反応温度と反応時間を変

えて、すべての標的遺伝子が検出でき

る最適な条件を探索した。 

 

 

C. 研究結果 

（１）改良 Multiplex PCR 

①最適な Multiplex PCR 条件 
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PCR の反応温度ならびに反応時間を

変えて、すべての標的遺伝子が検出で

きる最適な PCR 条件を探索した結果、

95℃ 2 分間反応させた後、95℃ 30

秒、56℃ 30 秒および 72℃ 45 秒を 30

サイクル行い、最後に 72℃ 5 分間反

応させる条件が最適であることが判明

した。以後の PCR 反応はこの条件で実

施した。 

 

②Multiplex PCR の結果 

供試菌株 13 株について、Multiplex 

PCR を行った結果を表 3 と図１に示し

た。病原性 Y. enterocolitica 4 株に

ついては、virF と ail はいずれの菌株

ともバンドが増幅された。また、

American strains である O8 について

は、irp2 が増幅された。また、Y. 

pseudotuberculosis 株については、す

べての菌株でvir Fとinvが増幅され、

血清型 3 ではさらに irp2 が増幅され

た。それ以外の菌株では、いずれのバ

ンドの増幅も確認されなかった。また、

検 出 感 度 を 調 べ た と こ ろ 、 Y.  

enterocolitica O8 、 Y. 

pseudotuberuclosis 1b と 4b の 3菌株

については、101 CFU/tube の菌量で、

Y. enterocolitica O3 で は 103 

CFU/tube の菌量で検出可能であった

(図 2)。 

  

(2)ReaL-time Multiplex PCR 

①最適な Real-time Multiplex PCR 条

件 

 全ての標的遺伝子が検出できる最適

な Real-time Multiplex PCR 条件を探

索した結果、95℃で 30秒間反応させた

後、95℃ 5 秒および 60℃ 30 秒を 40

サイクル行う条件が最適であることが

判明した。以後はこの条件でReal-time 

Multiplex PCR を行った。 

 

②Real-time Multiplex PCR 

ail、inv および irp2 の解離曲線を

図 3 に示した。3 つの標的遺伝子の解

離曲線の Tm 値が異なっており、Tm 値

の違いから、3 つの標的遺伝子を識別

することが可能であった(図３)。今回、

開発した Real-time Multiplex PCR 法

によって、病原性 Y. enterocolitica

のうち、強毒な American strains と

弱毒な European strains ならびに Y. 

pseudotuberculosis の 3 つの菌種・グ

ループを分けて検出することが可能で

あった。  

 

③Real-time Multiplex PCR の結果 

供試 21 株について、Multiplex PCR

を行った結果を表 4 に示した。病原性

Y. enterocolitica 4 株については、

virFと ailはいずれの菌株ともバンド

が増幅された。また、American strains

である O8 については、irp2 が増幅さ

れた。また、Y. pseudotuberculosis 株

については、すべての菌株で inv が増

幅され、血清型 3ではさらに irp2 が増
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幅された。それ以外の菌株では、いず

れのバンドの増幅も確認されなかった。  

 

 

D. 考察 

昨年度、日本で問題となっている病

原 性 Yersinia で あ る 病 原 性 Y. 

enterocolitica と Y. 

pseudotuberculosis、特に病原性 Y. 

enterocolitica に関しては、血清型 O8

を含む強毒性 American strains と弱

毒性の European strains を識別して

検出できる Multiplex PCR の開発を試

みた。その結果、これらの 3 菌種・グ

ループを識別して分離・同定すること

が可能であったが、ail と inv のバン

ドの大きさが近かったため、より明確

に識別できるプライマーを選んで、最

適な Multiplex PCR の確立を試みた。

その結果、改良した Multiplex PCR で

は、昨年度のものより、より明確に 3 菌

種・グループを識別し同定できた。ま

た、検出感度もおおむね 101～103 

CFU/tube で高かった。これらのことか

ら、今回改良したMultiplex PCR法は、

病原性 Y. enterocolitica 血清型 O8

が 広 く 侵 淫 し 、 ま た 、 Y. 

pseudotuberculosisも散発している我

が国においては、実用的で有用な診断

ツールになり得ると思われる。 

本研究では、さらに病原性 Yersinia

のより迅速な検出・同定を目指して、

インターカレータ法による Real-time 

Multiplex PCR 法を用いた迅速検出法

の開発を試みた。標的遺伝子として、

ail、inv および irp2 を標的とした。

その結果、3つの標的遺伝子の Tm値は

異なっており(図 3)、今回開発した

Real-time Multiplex PCR 法により、3

つの菌種・グループを迅速に識別する

ことが可能であった(表 4)。改良

Multiplex PCR に比べ、 Real-time 

Multiplex PCR 法は、2時間以内で迅速

に診断が可能であるので、病原性

Yersinia検出の有用なツールになり得

ると思われる。現在、さらに TaqMan 法

による Real-time Multiplex PCR 法も

開発中であり、さらに IMS による Y. 

enterocolitica な ら び に Y. 

pseudotuberculosisの主要な血清型に

対する IMS 法の開発も進めている。 

図４は、血液・糞便や食品検体から、

病原性 Yersinia を迅速に分離するた

めに作成したプロトコールである。検

体を 25-32℃で 12 時間増菌後、

MultiplexまたはMultiplex Real-time 

PCR で、病原性 Y. enterocolitica ま

たは Y. pseudotuberculosis の保有す

る病原遺伝子を検出し、陽性になった

検体について、さらに増菌培地を、１．

直接選択培地に塗抹、２．代表的な病

原性 Y. enterocolitica または Y. 

pseudotuberculosis の血清型に対す

る抗体を用いた IMS で処理後、選択培

地に塗抹し、標的とする病原体の分離・

同定を行う。本プロトコールにより、
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病原性 Yersnia 病原遺伝子検出ではお

おむね 1 日、菌の分離まで 3 日程度で

終了できる。昨年度ならびに今年度の

研究で、このプロトコールのうち、

MultiplexまたはMultiplex Real-time 

PCR での迅速検出法を確立し、また、

IMSについても一部方法を確立できた。 

最終年度は、次のステップとして、

子のプロトコールに従って、開発した

遺伝子ならびに免疫学的診断法を用い

て、血液などの臨床検体への応用を試

みる予定である。 

 

 

E. 結論 

病原性 Y. enterocolitica の強毒な

American strains と European 

strains お よ び Y. 

pseudotuberuculosisを識別できる、よ

り高感度な Multiplex PCR 法ならびに

インターカレータ―法による Real-

time Multiplex PCR 法の開発を試みた。

標的遺伝子として、ail、inv、irp2 お

よび virF の 4 種を選び、これらの遺伝

子を同時に検出できる PCR 条件を探索

し、その条件で病原性 Yersinia の識別

が可能かを検討した。その結果、改良

した Multiplex PCR 法ならびに Real-

time Multiplex PCR 法 で 、 Y. 

pseudotuberculosis と 病 原 性 Y. 

enterocolitica の American strains 

ならびに European strains を識別す

ることが可能であった。 

 

F．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

 

2．学会発表 

１）Bui Thi Hien、池内隼佑、工藤由

起子、林谷秀樹、病原性 Yersinia の 

Multiplex PCR による迅速検出法の開

発。第 40回 日本食品微生物学会学術

集会、東京、2020 年 11 月. 

 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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図１．Multiplex PCR の結果 

 

 

 

 

 

図 2.新たに改良した Multiplex PCR の検出感度の確認 

 

 

M: molecular marker 100bp, N: negative control, MIX: Mix DNA of Y.e. O8 and Y.p.1b
O3: Y.e. O3, O5: Y.e. O5,27, O8: Y.e. O8, O9: Y.e. O9, 1b:Y.p.1b, 2b: Y.p.2b, 3:Y.p.3, 4b:Y.p.4b,
5a: Y.p.5a, 6: Y.p.6, Y.int.: Y.intermedia, O157: E.coli O157,  SW:Salmonella Weltevreden
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図３．解離曲線 ail (A), inv (B), irp2 (C), および 

Real-time Multiplex PCR 解析 (D) 

 

 

 

inv ail

ail+irp2
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表１．新たに改良した病原性 Yersinia を検出する Multiplex PCR 法 

 

 

 

表２．病原性 Yersinia を検出する Real-time Multiplex PCR 法 

 

 

 

表３．改良した Multiplex PCR 法による同定結果 
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表 4.Real-time Multiplex PCR による同定結果 
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厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 

「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和元年度） 

 

地方自治体試験施設における人体（血液・尿等）試料中の有害物質の検査法の開発と標

準化～試料の取扱いの標準化～ 

 

研究分担者 岡部 信彦 (川崎市健康安全研究所) 

協力研究者 赤星 千絵 (川崎市健康安全研究所) 

佐野 達哉 (川崎市健康安全研究所) 

吉田 裕一 (川崎市健康安全研究所) 

穐山  浩  (国立医薬品食品衛生研究所) 

田口 貴章 (国立医薬品食品衛生研究所) 

 

 

Ａ. 研究目的 

地方自治体試験施設である地方衛生研究所（以

下、地衛研）は、各自治体の衛生行政の科学的、

技術的中核として、保健所等の関係部局と緊密な

連携のもとに、公衆衛生の向上を図るため、試験

検査、調査研究、研修指導及び公衆衛生情報の解

析・提供を行っている。食品の喫食による健康被

害の発生がある場合、保健所等に相談が入り、事

件性が確認されていない場合は必要に応じて地

衛研がその原因究明検査を担う。このような健康

危機管理事象発生時に理化学検査担当で検査す

る検体は、健康被害原因として考えられる食品が

主だが、状況によっては、健康被害者の血液、尿

等の人体試料の検査依頼も想定される。 

過年度研究（「食品防御の具体的な対策の確立

と実行検証に関する研究」（研究代表者：今村知

明））において全国の地衛研に行ったアンケート

調査によると、半数の地衛研で人体試料の理化学

検査を経験していたが、化学物質による健康危機

管理事例発生は年間の事例数が微生物によるも

のに比べて圧倒的に少なく、地衛研の理化学検査

で人体試料が検査対象として依頼されることは

まれであった。そのため多くの機関において取扱

方法は確立されておらず、各機関でのバイオセー

フティに関する知識や人体試料の取扱方法は

様々で、対応に苦慮していることが明らかとなっ

た。従って、多くの場合では人体試料の取扱いに

不慣れな検査員が、突然の検査依頼に対して情報

研究要旨 

地方衛生研究所（以下、地衛研）では健康危機管理体制の整備を推進しているが、地衛研の理化

学検査部門に対する人体試料からの化学物質等の検査依頼はまれであるため、ほとんどの機関で検

査時における人体試料による曝露事故等の未然防止を図った検体操作が確立されていない。そこ

で、過年度研究において、人体試料の理化学検査における先駆的な取組みを調査し、地衛研モデ

ルとして川崎市健康安全研究所の理化学検査における人体試料の取扱いについて検討し、「川崎市

健康安全研究所 理化学試験における人体試料等安全管理要綱」及び「川崎市健康安全研究所 

人体試料等管理区域運営要領」を施行した。今年度は、全国の地衛研における取扱いを検討し、ガ

イドラインを作成し、公表した。 
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収集してから検査に着手することとなり、結果判

明までに長時間を要する上に、検査担当者の安全

も十分確保できない状態となることが考えられ

る。 

そこで、過年度研究（「行政機関や食品企業に

おける食品防御の具体的な対策に関する研究」（

研究代表者：今村知明））において、地衛研の理

化学検査担当における人体試料の取扱いについ

て、一地衛研モデルとして川崎市健康安全研究所

内における適正な対応を検討し、要綱等を作成し

てきた。本研究では、一地衛研モデルで検討した

対応を全国の地衛研でも応用できるよう整理、検

討し、食中毒等の健康危機管理事例への早期対応

及び安全な試験実施を可能とすることを目的と

する。 

 

Ｂ．研究方法 

過年度研究（「行政機関や食品企業における食

品防御の具体的な対策に関する研究」（研究代表

者：今村知明））において検討した、川崎市健康

安全研究所内における人体試料及び人体試料含

有液（以下、人体試料等）の理化学試験における

取扱方法を参考に、異なる設備や体制環境下の全

国の地衛研においても実施されるべき対応につ

いて基本事項として整理し、ガイドラインとして

まとめた。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究において、特定の研究対象者は存在せず

、倫理面への配慮は不要である。 

 

Ｃ. 研究結果 

過年度研究（「食品防御の具体的な対策の確立

と実行検証に関する研究」（研究代表者：今村知

明））において全国の地衛研に行ったアンケート

調査結果から、各地衛研において実施している試

験の内容、件数、頻度、使用機器、所有設備等は

様々で、川崎市健康安全研究所の対応をそのまま

各地衛研の参考とすることはできないと思われ

た。そこで、各地衛研での対応を検討する手順の

参考となるような基本事項を選定した。選定した

基本事項は以下の5項目である。 

1.感染性試料として管理する人体試料及び人

体試料含有液の設定 

2.人体試料及び人体試料含有液の取扱方法の

設定 

3.担当者等の選定及び教育・健康管理の実施 

4.実施状況の管理、記録及び保管 

5.曝露事故が起きた際の対応の設定 

この基本事項の各項目について説明を加えた

「感染性物質を含有する可能性のある人体試料

等の理化学試験に関するガイドライン」（別添

１）を作成した。 

 

【ガイドライン記載内容について】 

基本事項 1.の感染性試料として管理する人

体試料等の設定においては、基本的には標準予

防策の考え方を推奨した。また人体試料の検査

状況としては、健康危機管理事象時の人体試料

の検体のみ検査する場合、日常的に健常人の検

診の検体を多量に検査する場合、研究目的で事

前に詳細が判明している人体試料を検査する

場合等、各地衛研で想定される状況が異なるこ

とがある。そのため、各地衛研において人体試

料等を介した病原体等への曝露リスクを考慮

した上で感染性試料として管理する人体試料

等を設定するよう記載した。 

基本事項 2.の人体試料及び人体試料含有液

の取扱方法の設定においては、以下の点につい

て記載した。 

1) 関連する規定を確認 

2) 手技・操作におけるリスク評価 

3) リスク評価に応じた取扱場所及び取扱機

器を選定し、取扱方法を検討 

 各地衛研において人体試料等の理化学試験

を検討する際、感染症発生予防規程に基づいて
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検査を実施している微生物検査部門との調整

が重要である。また、人体試料等の理化学試験

を実施する際、人体試料等を介した病原体等へ

の曝露事故の未然防止を図るとともに、人体試

料等及び使用する試薬等に含まれる化学物質

に起因する健康被害も予防しなければならな

い。一方、各地衛研において、組織体制、所有

設備及び使用する機器等は異なる。そのため、

人体試料等の理化学試験において用いられる

手技・操作について、それぞれのリスクを各地

衛研において検討した上でその手技・操作の実

施場所及び取扱方法を検討するよう記載した。 

 基本事項 3.の担当者等の選定及び教育・健康

管理においては、担当者、管理者及び責任者の

責務を明確にすることと、教育及び健康管理が

適切に実施されるよう記載した。 

 基本事項 4.の実施状況の管理、記録及び保管

においては、万一、曝露事故が疑われる症状の

発生があった場合、当時の取扱方法が適切であ

ったか改めて記録から判断できるよう、記録の

方法を検討し、記載した。各地衛研で実施の頻

度や検体数が異なるため、詳細な方法について

は各地衛研で管理や記録の目的と照らしなが

ら検討できるよう記載した。 

 基本事項 5.には、万が一曝露事故が起きた際

は迅速な対応が求められるため、事故を想定し

た対応を検討しておくよう記載した。 

 

本研究内容について第 56 回全国衛生化学技術

協議会年会部門別研究会（令和元年12月5-6日、

広島）において講演し、参加した地衛研の担当者

にガイドラインの作成及び公表予定について周

知した。 

また、作成したガイドラインを厚労省ホームペ

ージ及び国立医薬品食品衛生研究所において公

表した。 

 

Ｄ. 考察   

過年度研究（「食品防御の具体的な対策の確立

と実行検証に関する研究」（研究代表者：今村知

明））において実施した全国の地衛研へのアンケ

ート調査結果により、地衛研の理化学検査部門に

おいて、人体試料の検査受け入れに対する問題点

は、大きく 2点が挙げられることが判明した。感

染性試料としての取扱いを要する可能性と、食品

試料や環境試料に対するものとは異なる成分組

成や標準品（代謝物を含む）の入手の必要性につ

いてである。後者は、検査目的物質のヒト体内挙

動や検査方法の調査及び検討を要する点で早期

対応が困難となっており、本研究の分担研究課題

「国立医薬品食品衛生研究所における人体（血

液・尿等）試料中の毒物の検査手法の開発と標準

化」において検討が進められている。本研究では

前者について注目した。 

地衛研では、微生物検査部門においては病原体

等を含む人体試料を取扱うための設備及び教育

体制が整っている一方、理化学検査部門において

は病原体を取扱わないため、感染性物質を含有す

る可能性のある検体の検査依頼を想定していな

い。また、微生物検査部門と理化学検査部門は、

一般的に試験エリアも検査担当教育も全く別で

実施されており、理化学検査部門において感染性

試料の取扱いに関する教育はほとんど実施され

ていない。しかし、オリンピック・パラリンピッ

ク東京大会等を控え、食品テロ等の健康危機管理

事象発生時の原因究明検査に備え、各地衛研にお

いて人体試料の理化学試験の検査依頼を想定す

る必要がある。その際、感染性試料による曝露事

故等の未然防止を図った対応ができるよう、あら

かじめ対応について検討する必要がある。そこで、

本研究では人体試料の理化学部門における取扱

手法について検討した。 

全国の地衛研における試料の取扱いを標準化
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する方法として、具体的な取扱手法を規定する方

法もあるが、各地衛研において設備や取り扱う検

体内容、使用機器等が異なるため、一律な対応を

検討するのは困難である。そのため、過年度研究

で一地衛研モデルとして川崎市健康安全研究所

における対応を検討し要綱等で規定した主な内

容を基本事項とし、その基本事項に基づいて各地

衛研で対応を検討し規定等とすることを推奨す

るガイドラインを作成することとした。 

本ガイドラインは、特に人体試料に着目して作

成したが、他にも検体の取扱いに注意すべき状況

が考えられる。例えば、近年検討されている病原

体産生物質（エンテロトキシン等）を理化学検査

機器により分析する場合や、健康危機管理事象発

生時の原因究明検査のために正体不明の物質を

分析する場合などである。このような場合におい

ても、本ガイドラインに沿って各地衛研が検討し

た対応を軸として、それぞれの検体の取扱方法に

応用できるものと考えられる。本ガイドラインが、

全国の地衛研における健康危機管理事象への早

期対応及び安全な試験検査の実施の一助となる

ことを期待するとともに、今後の知見及び各地衛

研での状況等を踏まえて、適宜見直していきたい。 

 

Ｅ. 結論 

健康危機管理事例への早期対応及び安全な試

験実施のため、地衛研の理化学検査担当における

人体試料の取扱いについて参考となるべく、「感

染性物質を含有する可能性のある人体試料等の

理化学試験に関するガイドライン」を作成し、公

表した。 

 

【謝辞】ガイドライン作成にあたり助言をいただ

きました国立感染症研究所 バイオセーフティ

管理室 高木弘隆先生に深謝いたします。 

 

Ｆ．研究発表 

１.論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 

 



7-5 

 

 

［別添１］ 



7-6 

 

 



7-7 

 

 



7-8 

 

 



7-9 

 

 



7-10 

 

 



7-11 

 

 



7-12 

 

 



7-13 

 

 



7-14 

 

 



 

8-1 
 

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究」 

分担研究報告書（令和元年度） 
 

海外（主に米国）における食品防御政策の動向調査 
 

研究代表者 今村 知明（奈良県立医科大学 公衆衛生学講座） 
 

研究要旨 
令和元年度における米国等の食品テロ対策に関する最新情報を収集し、体系的に位置づけた。

FDA 等の主な食品テロ対策の中で、特筆すべき新規の規制措置等としては、2011 年 1 月に成

立した食品安全強化法（FSMA）について、①「食品への意図的な混入に対する緩和戦略」ガ

イダンス（産業界向け）の修正版が公表されたこと、②教育プログラムの改善（教育プログラ

ムの一部を FDA の e-learning から外部大学のリカレント教育プログラムに移行）が挙げられ

る。 

研究協力者 

（株）三菱総合研究所 山口健太郎、東穂

いづみ 

SGS ジャパン（株）一蝶茂人、名倉卓、南谷

怜 

 
A．研究目的 
米国において令和元年度に講じられた主

な食品テロ対策の最新情報を体系的に把握

することを通じて、わが国における食品テロ

対策の検討を行っていく上での基礎的資料

とすることを目的とする。 
 
 

B．研究方法 
米国については、FDA（Food and Drug Ad-

ministration）、USDA（United States Department 

of Agriculture）のウェブサイト等の公表情報

や研究班会議において収集された関連情報

に基づき、令和元年度に講じられた主な食品

テロ対策の最新情報を抽出し、その概要をと

りまとめた。 
 
◆倫理面への配慮 
本研究において、特定の研究対象者は存在

せず、倫理面への配慮は不要である。 
 
 

C．研究成果 
１．「食品への意図的な混入に対する緩和戦

略」ガイダンス（産業界向け）の修正版

の公表 
脆弱性アセスメントの視点として“３つの

基本要素”が追加された。各要素は以下のとお

りである。 

 
・ 基本要素１：潜在的公衆衛生への影響 
・ 基本要素２：製品への物理的アクセスのレ

ベル 
・ 基本要素３：攻撃者が製品の汚染を成し遂

げる能力 

 
これらの基本要素を念頭に置いた、脆弱性

の評価方法が提示されている。 

 
１．１ 基本要素を念頭に置いた脆弱性の評

価方法に関する記載の追加 
2018 年４月修正の「連邦規則集タイトル

21 (a)脆弱性アセスメントのための要件」よ

り、意図的な異物混入に対する脆弱性評価の

指標となる三つの基本要素、「基本要素１：潜

在的な公衆衛生への影響（例えば、被害の深

刻さ及び規模など）」、「基本要素２：製品への

物理的アクセスレベル」、「基本要素３：攻撃

者が製品の汚染を成し遂げる能力（蓋然性）」

が追加された。 
これら３つの基本要素を評価（スコア化）

することで、重大な脆弱性を特定し対策可能

な工程を導き出す。（巻末図１参照） 
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１．１．１ 「基本要素１：潜在的な公衆衛生

への影響」の評価 
潜在的な公衆衛生への影響の可能性推定

のために特定の方法の使用することを要求

していないが、役立つツールとして下記の表

によるスコア化を提示している。従来

CARVER＋Shock 法のマニュアル等の中で

も紹介されていたスコアと同様である。 
すなわち、急性疾患、死亡、またはその両

方といった公衆衛生への影響が及ぶ可能性

のある人数、あるいは危険にさらされている

食料の対象人数が１万人以上の場合 10 点、

1,001～１万人の場合８点、100~1,000 人の

場合５点、１～99 人の場合３点、病気や死亡

といった公衆衛生への潜在的な影響がない、

あるいは危険に曝されている食料がない場

合は１点とされている。 

 
表１：公衆衛生への潜在的影響 

 
（出所）U.S. Department of Health and Human 
Services Food and Drug Administration Center for 
Food Safety and Applied Nutrition, “Mitigation 
Strategies to Protect Food Against Intentional 
Adulteration: Guidance for Industry  Revised 
Draft Guidance”, pp.41, March 2019. 
 
１．１．２ 「基本要素２：製品への物理的ア

クセスレベル」の評価 
各工程における製品への攻撃者の物理的な

アクセスレベルをスコア化しているものであ

る。これも従来 CARVER＋Shock 法のマニュ

アル等の中でも紹介されていた要素であるが、

評価基準がより具体的に記述されることとな

った。 
基本要素１と３に比べて評価がしやすいこ

とから、FDA は基本要素２から評価すること

を推奨している。 

 
表２：製品への物理的アクセスレベル 

 
（出所）U.S. Department of Health and Human 
Services Food and Drug Administration Center for 
Food Safety and Applied Nutrition, “Mitigation 
Strategies to Protect Food Against Intentional 
Adulteration: Guidance for Industry  Revised 
Draft Guidance”, pp.52-53, March 2019. 

 
例えば“容易にアクセス可能”評価となる

基準は以下の通りである。 

 
・ 内部攻撃者が製品にアクセスできる（例：

攻撃者が直接製品に触れることが出来る） 
・ 製品へのアクセスを困難にするような固

有の特性がない（例：密閉システム、加圧

設備、手すり、設備安全機能、またはシー

ルドといった障害がない） 
・ 製品は梱包、機器、またはその他の物理的

なアクセス障壁によって保護されておら

ず、解放されており、安全でない。 
・ 製品が簡単にアクセスできる方法で取り

扱われ、段階分けされ、または持ち運び出

来る状態である。 

 
 

１．１．３ 「基本要素３：攻撃者が製品の汚

染を成し遂げる能力（蓋然性）」の
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評価 
汚染物質が検出されずに持ち込まれた場合

に、汚染を起こし被害を発生させることの容

易さ、または困難さを評価するものである。

これも従来 CARVER＋Shock 法のマニュア

ル等の中でも紹介されていた要素であるが、

評価基準がより具体的に記述されることとな

った。文字数が多いため、巻末図２に示す。 

 
例えば“汚染を成し遂げる能力（蓋然性）が

非常に高い”評価となる基準は以下の通りで

ある。 

 
・ プロセスステップは隔離された領域にあ

るか、または視野から隠されているため、

内部の攻撃者はほとんど制限されずに監

視されることなく作業することができる。  
・ 十分な量の汚染物質を食品にうまく追加

することが容易である。 
・ ポイント、ステップ、または手順（例えば、

均一混合）といった固有の特徴により、汚

染物質が食品中に均一に混合される。  
・ 内部の攻撃者が食品に汚染物質を加えて

いることが検出される可能性はほとんど

ないため、攻撃者が汚染物質を導入するの

に隠密に行動する必要がほとんどない。  
・ この地域には労働者が全く、またはほとん

どいないため、内部の攻撃者による汚染の

試みに気付くことはほとんどない。 

 
１．１．４ 取りまとめ方法 

巻末図３に示すワークシートのように、各

工程ごとに上記 1.2.1～1.2.3 で導出されたス

コアを記入し、合計スコアを計算する。合計

スコアが大きい工程を脆弱性が高いと見な

す。これも従来 CARVER＋Shock 法のマニ

ュアル等に示されていた手法と同様である

が、CARVER＋Shock の７要素のうち、

Criticality、Accecibility、Vulnerability の３

要素に特化した方法と言える。 

 
１．２ 教育・訓練に関する記載の追加 

管理監督責任者（資格者）／食品防御責任

者（資格者）／食品防御担当者（資格者）／

工程ごとの従業員への教育・訓練の必要性、

標準化されたカリキュラムの受講の推奨、訓

練頻度やその記録（修了証明書を含む）の推

奨などについて記載が追加された。これは、

後述の 2.2 に関連する。 

 
２．教育プログラムの改善 
２．１ Food Defence 101 対象者の明確化 
従来 FDA のウェブサイト上で公表されて

いた食品防御関係者向け e-learning システ

ム（Food Defence 101）について、現場担当

者レベルの内容は引き続き Food Defence 
101 内で提供されているものの、その他の、

より専門的な内容や、法制度面の内容につい

ては、イリノイ工科大学におけるリカレント

教育プログラムにおいて提供されることに

なった。（2.2 参照） 
 

（過去） 

 

（変更） 

 
図１：Food Defence 101 トップ画面の変更 

（資料） 
FDA, https://www.cfsanappsexter-
nal.fda.gov/scripts/FDTraining/index.cfm, 2020.2.7. 
 

２．２ イリノイ工科大学における教育プロ
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グラムの提供 
２．２．１ 概要 

イリノイ工科大学 The Food Safety Pre-
ventive Controls Alliance（FSPCA）は、主

要な産業界、学界、政府による官民共同体で

ある。FDA からイリノイ工科大学食品安全衛

生研究所（IIT IFSH）への助成金によって

2011 年末に設立された。 
FSPCA の使命は、FSMA 法に対応して公

布される予防管理規制を遵守するため、食品

業界を支援する教育プログラムを開発して

提供することである。 

 
２．２．２ コース 

FSMA 法の IA（Intentional Adulteration）
規則において要求されている人材育成に対

応したプログラムが提供されており、具体的

には以下のようなコースが提供されている。 

 
・ IA 規則のための食品防御のプリペアドネ

ス 
・ IA 規則の概要 
・ 脆弱性評価の実施 
・ IA の識別と緩和戦略 
・ 脆弱性評価インストラクターコース 
・ 脆弱性評価コンビネーションコース（参

加者コース＋リードインストラクターコ

ース） 
・ 食品防御計画の作成と再分析 

 
２．２．３ コースの事例（食品防御計画の作

成と再分析） 
例えば「食品防御計画の作成と再分析」と

いうコースの内容は以下のようなものであ

る。 

 
(１)  概要 

FSMA 最終規則（IA 規則）は、書面によ

る食品防御計画の準備、食品防御計画の再分

析を要求している。規則はさらに、食品防御

計画の作成及び再分析を行う個人が、「特定

の機能について、少なくとも FDA が適切で

あると認めた「標準化されたカリキュラム」

の下で受けたものと同等の訓練を正常に修

了しているか、又はその活動を実施するため

の職務経験を通じて資格を有している」こと

を要求している。 
FSPCA が開発したこのトレーニングは、

FDA が認めた「標準化されたカリキュラム」

であり、このコースを修了することは、この

トレーニング要件を満たすための一つの方

法である。 

 
(２)  詳細 
受講料は１ユーザーあたり 99 ドル、受講

形式はオンラインである。想定される座席時

間は２～３時間であり、４時間の非アクティ

ブでタイムアウトとなるので、一度受講を開

始したら、モジュール全体をほぼ一気に受講

しなければならない。 
コースのページのいくつかには、テキスト

が殆どない図やフォーム例の画像が掲載さ

れることがあるので、最初から最後まで無音

で（画面を見ているだけで）修了できること

はない。 
コース終了時に課される 10 問の最終試験

に、80％以上のスコアで合格しなければなら

ない。３回受験しても合格しなかった場合は、

事務局に連絡の上、再度受講料を支払い、最

初からやり直す必要がある。 
FSPCA のトレーニング証明書は、コース

の最後に発行される。証明書は、学習管理シ

ステム（LMS）の成績表に保存され、証明書

が必要な場合はいつでも LMS にログインし

て印刷することができる。 
登録後半年以内にプログラムを終えない

場合は登録は失効し、再登録と登録料の支払

いが必要となる。 

 
３．（参考）ミネソタ大学における食品防御

研究・教育について 
３．１ 研究活動 
３．１．１ 概要 
フードサプライチェーンに対する脅威の

軽減を目的とした研究テーマとして、目下、

事前予測、サプライチェーン・レジリエンシ

ー、意図的な不純物混入と食品不正、脆弱性

リスク分析、イベントモデリング、食品シス
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テムにおけるサイバーセキュリティに焦点

を当てている。これらの研究テーマに加えて、

エージェント行動、情報共有、システム戦略、

リスクコミュニケーション、教育などの研究

キャパシティを有している。 

 
３．１．２ 内容 
(１)  事前予測分野 

複数のデータを融合させ、食品システムの

混乱や食品の有害事象を予測、監視、特定す

るために設計されたウェブアプリケーショ

ンである「FIDES」や、リアルタイムのオー

プンソースメディアを摂取して、世界的な病

気の発生や、病気の発生の可能性を高める可

能性のある前兆イベント（自然災害、市民不

安）を特定するウェブアプリケーション

「Disease Watch」の開発を行っている。 

 
(２)  食品汚染分野 

1980 年以降のテロリズム、および破壊工

作事件を検索することが可能なデータベー

ス「食品不純物混入事件レジストリ（FAIR）」

を整備している。インシデントは、タイプ、

動機、危害、食品カテゴリー、場所等の情報

によって分類されている。 
また、施設の食品防御能力を評価する

「 Food Defense Readiness Assess-
ment(FDRA 2.0)」と、化学的または生物学的

不純物による意図的な混入のリスクを定量

化する「Intentional Adulteration Assess-
ment Tool (IAAT)」の開発などを行っている。 

 
(３)  サイバーセキュリティ分野 
食品産業が食品を生産するために使用し

ている産業用制御システム（ICS）に対する

サイバー攻撃の脅威と脆弱性、潜在的影響を

研 究 し て い る 。 ホ ワ イ ト ペ ー パ ー

『 Adulterating More Than Food: The 

Cyber Risk to Food Processing and Manu-
facturing』において、食品業界にとって重要

なサイバーセキュリティ上の懸念事項に関

する提言を行っている。 

３．２ 教育活動・コラボレーション 
３．２．１ 概要 
現在の脅威、規制、リスク評価、管理戦略

等について、第一線で活躍する専門家と、最

新かつ関連性の高いコンテンツを提供して

いる。 

 
３．２．２ 内容 

(１)  Food Defence Training 
国、自治体、法執行機関、食品製造・小売、

サプライチェーン・ロジスティクス、フード

サービス、ケータリング、レストランなどの

様々な分野、組織内のあらゆるレベルのフー

ドディフェンスのニーズに対応するために

開発された対面式プログラムを提供してい

る。（半日～５日間のプログラム） 

 
(２)  Preparedness Exercises 
食品防御計画の頑健性を評価するための

演習プログラムである。イベント（経済的動

機による汚染、不満を抱えた従業員、テロ）、

施設（食品メーカー、レストラン、エンター

テイメント会場）、サプライチェーン（世界各

国の食材を使用、第三者の成分が汚染、加工

設備の不具合、小売と消費者が曝露）、製品

（スパイス、飲料、副原料、シーフード、食

肉製品）について、様々にプログラムを対応

させることが可能である。 

 
(３)  Online Food Defense Awareness 

Training 
FSMA の IA（Intentional Adulteration）

規則を学ぶためのオンライントレーニング

プログラムである。フードディフェンスと食

品の安全性の違いを認識する、意図的汚染か

ら食品システムを守るための役割を理解す

る、フードディフェンスの脆弱性を見極める、

IA 規則の重要性を学ぶ、等について学ぶこと

ができる。 

 
(４)  FoodSHIELD 
世界の食糧供給を守り、守る人々の調整、

教育、訓練のために設計されたウェブベース

のコラボレーションプラットフォームであ
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る。メンバーは、ワークグループを作成し、

ドキュメントセンター、オンラインミーティ

ング、アンケート、ニュースフィード、ディ

スカッションフォーラムを利用可能である。 

 
 
D．考察 
米国 FDA が令和元年度に講じた主な食品

テロ対策のうち、特筆すべき事項として、

2011 年１月に成立した食品安全強化法

（FSMA）に関する「食品への意図的な混入

に対する緩和戦略」ガイダンス（全産業向け）

の改訂が挙げられる。 
具体的には、脆弱性評価の具体的な手順が

記載されたことと、従業員への教育・訓練の

必要性／標準化されたカリキュラム受講の

推奨などについて記載が追加された点を確

認した。 
前者については、これまで FDA より

「CARVER＋Shock Method」として紹介さ

れていたもののうち、評価結果全体からみて

支配的である３つの評価項目（Criticality，
Accecibility，Vulnerability）のみを切り出し

たものと考えられる。以前から CARVER＋

Shock Method においては、工程別の Recu-
perability（回復可能性）および Effect（生産

に与える影響）の違いが評価しにくい（一つ

の工程が攻撃されれば工場のシステム全体

が影響を受け、生産全体が止まってしまうこ

とは明らかなため）という難しさがあったた

め、この簡便化は歓迎すべきことと考えられ

る。 
後者については、FDA だけで全ての教育プ

ログラムを準備・提供するのではなく、官民

連携のもと、大学においても一部の教育プロ

グラムが提供され始めている点が特徴的で

ある。 

 
 

E．結論 
米国において令和元年度に講じられた主

な食品テロ対策の最新情報を把握した。 
具体的には、2011 年１月に成立した食品安

全強化法（FSMA）に関して、FDA が「食品

への意図的な混入に対する緩和戦略」ガイダ

ンス（全産業向け）の改訂を行った（2019 年

３月）点に着目し、この改訂内容を中心に整

理を行った。 

 
 

F．研究発表 
１．論文発表 
なし 
 

２．学会発表 
なし 

 
 

G．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 

 
２．実用新案登録 
なし 

 
３．その他 
なし 
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（巻末図１） 

 
（資料）U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for 
Food Safety and Applied Nutrition、“Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional 
Adulteration: Guidance for Industry Revised Draft Guidance”, pp.37, March 2019. 
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（巻末図２）攻撃者の製品汚染を成し遂げる能力（蓋然性） 

 
（資料）U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for 
Food Safety and Applied Nutrition、“Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional 
Adulteration: Guidance for Industry Revised Draft Guidance” , pp.54, March 2019. 
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（巻末図３）取りまとめワークシート 

 
（出所）U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for 
Food Safety and Applied Nutrition、“Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional 
Adulteration: Guidance for Industry Revised Draft Guidance” , pp.63, March 2019. 
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